
人・自然・未来がつながる 森林文化都市 はんのう
～ 好循環を育む ずっと暮らしたいまち ～

飯 能 市





本計画の策定に当たって

　本市では、平成 28（2016）年に第 5次飯能市総合振興計画を策定し、
将来都市像「水と緑の交流拠点　森林文化都市　はんのう」の実現に
向け、都心に近く、身近で豊かな自然という良好な環境を生かした施
策を進めてまいりました。その結果、計画期間中は転入者が転出者を
上回る転入超過が続き、現在もその状況は続いています。

　その一方で、人口減少と少子高齢化の進行に加え、環境問題、デジタ
ル化の進展、財政対策など、私たちを取り巻く環境は常に大きく変化し、
様々な課題が立ちはだかっています。先行きが不透明なこのような時
代だからこそ、これまでのやり方を絶えず見直すなどの柔軟性が求め
られています。
　それらに対応していくため、令和 8（2026）年度から新たにこれからの 10 年間のまちづくりの方
向性を示した第 6次飯能市総合振興計画をスタートします。

　本計画では、これからのまちづくりに当たり、大切にすべき基本姿勢として「人口減少を克服する」、
「豊かな自然の価値を未来に継承する」、「未来を見据えた持続可能な仕組みをつくる」の 3つを掲げ
ています。
　また、人々の暮らしと豊かな自然が調和するまちを目指すという本市の「森林文化都市」の想いを
ベースに、将来の世代にわたって持続的なまちを引き継げるよう、10 年後の将来都市像を「人・自然・
未来がつながる　森林文化都市　はんのう　～好循環を育む　ずっと暮らしたいまち～」としました。
　“ 飯能 ” に関わる人を増やし、本市での暮らしの質を高め、ずっと暮らしたいと思えるまちを目指
してまいります。

　まちづくりは住む人、働く人、訪れる人など様々な「人」が主役です。本計画の推進に当たっても、
市職員はもちろんのこと、市民の皆さまとともにまちづくりを進めていくことがより一層大切である
と考えます。「本市のあるべきまちの姿」を示した本計画を多くの方々に目を通していただき、一人
一人がそれぞれの立場でまちづくりに関心を持ってもらえると嬉しい限りです。

　“まちづくり ”に明確な答えはありません。だからこそ、よりよい “まち ”を創り上げていけるよう、
共に考え、知恵を出し合いながら、着実に施策を進めてまいりたいと考えておりますので、これから
も皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、本計画の策定に当たり、審議会委員、ワークショップメンバーをはじめ、貴重なご意見、
ご提案をいただきました市民の皆さまやご協力いただいた関係者の皆さまに心から感謝申し上げます。

　令和８年３月

飯能市長　





森林文化都市宣言 （平成17年4月1日）

飯能市は、首都圏にあって奥武蔵の豊かな自然に恵まれたまちであり、その歴史・文化、人々
の情感は、森林とともに育まれてきました。
人々が森林とのふれあいを通じて心身ともに森林の恵みを享受し、環境との調和や資源の循環

利用を生活の中で生かしていくことが求められる時代にあって、本市では、森林資源を活用し、
新たな森林文化の創造により、心豊かな人づくりと、活力のあるまちづくりを推進します。
ここに森林と人とのより豊かな関係を築きつつ、自然と都市機能とが調和するまちの創造をめ

ざし、「森林文化都市」を宣言します。

飯能市平和都市宣言（平成31年3月16日）

世界の恒久平和は、人類共通の願いです。
戦争や核兵器の使用を許さず、また、人々の穏やかな日常を脅かす差別や貧困、環境破壊など

をなくすため、世界の国や地域が共に手を携え、平和への歩みを進めていかなければなりません。
本市は、戦争の悲惨さと核兵器の恐ろしさを決して忘れません。
そして、豊かな自然や文化、人々の優しさや思いやりの心を次世代に引き継ぎながら、誰もが

笑顔にあふれ幸せに暮らせる社会の実現を目指します。
ここに、明るい未来を展望し、世界の恒久平和に貢献することを誓い、「平和都市」を宣言し

ます。

埼玉県西部地域まちづくり協議会（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市）
ゼロカーボンシティ共同宣言 （令和3年2月15日）

　　　　　　　　　　～ 2050年 二酸化炭素排出量実質ゼロに向けて ～

近年、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの増加を要因とする地球温暖化の進行により、
世界規模で自然災害が増加しています。今後、さらなる頻発化、激甚化が予想されており、環境
に対する社会の意識や関心が高まるなかで、脱炭素社会に向けた動きが加速しています。

2015 年に合意されたパリ協定では、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2 度よ
り十分低く保つとともに、1.5 度に抑える努力を追求すること」とされ、また、2018年に公表
された IPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)の特別報告書においては、「気温上昇を 2度
よりリスクの低い 1.5度に抑えるためには、2050年までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにす
ることが必要」とされています。
環境省では、こうした目標の達成に向けて、「2050 年に二酸化炭素の排出量を実質ゼロにす

ることを目指す旨を首長自らが公表した自治体」を「ゼロカーボンシティ」として国内外に広く
発信するとともに、全国の自治体へ表明を呼び掛けています。
このことから、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市を構成市とする埼玉県西部地域まち

づくり協議会では、将来にわたって、健康で安心して暮らすことができる環境を次世代へ引き継
いでいくため、5市の特徴を活かしながら、市域を越え、2050年までに二酸化炭素の排出実質
ゼロを目指すことを宣言します。
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第１章　計画の目的と役割

【飯能市民憲章】

わたしたちは、

一、恵まれた自然を愛し、緑と清流に映
は

える、美しい飯能を守ります。

一、明るく元気で働き、楽しい家庭をもとに、豊かな飯能を築
きず

きます。

一、隣人互いに助け合い、思いやりの心をもって、住みよい飯能を創
つく

ります。

一、進んで社会活動に参加し、健康と教養を高め、伸びゆく飯能を 培
つちか

います。

一、若い力を大きく伸ばし、夢と希望をもって、未来の飯能を育てます。

　飯能市では、平成28（2016）年度から令和7（2025）年度までを計画期間とする「第５次
飯能市総合振興計画」に基づき、将来都市像「水と緑の交流拠点　森林文化都市　はんのう」
の実現を目指してまちづくりを推進してきました。
　これまでの取組を踏まえつつ、近年の社会情勢の変化や市民意向等に的確に対応するた
め、飯能市に関わる全ての人で共有できるこれからのまちづくりの指針として、令和８
（2026）年度からスタートする「第６次飯能市総合振興計画」を策定します。
　第６次飯能市総合振興計画は、本市が策定する全ての計画の最上位計画として位置付け
られ、今後10年間の本市が目指すまちの将来都市像を示すとともに、まちづくりの基本目
標など計画の全体像と方針・方策を明らかにするもので、次の役割を担います。

● 市政の総合的・計画的な行政運営の指針
● 市民や各種団体などの地域活動における共通目標・行動指針
● 国・県・広域圏との調整・連携のための指針

　また、本市では、昭和53（1978）年11月3日に「飯能市民憲章」を定め、以来この憲章
に基づきよりよい飯能市の実現を目指して、市民とともにまちづくりを進めてきました。
　市民にとっての普遍的な行動指針である「飯能市民憲章」を踏まえ、第６次飯能市総合
振興計画における方針・方策を定めていきます。
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第２章　計画の構成と期間

１　計画の構成

第６次飯能市総合振興計画は、基本構想、基本計画及び別途策定される実施計画の３層構
造とし、総合的かつ計画的にまちづくりを進めるものとします。

２　計画の期間

第６次飯能市総合振興計画を構成する各計画の期間は、以下のとおりとします。

年度

構成計画名
R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

基本構想

基本計画

まち・ひと・しごと
創生総合戦略

国土強靱化地域計画

実施計画

本市が目指すまちづくりの方針で、将来都市像やまちづくりの基本目標など、
基本的な考え方を明らかにしたものです。

基本構想を実現するための分野ごとの基本的な施策を体系的に示したものです。
また、以下の２計画を基本計画と一体的に策定・推進する計画と位置付けます。
○「飯能市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
○「飯能市国土強靱化地域計画」

基本計画に定めるそれぞれの施策を予算化し、事業を実施するための３か年計
画です。社会の流れや事業の進捗を踏まえ、毎年度見直します。

基本構想

基本計画

実施計画

基本構想

令和８年度～令和 17 年度（10 年間）

前期基本計画

令和８年度～令和 12 年度（５年間）

後期基本計画

令和 13 年度～令和 17 年度（５年間）

第３期まち・ひと・しごと創生総合戦略

令和８年度～令和 12 年度（５年間）

国土強靱化地域計画（改訂版）

令和８年度～令和 12 年度（５年間）

実施計画（３年間）

実施計画（３年間）

実施計画（３年間）

実施計画（３年間）

序
論
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第３章　社会情勢

（1）人口減少と少子高齢化の進行
　日本の総人口は減少局面を迎えており、令和38（2056）年に１億人を下回ると推計さ
れています。国は少子化に歯止めをかけるべく様々な対策を講じていますが、令和6
（2024）年の出生数は68万人強にとどまり、統計を取り始めて以来過去最少となってい
ます。
　また、「団塊ジュニア世代」が65歳を迎え、総人口に占める高齢者の割合が約35％の
ピークに達する「2040年問題」の影響が懸念されています。医療、介護、年金などの社会
保障やインフラの維持が困難となるほか、労働力不足から経済が縮小するなどの問題が出
てくると予想されています。

（2）地球環境への取組
　地球温暖化対策として、令和２（2020）年10月、国は2050年までに温室効果ガスの排
出量を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。ま
た、国では中期目標として、令和12（2030）年度の温室効果ガスの排出量を平成25
（2013）年度の水準から46％削減することを目標として定めました。
　カーボンニュートラルの達成のため、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保
全及び強化に向けた取組が進められています。

（3）ＳＤＧｓへの取組
　平成27（2015）年９月の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための2030アジェ
ンダ」が全会一致で採択され、平成28（2016）年から令和12（2030）年までの国際社会
の共通目標であるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標︓Sustainable Development Goals）へ
の取組が世界で進められています。
　ＳＤＧｓは持続可能な世界を実現するための17のゴールと169のターゲットから構成さ
れ、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。発
展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、国も
積極的に取り組んでいます。

（4）国土強靱化に向けた取組
　近年、大規模な自然災害が発生することが増える中、大規模災害から国民の生命や財産
を守る国づくりを進めるため、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災
等に資する国土強靱化基本法」が平成25（2013）年12月11日から施行されています。
　大規模自然災害時に人命を守り、経済社会への被害が致命的にならず、被害を最小化し
て迅速に回復する「強さとしなやかさ」を備えた安全・安心な国土・地域・経済社会を平
時から構築していくことが目指されています。
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第３章　社会情勢
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5

（5）デジタル化の進展

ICT の進化やネットワーク化により、経済や社会の在り方、産業構造が急速に変化する
時代（Society5.0*1）が到来する中、デジタルの活用により、一人一人のニーズに合った
サービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会が目指されています。
このため、国では全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指す「デジタル田園

都市国家構想」という旗の下、急激な人口減少社会に対応するため、デジタルを最大限に活
用して公共サービス等の維持・強化と地域経済の活性化を図るなど、地域の個性を生かしな
がらデジタルの力による地方創生の取組の加速化・深化が進められています。

*1 Ｓociety5.0 狩猟社会（Ｓociety1.0）、農耕社会（Ｓociety2.0）、工業社会（Ｓociety3.0）、情報社会（Ｓociety4.0）に続
く新たな社会を指し、ＡＩやＩｏＴ、ロボット、ビッグデータなどの革新技術をあらゆる産業や社会に取り入れ
ることにより実現する新たな未来社会の姿をいう。

序
論



第Ⅰ部　序論

6

第４章　第５次総合振興計画の達成状況と市民意向

１　統計からみる市の現状

（1）人口・世帯の推移

総人口は令和 2（2020）年の国勢調査時点で 80,361 人となっています。推移を見ると
平成 12（2000）年までは増加が続き、その後は緩やかに減少傾向へ転換しています。世帯
数は核家族化等の影響により増加傾向で、1世帯当たりの人員は減少しています。

（2）年齢構成の推移

　年齢3区分別人口の構成比の30年間の変化を見ると、年少人口（0歳から14歳まで）と
生産年齢人口（15歳から64歳まで）の割合が大きく減り、老年人口（65歳以上）の割合
は12％から30％超へと2.5倍以上に増加しています。

資料：国勢調査
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（3）人口動態の推移

　自然動態（出生・死亡に伴う人口の動き）は死亡数が出生数を上回っていることから自
然減の状況が続いています。社会動態（転入・転出に伴う人口の動き）は平成27
（2015）年から社会増に転じており、特に令和5（2023）年には社会増が自然減を上回
り、27人の人口増加となりました。

*1 合計特殊出生率 15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が生涯に生むこどもの数を示す値を
いう。

（4）合計特殊出生率と出生数の推移

合計特殊出生率*1は全国、埼玉県よりも低い状況が続いており、令和6（2024）年は0.97
となっています。出生数も減少傾向にあり、近年の年間出生数は300人台となっています。
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２　第５次総合振興計画の達成状況  
 

（1）目標人口 

 
 
 
 

 
   

※実績値のうち平成 22（2010）年から令和 2（2020）年までは国勢調査に基づく人口、令和 7（2025）
年は同年 4月 1日現在の住民基本台帳人口 

　第5次飯能市総合振興計画では、計画の最終年度に当たる令和７（2025）年度の目標
人口を80,000人と設定しました。住民基本台帳に基づく本市の人口は、令和7（2025）
年4月1日現在で77,730人となり、目標人口を達成することはできませんでしたが、計画
策定当初のコーホート推計値（グラフの黒点線）を大きく上回っています。
　社会動態を見ると、平成27（2015）年に社会増に転じて以降10年連続で社会増となっ
ており、人口減少を抑制する大きな要因となっています（前頁（3））。年齢別の転出入
の動向を見ると、大学進学等による10代後半や子育て世代の30代及び40代とそれに付随
する0歳から4歳までの年代等で転入超過の傾向が見られ、若い世代の転入者を増やすこ
とができています（図1）。また、移動元や移動先の傾向としては近隣市間の移動が多
く、転出入の差は比較的均衡しています。社会増の要因としては、県外（うち約4割が東
京都）からの転入超過によるところが大きくなっています（図2）。
　一方で、就職等による20代の転出者が多い傾向は従来から変わらず、また、自然動態
を見ると、少子化・高齢化の影響により自然減が年々大きくなっています。高齢者の死亡
数を大幅に減らすことや、多様な生き方が尊重される現代にあって出生数を大幅に伸ばす
ことは難しく、今後も人口減少の主要因となることが想定されます。
　人口減少を抑制していくためには、引き続き本市からの転出者を減らし、転入者を増や
す政策の展開が必要です。
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図１ 「5 歳階級別の転出入の動向（令和 6（2024）年中の移動）」

図２ 「転出入先の動向（令和 2（2020）年～令和 6（2024）年の 5 年間の累計）」

※1 移動（転入又は転出）の 5年間の累計が 300人を超える 7市区を表示
※2 「県外・不明」には「練馬区」の人数は除く。
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（2）交流人口

　第5次飯能市総合振興計画では、水と緑を最大限に生かした交流戦略の刷新を図り、年
間480万人の交流人口（観光入込客延べ人数）を目標にしました。魅力的なコンテンツの
整備や積極的・広域的な発信等に取り組んだほか、平成30（2018）年11月にオープンし
た「メッツァビレッジ」、平成31（2019）年3月にグランドオープンした「ムーミンバ
レーパーク」の集客効果等により、令和元（2019）年には410万人の交流人口を記録しま
した。その後、新型コロナウイルス感染症の影響で一時大幅に落ち込みましたが、「ノー
ラ名栗」、「OH!!!」などの交流を活性化させる拠点のオープン等により、再び交流人口
が増加傾向にあります。目標としていた交流人口480万人は達成できませんでしたが、計
画策定当初と比較すると、本市を訪れる人は大幅に増加しています。
　こうした流れを断ち切ることなく、今後も交流人口の拡大を図るとともに、人の流れを
まちの元気や活力につなげ、好循環を創り出していくことが必要です。

資料：観光・エコツーリズム課
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自然環境の豊かさ

生活環境（水道、ガス、ごみ処理等）

道路・交通の便

人情味や地域の連帯感

買物がしやすい

通勤・通学がしやすい

消防・防災・防犯体制

保健・医療・福祉が充実

子育て・教育環境

文化・スポーツ環境

行政サービスが充実

情報通信網

働く場所が充実

活気ある産業

３　アンケート調査による市民意向

（1）調査の目的

（2）調査結果の概要

①住みよさ

飯能市の住みよさについて、「住みよい」と「どちらかといえば住みよい」を合わせた“住
みよい”は 82.3％となっており、回答者の 8割超が住みよいと回答しています。

②住みよい理由

飯能市のどのようなところに住みよさを感じるかについて、「自然環境の豊かさ」への回
答割合が最も高く 87.4％となっており、次いで、「生活環境（水道、ガス、ごみ処理等）」
が 38.0％、「道路・交通の便」が 28.1％、「人情味や地域の連帯感」が 25.6％、「買物がし
やすい」が 23.5％と続いています。

　第6次飯能市総合振興計画策定の基礎資料として活用することを目的として、令和6
（2024）年7月から8月までにかけて、無作為に抽出した18歳以上の市民2,000人を対象
にアンケート調査を実施しました（有効回収数735件、回収率36.8％）。
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住み続けたい できれば住み続けたい できれば移転したい 移転したい わからない 無回答

③住みにくさの理由

飯能市のどのようなところに住みにくさを感じるかについて、「道路・交通が不便」への
回答割合が最も高く 73.4％となっており、次いで、「買物が不便」が 70.2％、「通勤・通学
が不便」が 46.0％、「働く場が少ない」が 43.5％、「保健・医療・福祉が充実していない」
が 38.7％、「産業の活力が不十分」が 34.7％と続いています。

④今後の居住意向

飯能市での今後の居住意向について、「住み続けたい」と「できれば住み続けたい」を合
わせた“住み続けたい”は 76.3％となっており、5 年前よりも 2.8％減少しているものの、
10年前よりも 8.3％上昇しています。また、「できれば移転したい」と「移転したい」を合
わせた“移転したい”は 10.5％となっており、近年では最も低い結果となっています。
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文化・スポーツ環境が不十分

子育て・教育環境が不十分

消防・防災・防犯体制が不十分

人情味や地域の連帯感が不十分

自然環境がよくない
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観光資源を生かし、飯能市を訪れてもらい、

市内経済や商店街の活性化を促進する

住民同士のつながりや地域コミュニティなど、

助け合いの輪の創出を促進する

元気な高齢者の活躍を後押し

できる機会を創出する

地域ブランドを創出するなど

魅力を向上させ、情報発信する
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生活の利便性を高める

体験プログラムやイベントサポーター、ふるさと

納税などの取組で、関係人口を増やす

⑤飯能市への転入理由

⑥持続可能なまちづくり向けて力を入れるべき施策
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あったため

自然環境がよいため

家族や親戚、知人がいるため
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通勤・通学等のため
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日常の買い物が便利なため

高齢者等の介護のため

飯能市の行政サービスに
魅力を感じたため

特に理由はない

　飯能市への転入理由について、「適当な分譲住宅や賃貸住宅があったため」への回答割
合が最も高く19.7％となっており、次いで、「自然環境がよいため」が18.4％、「家族や
親戚、知人がいるため」が14.1％、「仕事の都合のため」が8.4％と続いています。

　人口減少の予測がある中、飯能市が持続可能なまちづくりに向けて力を入れるべき施策
として、「結婚・出産・子育ての希望をかなえるための施策を充実させる」、「企業誘
致、創業支援、産業活性化などにより雇用機会を確保する」、「都市のコンパクト化を図
り、生活の利便性を高める」、「観光資源を生かし、飯能市を訪れてもらい、市外からの
移住を促進する」等の回答が多く選ばれています。
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⑦施策の満足度と今後の重要度（平成26（2014）年調査結果との比較）

※マトリックスグラフで分類する４つの領域は、下表のように位置付けられます。

重点維持領域 満足度も重要度も相対的に高い領域。今後も現状以上の水準を保つ必要がある項目

維持領域 満足度は高いが、重要度は低い領域。今後も現状と同程度の水準を保つ必要がある項目

重点改善領域 満足度は低いが、重要度は高い領域。今後重点的に対策を行う必要のある項目

改善領域
満足度も重要度も相対的に低い領域。優先度としては重点改善領域に劣るが、今後対策を
行う必要のある項目

（満足度について「満足」・「やや満足」・「どちらともいえない」・「やや不満」・「不満」の回答各１件につき、それぞれ５点・

４点・３点・２点・１点とし、これらを総件数で割った平均点数を算出。重要性について「重要」・「やや重要」・「どちらとも

いえない」・「あまり重要ではない」・「重要ではない」の回答各１件につき、それぞれ５点・４点・３点・２点・１点とし、こ

れらを総件数で割った平均点数を算出）

　第５次飯能市総合振興計画で設定した、まちづくりの基本施策（19施策）における「満
足度」及び「重要度」の結果を、平成26（2014）年調査結果と比較したところ、全ての
施策において「満足度」が向上しています。とりわけ、「居住基盤」、「森林文化・観
光」、「山間地域振興」の満足度が高められたという結果となっています。
　また、「重要度」については、「教育」、「生涯学習・スポーツ」、「子育て」の重要
度が特に高まっていることがうかがえます。
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福祉

保険制度

生涯学習・
スポーツ

維持領域改善領域

重点改善領域 重点維持領域

満足度平均
3.00

重要度平均
3.91
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４　ワークショップによる市民意向

（1）ワークショップの概要

市民（公募市民・市内の活動団体）及び市職員の計 30人が参加し、飯能市の目指す姿（将
来都市像）について検討するため、全 3回にわたり実施しました。

（2）グループごとに検討した目指す姿

Ａグループ

どのような状態になってもらいたいか 飯能市の目指す姿（将来都市像）

①自然をみんなで守れるまち 飯能

自然と文化と活気にあふれる

住みたい住み続けたいまち 飯能

②みんなに届けたい自慢したい魅力がある
まち 飯能

③コミュニティの維持
住む人来る人も元気になるまち 飯能

④住みたい住み続けたいまち 飯能

●飯能の魅力を知る機会を増やすことで多くの人が訪れ、住む人来る人がお互いを尊重
することで自然やコミュニティを守り、住んでいる人の誇りを高めることで、活気あふ
れる、住み続けたいまちを目指します。

Ｂグループ

どのような状態になってもらいたいか 飯能市の目指す姿（将来都市像）

①お互いが支え合う街 飯能市
発酵からつながる

国彩交流都市 はんのう
②人と人が繋がる街 飯能市

③住みたい住み続けたい街 飯能市

●誰もが支え合い、誰もがつながることによって、新たなつながりを芽生えさせ（発酵）、
より多くの交流の機会が生み出される彩り豊かなまちを目指します。

Ｃグループ

どのような状態になってもらいたいか 飯能市の目指す姿（将来都市像）

①環境資源を循環利用する 飯能市

きちんとつなぐ はんのう
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いま

これまで これから

*1 シビックプライド 地域や自治体に対する住民の誇りや愛着、そして地域社会に貢献しようとする意識を指す言葉。単なる地元愛
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序
論
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Ｄグループ

どのような状態になってもらいたいか 飯能市の目指す姿（将来都市像）

①「稼ぐ、消費する、育児する」が
完結するまち 飯能

子どもを木と水とともに

育む 飯能
②自然の価値を活かしきるまち 飯能

③来て見て感じて泊まりたくなるまち 飯能

●飯能の自然環境を貴重な資源とし、その価値を生かした取組により、子育て世代を呼び
込むことで、市内で生活が循環する、子どもを大切にするまちを目指します。

Ｅグループ

どのような状態になってもらいたいか 飯能市の目指す姿（将来都市像）
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あんしん かいてき ちょうどいい
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②豊かな自然から 富を生み出す街 飯能市

③来やすい 巡りやすい 乗りやすい 飯能市

④住み続けて あんしん かいてき ちょうどいい

●自然の恵みを五感で感じ、ほかにはない北欧文化に触れる機会を増やすとともに、豊か
な自然を市内の経済に活用し、安心で快適な生活環境のあるまちを目指します。
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第５章　これからのまちづくりに求められる視点  
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担い手の参画を促進していくことが求められます。より多くの人が自然に恵まれた、歴史・
文化が薫る本市を舞台に活動し、それらの活動が一層の付加価値を持った地域資源となっ
て、住む人や訪れる人など多くの人々をひきつけるような、市内で経済が循環する活力と賑
わいのあるまちづくりを進めていくことが求められます。 

 

（2）人口減少と少子高齢化への対応 

 急激な人口減少を抑制するためには、本市がこれまで取り組んできた妊娠期から出産・子
育て期までの切れ目のない支援の充実、特色ある教育の推進など、若い世代が安心してこど
もを産み育てることのできる環境づくりを引き続き進めるとともに、都市部から本市への
移住等による人の流れを強化することが求められます。 
 また、高齢化や長寿命化に伴う保健医療・福祉サービスの需要増に対応するべく、高齢者
が健康で、地域で安心して暮らし、活躍できる地域社会をつくることが求められます。 

 

（3）こども・若者への施策 

 次代の社会を担う存在であるこども・若者が誰一人取り残されず、夢や希望を持って健や
かに成長し、持てる能力を生かし自立・活躍できるよう、こども・若者の周囲にいる大人た
ちが積極的に関わり、地域全体で支えていくことが重要です。そして、本市で育ったこども・
若者が本市に愛着を持ち、就学や就職などで転出したとしても、将来は飯能市に戻ってきた
い、ふるさとである飯能市と関わり続けたいと思えるようなまちを目指すことが求められ
ます。 

 
（4）災害に強いまちづくり 

 大規模自然災害や気候変動に伴う災害などから市民を守るため、都市基盤の強靱化を進
めるとともに、市民の誰もが災害に対する意識を常に持ち、防災をきっかけとした地域コミ
ュニティへの関わりや、自助・共助の体制の構築が進められるよう取り組むことが求められ
ます。 

 
  

序
論
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（5）地球環境に配慮したまちづくり

地球温暖化対策として、近隣市との連携による「ゼロカーボンシティ」共同宣言（令和３
（2021）年２月宣言）に基づき、豊かな森林の保全と活用を進めるとともに、市民一人一
人が省エネ・省資源など環境に配慮した生活を意識するなど、脱炭素に向けた取組を進めて
いく必要があります。また、持続可能な社会を実現するためのＳＤＧｓの視点を踏まえた継
続的な取組が求められます。

（6）デジタル社会への対応

人口減少・少子高齢化に伴う労働力不足を補うため、デジタル技術による合理化、省力化、
効率化を進め、利便性の高い市民サービスを提供していく必要があります。また、デジタル
に不慣れな人を取り残さないようにするための取組も併せて進めることが求められます。

（7）協働でともに進めるまちづくり

人口減少やコミュニティの希薄化、行政需要の多様化・高度化に対応していくため、市民
のまちづくりへの理解や参画を進めていくとともに、市民や地域団体、ＮＰＯ団体、民間企
業など、多様な主体と行政とが連携・協働するまちづくりを更に進めていくことが求められ
ます。

（8）持続可能な都市経営

人口減少・少子高齢化の進行に伴う税収の減少や社会保障関係経費の増大、市民のライフ
スタイルの多様化、地方分権の進展など、激しい社会経済情勢の変化、多様化・高度化する
行政需要に対応していくため、中長期的な視点を持ち、計画的、効率的、機動的かつ柔軟な
行財政運営を続けていくことが求められます。
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第１章　まちづくりの基本姿勢  

 

 本市のこれからの 10年間のまちづくりに当たって大切にすべき基本姿勢として、次の３
つを掲げます。 

 

（1）人口減少を克服する 

 人口減少・少子高齢化の進行に伴う諸課題に対応するため、本市に暮らす人々の地域への
誇りや愛着の醸成につながる施策や、結婚やこどもを持つことを希望する若者がその希望
を実現でき、安心して子育てができるような社会環境づくりを積極的に進めます。併せて、
あらゆる人が健やかに暮らすことができ、社会参加や生涯現役の活躍ができるようなまち
づくりを進めます。 
また、まちの活力を維持・発展させていくため、移住・定住施策や交流人口の拡大等に加

え、関係人口の創出や地域経済活動の担い手の参画の促進等によりまちの魅力を高め、更に
多くの人々をひきつけ、市内で経済が循環する活力と賑わいのあるまちづくりに取り組み
ます。 

 
（2）豊かな自然の価値を未来に継承する 

 都心からも身近な自然環境や、それらと都市機能とが調和するまち（森林文化都市）の創
造を本市に暮らす人々の共通の価値観として育み、次世代に引き継ぐため、自然環境の保全
と利活用、自然資源を生かした魅力の創出や交流の促進など、人と自然が共存・共生するま
ちづくりを進めます。 
また、自然災害のリスクや地球温暖化をはじめとする環境問題に対して、森林資源の循

環利用や針広混交林化を進め、森林環境の持つ公益的機能を発揮させるなど的確に対応し、
将来の世代にわたって安全で、豊かに暮らすことができる環境負荷の少ないまちづくりを
進めます。 

 
（3）未来を見据えた持続可能な仕組みをつくる 

 本市の財政状況の見通しが厳しい状況にあっても、市民の暮らしを守り、将来にわたって
必要な行政サービスを安定的に提供し続けるため、財源や人材、施設等の限られた経営資源
を有効活用するとともに、積極的な情報共有により透明性を高め、持続可能な行財政運営を
確立していきます。 
施策・事業の推進に当たっては、財源や人材を重点的に投入する「選択と集中」とともに、

課題の解決・改善につながり効果を上げる「実効性の確保」を重視していきます。 
また、市民サービスの向上と行政コストの削減に向けて、デジタル化を推進しながら、業

務の効率化や職員・組織体制の見直し、施設総量の最適化などに取り組みます。 
併せて、行政、市民、団体、事業者等の多様な主体が、あらゆる分野において、お互いの

立場を理解し対等な関係で連携・協働するとともに、市政や地域づくりに参画できる仕組み
づくりを進め、地域の多様な力を生かしたまちづくりに取り組みます。 
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第２章　将来都市像

まちづくりの基本姿勢に基づき、これからの 10年間で本市が目指すまちの将来像を次の
とおり掲げます。

飯能市には、最大の魅力である身近な自然環境や、人々の地域に根差した暮らしや営みの
中で育まれてきた多くの地域資源があります。飯能市に住む人、飯能市で働く人、飯能市を
訪れる人、そして飯能市に興味や関心を持つ人がより一層増え、一人一人が魅力ある飯能市
を舞台につながることで、人と自然との豊かな関係やまちの賑わい、支え合う地域社会が創
出され、人々の暮らしに潤いと安心感がもたらされます。それらは人々に飯能市への誇りや
愛着を芽生えさせ、「飯能市で暮らしたい」、「地域をよりよくしたい」という思いから新た
な取組が生まれ、更に飯能市の魅力が高まっていきます。
このように、飯能市に関わる人々で生み出す好循環を未来に向けて大切に育み、あらゆる

人が飯能市での暮らしの豊かさを実感できる、ずっと暮らしたいと思えるまちの実現を目
指し、10年後の将来都市像を「人・自然・未来がつながる 森林文化都市 はんのう ～
好循環を育む ずっと暮らしたいまち～」とします。

人・自然・未来がつながる 森林文化都市 はんのう

～好循環を育む ずっと暮らしたいまち～

≪好循環のイメージ≫
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第３章　施策の大綱

施策の大綱は、本市の将来都市像を実現するために取り組むべき施策の基本方針です。
将来都市像の実現に向け、次の５つのまちづくりの基本目標を柱に、各分野の施策を総合

的・計画的に推進します。

人・自然・未来がつながる　森林文化都市　はんのう
～好循環を育む　ずっと暮らしたいまち～

将来都市像
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まちづくりの基本目標の基本的な考え方

基本目標１ 『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』

基本目標２ 『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』

基本目標３ 『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』

基本目標４ 『かいてきづくり ～生活環境を整える・快適にする～ 』

基本目標５ 『つながりづくり ～持続可能な仕組みをつくる～ 』

〔基本的な考え方〕

水と緑の恵まれた自然環境や歴史・文化、地域資源を最大限に生かし、多くの人
を魅了する自然と共存・共生するまちづくりを進めるとともに、多様な産業や観光
を創出・振興し、雇用や賑わい、潤いのあるまちを目指します。

〔基本的な考え方〕

切れ目のない子育て支援や教育の充実、生涯にわたる活躍の機会の充実を図ると
ともに、こども・若者の成長を多くの人々が応援し、互いに育ちあえるまちを目指
します。

〔基本的な考え方〕

日々の暮らしの中での健康づくりの取組の定着や福祉施策の充実、災害に強く、
犯罪を生まない環境を整備し、誰もが住み慣れた地域で安心して健やかに暮らすこ
とができるまちを目指します。

〔基本的な考え方〕

環境に配慮した循環型社会の実現、インフラ整備や維持管理、地域の特性に応じ
た利便性の確保など、生活の質の向上を図り、誰もが生涯にわたって快適に暮らす
ことができるまちを目指します。

〔基本的な考え方〕

お互いの理解や協働の意識を育み、多くの市民のまちづくりへの参画を推進しま
す。また、多様な主体との様々な連携・協働の推進、デジタル技術の活用などの行
財政改革により、持続可能なまちを目指します。

基
本
構
想
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第４章　人口の将来展望  

 

（1）将来推計人口 

 国立社会保障・人口問題研究所が令和 2（2020）年の国勢調査に基づき算出した本市の
将来推計人口は、本計画の最終年度となる令和 17（2035）年に 73,216人と推計されてい
ます。令和 2（2020）年の人口 80,361 人から見た減少率は 8.9％であり、日本全体の減
少率 7.5％よりも速いスピードで人口減少が進むことが予測されています。 

 
（2）人口施策の方向性 

①人口減少のスピードを緩和させる 

 急激な人口減少は、労働力人口や消費者人口の減少に伴う市場や社会の急速な縮小、イン
フラや社会サービスの維持コストの増大などを引き起こし、住民の暮らしの質の低下や“選
択の幅”が狭められます。 
こうした問題認識から、本市では、これまで人口の減少基調を推計値より緩和させるべく

様々な政策・施策を講じてきました。本計画でも引き続きその方向性を踏襲し、できる限り
人口減少を緩やかにしていくため、地域資源を生かした賑わいの創出や子育て世代等の転
入促進等、人口減少対策に取り組んでいきます。 
 
②暮らしの質を高める 
 人口減少のスピードを緩和させたとしても、本市の人口減少率や日本全体の人口減少基
調を踏まえると、本市の人口規模が現在よりも小さくなることは避けられません。 
価値ある地域を維持し、持続可能な社会を築くために、様々な経済社会システムを人口動

態に適合させ、人口が減少したとしても飯能市に暮らしている人の生活の質を高め、選択肢
のある暮らしを提供し、誰もが飯能市に暮らしたい、暮らし続けたいと思えるまちづくりに
取り組んでいきます。 
 
①、②の取組をバランスよく進めていくことで、本市の令和 2（2020）年からの減少率

が 8.9％から全国平均の 7.5％まで引き下がることを見込み、本市の令和 17（2035）年の
人口を 74,300人と想定します。 

 
 
 
 

 

 

  

 
 

将来人口 ７４，３００人 

※この「将来人口」は、将来推計人口を基に、過去の本市の人口動態の実績を踏まえて想定した人口フレーム
であり、計画推進や施策実施の基準（目安）となるものです。 
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【人口の推移と推計】

【拡大図】

※実線は実績値、点線は推計値又は見込値
※令和 2（2020）年の実績値は国勢調査に基づく人口、令和 7（2025）年の住基人口は
同年 4月 1日現在の住民基本台帳人口

15,778 14,330 13,976 12,771 11,151 9,776 8,693 8,546 7,890 7,134 6,475 

46,161 52,313 
58,052 59,259 

57,107 
54,281 

49,030 46,252 44,654 
42,362 

39,815 

7,154 

9,091 

11,223 13,852 
16,589 

19,410 
22,992 25,563 

26,341 
26,767 

26,926 

69,109 

75,794 

83,278 
85,886 84,860 83,549 

80,715 80,361 78,885 
76,263 

73,216 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

昭和60年

（1985）

平成2年

（1990）

平成7年

（1995）

平成12年

（2000）

平成17年

（2005）

平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 総人口 推計人口

（人）

下図に拡大

資料：国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（令和 5（2023）年推計）
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第５章　土地利用構想

１　土地利用の基本方針

将来都市像を実現するための土地利用の在り方について、森林文化都市宣言の考えに基
づき、本市のうるおいと恵みをもたらす豊かな自然を守り、将来につなげるため、人と自然
と都市環境が調和したまちづくりにつながる効果的な土地利用を進めるとともに、次の基
本方針に沿って土地利用を図ります。

（1）地域の特性に応じた、利便性を高める土地利用

人口減少の中でも住み続けられるまちづくりを進めるため、今ある資源の有効活用や地
域の特性や機能などを踏まえた拠点化を推進するとともに、交通ネットワークと連携した
「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えに基づく持続可能なまちづくりにつながる効
果的な土地利用を進めていきます。

【コンパクト・プラス・ネットワークの概念図】
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（2）人の流れを生み出す、戦略的な土地利用 

 都市回廊空間の各拠点であるメッツァ・宮沢湖周辺、トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの
森公園周辺、飯能河原・天覧山周辺を軸に、市内全域の回遊性を高めるような土地利用に磨
きをかけます。また、引き続き企業誘致や観光振興など、人の流れを活性化し、税収増や雇
用につながる戦略的な土地利用を民間企業とも連携しながら進めていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※「都市回廊空間」︓市内の観光スポットなど交流拠点と市内回遊を連携させ、観光客等の交流動線を確保しよ
うとする考え方。中心市街地を囲み、メッツァ・宮沢湖周辺、トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園周
辺、飯能河原・天覧山周辺などが「回廊」のようなイメージでつながる交流空間を言う。 
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２　区分別の土地利用の方向  

 
 土地利用の基本方針を踏まえて、土地利用の方向を次のとおりゾーンごとに定めます。 

 
 

（１）市街地ゾーン 
 安全・安心な生活環境の確保と環境に配慮した住宅地の整備を推進し、住み続けたい居住
環境づくりを進めます。 
 商業地を含めたまちなかでは歴史・文化が感じられ、居心地が良く歩きたくなる環境の整
備を推進し、市民や訪れる人が気軽に立ち寄り、集える、活力と賑わいのある空間づくりに
向けた取組を進めます。 
 企業が立地している工業地については、工業地としての機能維持に努めます。 

 
（2）農業ゾーン 

 農業の生産性の維持・向上に向けた農地の集積や集約化を促進するとともに、遊休農地の
活用を図ります。また、雨水の貯水や景観の保全など、農地の多面的機能の維持を図ります。
併せて、農業と調和した良好な居住環境の確保を図ります。 

 
（3）丘陵ゾーン 

 身近な水辺空間や緑豊かな丘陵を市民や訪れる人の安らぎの場や自然・生物との触れ合
いの場として活用を図るとともに、観光振興や景観・緑地の保全を進めます。併せて、なだ
らかな丘陵と調和した良好な居住環境の確保を図ります。 

 
（4）森林ゾーン 

 森林整備を継続的に進め、森林の土砂災害防止機能や、水源涵養機能、二酸化炭素吸収機
能、生物多様性保全機能などの公益的機能の維持を図ります。また、木材資源の生産の場や
森林に関する多様なサービスを提供する場として積極的に活用します。併せて、森林と調和
した良好な居住環境の確保を図ります。 
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（2）農業ゾーン 

 農業の生産性の維持・向上に向けた農地の集積や集約化を促進するとともに、遊休農地の
活用を図ります。また、雨水の貯水や景観の保全など、農地の多面的機能の維持を図ります。
併せて、農業と調和した良好な居住環境の確保を図ります。 

 
（3）丘陵ゾーン 

 身近な水辺空間や緑豊かな丘陵を市民や訪れる人の安らぎの場や自然・生物との触れ合
いの場として活用を図るとともに、観光振興や景観・緑地の保全を進めます。併せて、なだ
らかな丘陵と調和した良好な居住環境の確保を図ります。 

 
（4）森林ゾーン 

 森林整備を継続的に進め、森林の土砂災害防止機能や、水源涵養機能、二酸化炭素吸収機
能、生物多様性保全機能などの公益的機能の維持を図ります。また、木材資源の生産の場や
森林に関する多様なサービスを提供する場として積極的に活用します。併せて、森林と調和
した良好な居住環境の確保を図ります。 
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３　戦略的な土地利用の方向  

 
 市の活性化や人の流れを生み出す戦略的な土地利用を図るため、次のとおりエリアごと
に定めます。 

 
 

（１）産業誘導エリア 
 交通アクセスの優れた首都圏中央連絡自動車道狭山日高インターチェンジ周辺エリアの
企業立地を進めるとともに、新たな産業用地の確保に向けた検討を進めます。 

 
（2）戦略的活性化エリア 
 地域の活性化や歴史・文化を生かした新たな魅力の創出に向けた戦略的な取組を進めま
す。 

 
（3）都市回廊空間の拠点 
 メッツァ・宮沢湖周辺、トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園周辺、飯能河原・天覧
山周辺を軸に、更に磨きをかけ、中心市街地や市内の他の観光スポットを回遊する人の流れ
を活性化します。 

 
                                【土地利用構想図】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業誘導エリア 

都市回廊空間の拠点 
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第Ⅲ部 前期基本計画 
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第１章　施策の体系

将来都市像の実現に向け、５つのまちづくりの基本目標を柱に、各分野を 26項目の施策
に分け、総合的・計画的に推進します。

『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』基本目標 １

施策 0１ 森林文化

施策 0２ 観光・エコツーリズム

施策 0３ 農林業

施策 0４ 商工業・雇用

施策 0５ 環境保全

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標 ２

施策 0６ こども・若者支援

施策 0７ 子育て支援

施策 0８ 学校教育

施策 0９ 生涯学習・社会教育

施策 10 文化・芸術

施策 １１ スポーツ
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施策 １３ 地域福祉・生活支援

施策 12 健康・医療

施策 １５ 障害福祉

施策 １４ 高齢福祉

施策 １７ 防犯・交通安全

施策 １６ 防災・消防

『かいてきづくり ～生活環境を整える・快適にする～ 』基本目標 ４

施策 １８ 生活環境

施策 19 土地利用・都市計画

施策 20 道路・公園

施策 21 上下水道

『つながりづくり ～持続可能な仕組みをつくる～ 』基本目標 ５

施策 25 情報政策（ＤＸ）

施策 ２3 人権・共生

施策 ２4 シティセールス・シティプロモーション

施策 22 協働・コミュニティ

施策 ２６ 行財政運営

『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』基本目標 ３

前
期
基
本
計
画
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��市で�、�� 17(2005)�に����化�市�を��し、����を��した�た����
化の��に��、�����������あるまち���を��て�ます。

��にお�て�、��の課題である����を��するた�、����2019���に��環境
���を��し、��の��や���の�����の���して��る��に��ました。

��市で�、�� 7��������における�����の�����して�����を、��
しきる�を��てお�、��環境��� �1 や������を��し、����の��のた�、
����������った��や����の���して���ー�����の���を
�って�ます。

����能���の実現に�け、��の������能の�解��や���の��あ�の��
の�実��、��������して��た�の取組�����ます。

���を����た��や境��分���������て�るこ���、境�の��化や��
施�の��化を��る��、����に���る取組�����て�ます。

���の�ー��グに��、�の��に�した�での����を��て�����あ�ます。
����を��た����を��するた�、��施�や��施���の�����の��、�を
��に�じ��る取組を��して�����あ�ます。

����けで������分野での����の���を��、�た���を��して����
�あ�ます。

���化�市�����1�������

飯能市�、���にあって���の�����に�ま�たまちであ�、�の����化、
��の���、�����に�ま�てきました。
������の��あ�を通じて����に��の��を��し、環境�の��や��の

�環��を��の�で��して��こ������る��にあって、�市で�、����を
��し、�た����化の��に��、���������、��のあるまち���を��
します。
ここに�����の�����関�を�き��、����市�能����するまちの��

を��し、����化�市�を��します。

����

����������������������������　�

施策

1

*1

����に����の������能��分����る���に、����の��を通じて、�
�の��を��に�じ��るまちに�って�ます。
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� 飯能市������

����化�市��の��しての��の��
������環境や����の��や��、��������の��
����化�市��の�の��の�����

���の��を����や�����の��、����の����
���の�ー��グに��������化

���や��に関する������������の����ラ��フ�ー�の���
�施���の�����の��
���の��

12

�飯能市���に��
を�じるこ��でき
る�����の��

�飯能市���に��を�じるこ��でき
る����した�の��
�������の�������

74.4� 80.0�

���化�市��の�
��

���化�市��を�って�る�の��
�������の������� � 50.0�
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第２章　分野別の施策

施策ページの見方

施策が目指すまちの姿
この施策を通じて目指す
将来の姿です。

社会情勢・現状
施策分野における法改正、
環境変化や飯能市の取組状
況を示します。

問題点・課題
目指すまちの姿の実現にあ
たっての問題点、解決すべ
き飯能市の課題を示しま
す。

補足説明グラフ等
施策や指標に関連するグラ
フやデータを示します。
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第２章　分野別の施策

施策ページの見方
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���で���成 17(2005)�に��������を��し�����を��した�たな���
�の��に�り����な��くりと���るまち�くりを�め�います。

��に�い�����の��で�る����を��するため�����2019���に����
���を��し���の������の���な�の��とし���る��になりました。

���で���� 7�����計画�に��る���くりの����とし������を���
しきる�を����り�������� �1 �������を��し�����の��のため�
����体��体とな�た�������の��とし����ー�����の���を
行��います。

�����な��の実現に�����の����的��の�������との���いの��
の�実な����と�と���し�いくための取組��め��ます。

���を����た���������ない������いること�����の������
施�の���を�めるな������に�な�る取組��め���います。

���の�ー���に�り��の��に�した�での����を�め�いく����ります。
����を��た����を��するため���施����施���の�����の����を
��に����る取組を��し�いく����ります。

�����で�ない��い��での����の���を�め��たな��を��し�いく��
��ります。

����������成17���1��

��������に������の��な��に�ま�たまちで�り��の������
��の������とと�に�ま��きました。
�����との���いを�����と�に��の��を��し���との�����の

����を��の�で��し�いくこと��め��る��に������で������を
��し��たな����の��に�り����な��くりと���の�るまち�くりを��
します。
ここに��と�との�り��な関�を�き�����と����と���するまちの��

をめ�し���������を��します。

����

��る���������・��・��を�����������

施策

1

*1

��������し���������と��生��まち
����に�り��の����的���������るとと�に�����の��を�����
�の��を��に����るまちにな��います。
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� �������計画

��������んの�とし�の��の�成
���な���������の���������くりな��の��
��������んの�の��の�����

���の��を����������の�������の����
���の�ー���に��く������

������に関する����と������んの���������ー�の���
�施���の�����の��
���の��

���� �����
���

�������

���
��� 12 ���

�������に��
を��ること�でき
る�と���の��

�������に��を��ること�でき
る�と��した�の��
�����計画の�����り�

74.4� 80.0�

��������の�
��

��������を���いる�の��
�����計画の�����り� � 50.0�

戦略 強靱
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本施策を推進する個別計画
この施策に関連する行政の個別
計画を示します。

関連するSDGs
SDGsの17のゴールと施策との
関連性を示します。

主な取組

この施策で取り組んでいく
具体的な取組を示します。

一体的に策定・推進する計

画との関連性を示します。

まち・ひと・しごと創生
総合戦略

国土強靭化地域計画

評価指標
この施策で目指すまちの姿
を実現するために達成すべ
き目標を示します。

戦略

強靱

前
期
基
本
計
画
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社会情勢・現状

○本市では、平成 17(2005)年に「森林文化都市」を宣言し、森林資源を活用した新たな森林文
化の創造により、心豊かな人づくりと活力あるまちづくりを進めています。

○国においては、喫緊の課題である森林整備を推進するため、令和元（2019）年度に森林環境
譲与税を創設し、森林の間伐や国産材の利活用などの財源として使えるようになりました。

○本市では、「第 7次森林整備計画」における森林づくりの基本方針として「森林資源を、活か
しきる」を掲げており、森林環境譲与税 *1 や国庫補助金等を活用し、森林整備の促進のため、
民間事業体が主体となった間伐や森林資源の活用として森林サービス産業への支援等を
行っています。

問題点・課題

○持続可能な社会の実現に向け、森林の持つ公益的機能の理解促進や森林とのふれあいの機会
の充実など、森林と人とが共生していくための取組が求められます。

○管理を放棄された森林や境界が分からない森林が増えていることから、境界の明確化や森林
施業の集約化を進めるなど、森林整備につながる取組が求められています。

○森林のゾーニングにより、その土地に適した形での森林整備を進めていく必要があります。
○利用期を迎えた木材資源を活用するため、公共施設や民間施設等への西川材利用のほか、木を
身近に感じられる取組を推進していく必要があります。

○林業だけではない幅広い分野での森林資源の利活用を進め、新たな価値を見出していく必要
があります。

森林文化都市宣言（平成17年4月1日）

飯能市は、首都圏にあって奥武蔵の豊かな自然に恵まれたまちであり、その歴史・文化、
人々の情感は、森林とともに育まれてきました。
人々が森林とのふれあいを通じて心身ともに森林の恵みを享受し、環境との調和や資源の

循環利用を生活の中で生かしていくことが求められる時代にあって、本市では、森林資源を
活用し、新たな森林文化の創造により、心豊かな人づくりと、活力のあるまちづくりを推進
します。
ここに森林と人とのより豊かな関係を築きつつ、自然と都市機能とが調和するまちの創造

をめざし、「森林文化都市」を宣言します。

森林文化

『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』基本目標　１

施策

1

*1 森林環境譲与税 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された税のこと。都道府県・市区町村が、それぞ
れの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用
される。

施策が目指すまちの姿

森林の働きがくらしを支え、人々が自然と共に生きるまち
森林整備により森林の持つ公益的機能が十分発揮されるとともに、森林資源の活用を通じて、森
林の恵みを身近に感じられるまちになっています。

37

本施策を推進する個別計画

○ 飯能市森林整備計画

主な取組

１ 森林文化都市としてのまちづくり

①森林文化都市はんのうとしての意識の醸成
②豊かな自然環境や森林資源の観光や教育、地域づくりなどへの活用
③森林文化都市はんのうの魅力の構築・発信

２ 森林の適切な管理

①木材の搬出を伴う間伐や路網整備等の推進、危険木等の伐採支援
②森林のゾーニングに基づく針広混交林化

３ 森林資源の活用

①森林や木材に関する情報発信と交流活動（はんのう森林プラットフォームの活用）
②施設等への西川材利用の推進
③木育の推進

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

「飯能市は身近に自然
を感じることができ
る」と思う人の割合

「飯能市は身近に自然を感じることができ
る」と回答した人の割合
（総合振興計画の意識調査より）

74.4％ 80.0％

森林文化都市宣言の認
知度

森林文化都市宣言を知っている人の割合
（総合振興計画の意識調査より） － 50.0％

戦略 強靱
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社会情勢・現状

○本市では、平成 17(2005)年に「森林文化都市」を宣言し、森林資源を活用した新たな森林文
化の創造により、心豊かな人づくりと活力あるまちづくりを進めています。

○国においては、喫緊の課題である森林整備を推進するため、令和元（2019）年度に森林環境
譲与税を創設し、森林の間伐や国産材の利活用などの財源として使えるようになりました。

○本市では、「第 7次森林整備計画」における森林づくりの基本方針として「森林資源を、活か
しきる」を掲げており、森林環境譲与税 *1 や国庫補助金等を活用し、森林整備の促進のため、
民間事業体が主体となった間伐や森林資源の活用として森林サービス産業への支援等を
行っています。

問題点・課題

○持続可能な社会の実現に向け、森林の持つ公益的機能の理解促進や森林とのふれあいの機会
の充実など、森林と人とが共生していくための取組が求められます。

○管理を放棄された森林や境界が分からない森林が増えていることから、境界の明確化や森林
施業の集約化を進めるなど、森林整備につながる取組が求められています。

○森林のゾーニングにより、その土地に適した形での森林整備を進めていく必要があります。
○利用期を迎えた木材資源を活用するため、公共施設や民間施設等への西川材利用のほか、木を
身近に感じられる取組を推進していく必要があります。

○林業だけではない幅広い分野での森林資源の利活用を進め、新たな価値を見出していく必要
があります。

森林文化都市宣言（平成17年4月1日）

飯能市は、首都圏にあって奥武蔵の豊かな自然に恵まれたまちであり、その歴史・文化、
人々の情感は、森林とともに育まれてきました。
人々が森林とのふれあいを通じて心身ともに森林の恵みを享受し、環境との調和や資源の

循環利用を生活の中で生かしていくことが求められる時代にあって、本市では、森林資源を
活用し、新たな森林文化の創造により、心豊かな人づくりと、活力のあるまちづくりを推進
します。
ここに森林と人とのより豊かな関係を築きつつ、自然と都市機能とが調和するまちの創造

をめざし、「森林文化都市」を宣言します。

森林文化

『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』基本目標　１

施策

1

*1 森林環境譲与税 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された税のこと。都道府県・市区町村が、それぞ
れの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用
される。

施策が目指すまちの姿

森林の働きがくらしを支え、人々が自然と共に生きるまち
森林整備により森林の持つ公益的機能が十分発揮されるとともに、森林資源の活用を通じて、森
林の恵みを身近に感じられるまちになっています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市森林整備計画

主な取組

１ 森林文化都市としてのまちづくり

①森林文化都市はんのうとしての意識の醸成
②豊かな自然環境や森林資源の観光や教育、地域づくりなどへの活用
③森林文化都市はんのうの魅力の構築・発信

２ 森林の適切な管理

①木材の搬出を伴う間伐や路網整備等の推進、危険木等の伐採支援
②森林のゾーニングに基づく針広混交林化

３ 森林資源の活用

①森林や木材に関する情報発信と交流活動（はんのう森林プラットフォームの活用）
②施設等への西川材利用の推進
③木育の推進

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

「飯能市は身近に自然
を感じることができ
る」と思う人の割合

「飯能市は身近に自然を感じることができ
る」と回答した人の割合
（総合振興計画の意識調査より）

74.4％ 80.0％

森林文化都市宣言の認
知度

森林文化都市宣言を知っている人の割合
（総合振興計画の意識調査より） － 50.0％

戦略 強靱

基
本
目
標 

１
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観光・エコツーリズム

社会情勢・現状

○訪日外国人旅行者数の増加が続いています。近年のインバウンド *1 の旅行志向として、「歴史・
伝統文化体験」や「日常生活体験」への関心が高まっています。一方で、日本人の国内旅行者
数や旅行経験数は伸び悩み、観光ニーズは多様化しています。

○観光地域づくり法人（DMO*2）である（一社）奥むさし飯能観光協会を中心に観光関連事業者、
農業、林業、商業、工業、交通といった多くの事業者、市民、行政とともに観光振興に取り組
んでいます。

○観光客やエコツアー参加者への公共交通機関の利用を促進しつつ、公共交通事業者と連携し
た観光振興を推進し、持続可能な地域づくり、観光地域づくりによる観光入込客数の増加に向
けた取組を推進しています。

○本市は、平成 16（2004）年に環境省よりエコツーリズム推進モデル地区に指定されて以降、
飯能市エコツーリズム推進協議会を中心に地域住民や地元事業者とともに、身近な自然や歴
史、地域の人々の生活文化などを資源としたエコツーリズムの推進に取り組んでいます。

○来訪者のニーズや情報収集の多様化に対応するため、チラシの配架やホームページ、SNS*3

の運用に加え、メール配信、WEB広告の掲出なども行っています。

問題点・課題

○観光やエコツアー誘客の推進のため、SNSやWEBを活用した広告などのプッシュ型の情
報発信の強化が必要であるとともに、人流等のデータを活用したマーケティングなど、ソフト
面の取組を強化することも求められています。

○魅力的なコンテンツを提供するエコツアーの拡充や、インバウンドに対しての受入体制の整
備を進めるとともに、新規エコツアーを継続的に実施できるよう、新規ガイドの養成、既存ガ
イドのスキルアップが必要となっています。

○老朽化した観光施設の統廃合や改修、ハイキング（登山）道、遊歩道等の自然を楽しむ観光施
設の継続的な維持管理が必要となっています。

○観光やエコツアー誘客の推進において、樹木の管理による景観の維持、ナラ枯れ対策などの自
然環境の変化への取組を進める必要があります。

『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』基本目標　１

施策

２
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観光入込客数の推移（万人）

施策が目指すまちの姿

暮らす人、訪れる人、誰もが愛着を持てる観光のまち
観光振興により地域が賑わい、経済が潤い発展し、市民、事業者等が地域に愛着を持った観光地
づくりを推進するまちになっています。
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観光・エコツーリズム

社会情勢・現状

○訪日外国人旅行者数の増加が続いています。近年のインバウンド *1 の旅行志向として、「歴史・
伝統文化体験」や「日常生活体験」への関心が高まっています。一方で、日本人の国内旅行者
数や旅行経験数は伸び悩み、観光ニーズは多様化しています。

○観光地域づくり法人（DMO*2）である（一社）奥むさし飯能観光協会を中心に観光関連事業者、
農業、林業、商業、工業、交通といった多くの事業者、市民、行政とともに観光振興に取り組
んでいます。

○観光客やエコツアー参加者への公共交通機関の利用を促進しつつ、公共交通事業者と連携し
た観光振興を推進し、持続可能な地域づくり、観光地域づくりによる観光入込客数の増加に向
けた取組を推進しています。

○本市は、平成 16（2004）年に環境省よりエコツーリズム推進モデル地区に指定されて以降、
飯能市エコツーリズム推進協議会を中心に地域住民や地元事業者とともに、身近な自然や歴
史、地域の人々の生活文化などを資源としたエコツーリズムの推進に取り組んでいます。

○来訪者のニーズや情報収集の多様化に対応するため、チラシの配架やホームページ、SNS*3

の運用に加え、メール配信、WEB広告の掲出なども行っています。

問題点・課題

○観光やエコツアー誘客の推進のため、SNSやWEBを活用した広告などのプッシュ型の情
報発信の強化が必要であるとともに、人流等のデータを活用したマーケティングなど、ソフト
面の取組を強化することも求められています。

○魅力的なコンテンツを提供するエコツアーの拡充や、インバウンドに対しての受入体制の整
備を進めるとともに、新規エコツアーを継続的に実施できるよう、新規ガイドの養成、既存ガ
イドのスキルアップが必要となっています。

○老朽化した観光施設の統廃合や改修、ハイキング（登山）道、遊歩道等の自然を楽しむ観光施
設の継続的な維持管理が必要となっています。

○観光やエコツアー誘客の推進において、樹木の管理による景観の維持、ナラ枯れ対策などの自
然環境の変化への取組を進める必要があります。

『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』基本目標　１

施策

２
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施策が目指すまちの姿

暮らす人、訪れる人、誰もが愛着を持てる観光のまち
観光振興により地域が賑わい、経済が潤い発展し、市民、事業者等が地域に愛着を持った観光地
づくりを推進するまちになっています。

39

本施策を推進する個別計画

○ 飯能市観光ビジョン

主な取組

１ 新たな交流と観光のすすめ

①飯能らしさに磨きをかけた魅力アップによるさらなる誘客
②観光振興による回遊と経済の活性化
③誰もが安心して楽しめる、市民生活との調和のとれた観光地づくりの推進
④データを活用した積極的な情報発信の強化

２ エコツーリズムの推進

①魅力的で体験価値のある飯能エコツアーの実施
②エコツアー実施者（ガイド）の養成及び実施者のスキルアップの強化
③エコツアー参加者データを活用した積極的な情報発信の強化

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

観光入込客数 国の共通基準に基づく年間の観光地点等入
込客数 384万人 400万人

エコツアー参加者数 年間のエコツアー参加者数 3,320人 4,000人

戦略

*1 インバウンド
（ｐ.38）

外国人が日本へ観光に来ること、又は訪日外国人旅行客そのものを指し、「訪日外国人旅行」や「訪日旅行」と
も呼ばれる。

*2 DMO
（ディーエムオー）
（ｐ.38）

Destination Management/Marketing Organization の略。観光地域づくり法人と訳され、地域の「稼ぐ力」を引
き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の視点に立った観光地域づくりの司令塔として、多様
な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定し、着実
に遂行する機能を備えた法人のこと。

*3 SNS（エスエヌエス）
（ｐ.38）

Social Networking Serviceの略。オンライン上で人々がつながり、情報を共有するためのプラットフォームの
ことで、他者と交流したり、コンテンツを発信したりすることができる。

基
本
目
標 

１
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社会情勢・現状

○高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地*1が拡大し、地域の農地が適切
に利用されなくなることが懸念されています。

○令和７（2025）年３月に、平松・芦苅場地区、川崎・下川崎地区及び双柳地区について「地
域農業経営基盤強化促進計画（地域計画）」を策定し、農地を次代に引き継ぐため、農地所有
者と担い手とのマッチングを通じて、農地の集積・集約化、耕作放棄地の解消を図っています。

○特定外来生物*2のアライグマが市民の生活圏で繁殖しており、駆除には市民の協力が必要と
なっています。本市では、アライグマ捕獲者養成研修会を開催するほか、捕獲用の箱ワナの無
償貸与、報奨金などにより市民の捕獲意欲向上に努め、農作物の被害の防止を図っています。

○戦後の拡大造林から約 70年が経過し、多くの木材資源が利用期にある中、木材価格の下落に
よる林業の採算性の悪化や世代交代等により、森林に対する所有者の関心の低下から自らが
森林整備を行うことが少なくなり、森林の持つ公益的機能の維持が危ぶまれています。

問題点・課題

○地域計画内の農地所有者や耕作者の農業継続意欲が低減し、耕作放棄地が増加しているとと
もに、農業者の高齢化等により、今後担い手不足が予想されていることから、農地を貸したい
所有者と担い手のマッチングを強化し、引き続き農業を担う農業者への農地の集積・集約化を
進めることが必要です。

○特定外来生物のアライグマは農作物だけではなく、既存の生態系にも影響を及ぼし、在来生物
も食害に遭っていることから、アライグマ捕獲従事者養成研修会への新規の受講者を募ると
ともに、受講済者への再学習会の機会も必要です。

○担い手の確保や後継者の育成等を進めていくため、林業等に係る基盤の整備や森林・林業に関
する情報発信を強化していく必要があります。

農林業

『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』基本目標　１

施策

3

*1 耕作放棄地 農林業センサスにおいて、「以前耕作していた土地で、過去１年以上作物を作付け（栽培）せず、この数年の間
に再び作付け（栽培）する考えのない土地」とされ、農家等の意思に基づき調査把握したもの。

*2 特定外来生物 外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生命・身体・農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及
ぼす恐れがあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により指定された生物
のこと。

32.1 32.0 33.1 33.6 33.8

0

10

20

30

40

50

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

農地中間管理権設定面積の推移（ha）

15,067 

8,925 
9,975 

11,826 

8,005 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

素材生産量の推移（㎡）

施策が目指すまちの姿

自然環境と調和した持続可能な農業・林業が営まれるまち
自然環境に過度な負担なく営まれ、持続可能な農林業が展開されるまちになっています。
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社会情勢・現状

○高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地*1が拡大し、地域の農地が適切
に利用されなくなることが懸念されています。

○令和７（2025）年３月に、平松・芦苅場地区、川崎・下川崎地区及び双柳地区について「地
域農業経営基盤強化促進計画（地域計画）」を策定し、農地を次代に引き継ぐため、農地所有
者と担い手とのマッチングを通じて、農地の集積・集約化、耕作放棄地の解消を図っています。

○特定外来生物*2のアライグマが市民の生活圏で繁殖しており、駆除には市民の協力が必要と
なっています。本市では、アライグマ捕獲者養成研修会を開催するほか、捕獲用の箱ワナの無
償貸与、報奨金などにより市民の捕獲意欲向上に努め、農作物の被害の防止を図っています。

○戦後の拡大造林から約 70年が経過し、多くの木材資源が利用期にある中、木材価格の下落に
よる林業の採算性の悪化や世代交代等により、森林に対する所有者の関心の低下から自らが
森林整備を行うことが少なくなり、森林の持つ公益的機能の維持が危ぶまれています。

問題点・課題

○地域計画内の農地所有者や耕作者の農業継続意欲が低減し、耕作放棄地が増加しているとと
もに、農業者の高齢化等により、今後担い手不足が予想されていることから、農地を貸したい
所有者と担い手のマッチングを強化し、引き続き農業を担う農業者への農地の集積・集約化を
進めることが必要です。

○特定外来生物のアライグマは農作物だけではなく、既存の生態系にも影響を及ぼし、在来生物
も食害に遭っていることから、アライグマ捕獲従事者養成研修会への新規の受講者を募ると
ともに、受講済者への再学習会の機会も必要です。

○担い手の確保や後継者の育成等を進めていくため、林業等に係る基盤の整備や森林・林業に関
する情報発信を強化していく必要があります。

農林業

『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』基本目標　１

施策

3

*1 耕作放棄地 農林業センサスにおいて、「以前耕作していた土地で、過去１年以上作物を作付け（栽培）せず、この数年の間
に再び作付け（栽培）する考えのない土地」とされ、農家等の意思に基づき調査把握したもの。

*2 特定外来生物 外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生命・身体・農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及
ぼす恐れがあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により指定された生物
のこと。
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施策が目指すまちの姿

自然環境と調和した持続可能な農業・林業が営まれるまち
自然環境に過度な負担なく営まれ、持続可能な農林業が展開されるまちになっています。
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本施策を推進する個別計画

○ 地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画） ○ 飯能市鳥獣被害防止計画
○ 飯能市森林整備計画

主な取組

１ 農地の効率的な利用、新規就農者に対する支援

①就農支援、農地所有者と就農希望者とのマッチング
②農地の集積・集約化、耕作放棄地の解消

２ 鳥獣被害対策の充実

①市民や団体などによる地域ぐるみの対策の推進

３ 森林・林業・木材産業基盤の強化

①森林境界の明確化など森林に関わる情報の整備
②林道等の維持管理
③林業及び木材産業事業者の育成と支援

４ 森林の適切な管理（再掲）

①木材の搬出を伴う間伐や路網整備等の推進、危険木等の伐採支援
②森林のゾーニングに基づく針広混交林化

５ 森林資源の活用（再掲）

①森林や木材に関する情報発信と交流活動（はんのう森林プラットフォームの活用）
②施設等への西川材利用の推進
③木育の推進

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

新規就農者数 5年間において青年等就農計画を策定して
就農した人数（各年平均1人）

4人
（令和2年度～令和6年度）

5人

農地中間管理権等設定
面積

農用地利用集積等促進計画における農地の
設定面積 33.8ha 維持

アライグマ捕獲従事者
養成研修受講者数

年4回実施しているアライグマ捕獲従事者
養成研修会の年間延べ受講者数 36 人 80人

素材生産量 1年間に森林から生産された原木の量 8,005㎥ 10,000㎥

戦略

強靱

戦略 強靱

戦略 強靱

基
本
目
標 

１
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社会情勢・現状

○コロナ禍以降も商店街を取り巻く環境は一層厳しくなっており、空き店舗も多くなっていま
す。本市では創業を希望する方や創業後間もない方を産学官金*1の総合的な連携体制により
サポートを行っています。

○地域経済の活性化や雇用の創出、商工業の振興につなげるため、市内での起業・創業を促進す
る各種補助金制度の充実や、就業・雇用支援として埼玉県・ハローワーク飯能と連携し、市内
企業を中心とした合同就職相談会などを実施しています。

○企業誘致に向け、精明東部地区に指定している産業用地への誘致活動を継続するほか、空き地
となっている事業用地の紹介等を実施しています。

問題点・課題

○商店主等の事業承継に対する理解を高める必要があるとともに、商店街の将来の姿をともに
描き、個々の商業店舗や商店街の活性化を図る必要があります。

○まちなかの低未利用地や空き物件の活用を促進させ、シャッター街化を抑制するとともに新
規出店希望者がチャレンジしやすい環境を作っていく必要があります。

○イベントを実施しても一過性の賑わいにとどまり、継続的な商店街への誘客に繋がっていな
いことから、商店街の賑わい創出に向けて、魅力ある店舗の出店による継続的な誘客や、観光
客のまちなかへの回遊や滞在性を促進させる必要があります。

○本市には、新たな工業系の産業用地が不足しているため、土地利用が可能な土地を早期に埋め
るとともに、新たな産業用地を創出する必要があります。

商工業・雇用

『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』基本目標　１

施策

4

*1 産学官金 企業（産）、大学などの教育・研究機関（学）、政府や地方公共団体（官）、そして金融機関（金）が協力し、地
域産業の振興や地域社会の発展を目指す取組のこと。
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交付額（千円） 補助数（件）

（千円） （件）

施策が目指すまちの姿

商いをすることや働くことにチャレンジしやすいまち
新規出店支援や企業立地などで雇用が創出され、意欲のある働き手が集い、活力にあふれ、誰も
が活躍できるまちになっています。
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社会情勢・現状

○コロナ禍以降も商店街を取り巻く環境は一層厳しくなっており、空き店舗も多くなっていま
す。本市では創業を希望する方や創業後間もない方を産学官金*1の総合的な連携体制により
サポートを行っています。

○地域経済の活性化や雇用の創出、商工業の振興につなげるため、市内での起業・創業を促進す
る各種補助金制度の充実や、就業・雇用支援として埼玉県・ハローワーク飯能と連携し、市内
企業を中心とした合同就職相談会などを実施しています。

○企業誘致に向け、精明東部地区に指定している産業用地への誘致活動を継続するほか、空き地
となっている事業用地の紹介等を実施しています。

問題点・課題

○商店主等の事業承継に対する理解を高める必要があるとともに、商店街の将来の姿をともに
描き、個々の商業店舗や商店街の活性化を図る必要があります。

○まちなかの低未利用地や空き物件の活用を促進させ、シャッター街化を抑制するとともに新
規出店希望者がチャレンジしやすい環境を作っていく必要があります。

○イベントを実施しても一過性の賑わいにとどまり、継続的な商店街への誘客に繋がっていな
いことから、商店街の賑わい創出に向けて、魅力ある店舗の出店による継続的な誘客や、観光
客のまちなかへの回遊や滞在性を促進させる必要があります。

○本市には、新たな工業系の産業用地が不足しているため、土地利用が可能な土地を早期に埋め
るとともに、新たな産業用地を創出する必要があります。

商工業・雇用

『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』基本目標　１

施策

4

*1 産学官金 企業（産）、大学などの教育・研究機関（学）、政府や地方公共団体（官）、そして金融機関（金）が協力し、地
域産業の振興や地域社会の発展を目指す取組のこと。

2,595 2,424 2,466 2,329 2,384

3,545

9
11

10
8

10
12

0

5

10

15

20

0

10

20

30

40

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

新規出店促進事業の推移

交付額（千円） 補助数（件）

（千円） （件）

施策が目指すまちの姿

商いをすることや働くことにチャレンジしやすいまち
新規出店支援や企業立地などで雇用が創出され、意欲のある働き手が集い、活力にあふれ、誰も
が活躍できるまちになっています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能まちなか未来ビジョン

主な取組

１ 商店街やまちなかの賑わいの創出

①公民連携による賑わい創出に向けた取組の展開
（インキュベーション施設の運営への参画、連携協定の推進）

②商工会議所や商店街連盟の賑わい創出の取組への支援
③まちなかへの新規出店者に対する支援強化の検討

２ 起業・就業支援の強化

①創業希望者がチャレンジしやすい環境の整備
②企業等と連携した雇用促進のための取組の推進

３ 企業誘致の推進

①未立地箇所への早期立地の促進
②新たな産業用地の創出に向けた検討

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

インキュベーション施
設入居事業者のまちな
かへの出店件数

インキュベーション施設に入居していた事
業者のうち、独立後にまちなかへ出店した
延べ件数

－ 5件

創業件数 創業支援補助制度を活用して創業した延べ
件数 146件 220件

精明東部地区に指定す
る区域の立地割合

精明東部地区に指定している土地の総面積
のうち、立地済みとなった土地の面積の割合 64.16％ 増加

戦略 強靱

戦略

戦略

基
本
目
標 
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社会情勢・現状

○自然環境の保全に向けて景観緑地を新規に指定、更新を行っています。
○埼玉県と共同で、緑のトラスト運動*1を進めているとともに、民間団体との協働による保全活動
や自然観察会を実施しています。

○埼玉県内で特定外来生物による生態系等の被害拡大が確認されています。
○令和３（2021）年 2月に埼玉県西部地域まちづくり協議会で「ゼロカーボンシティ共同宣言」
を行い、2050年までに二酸化炭素の排出実質ゼロを目指しています。本市では、森林の整備・
保全及び活用、再生可能エネルギーの利用・促進及び省エネルギーの推進を主な取組としてい
ます。

○河川等の公共用水域の環境保全に向けて、水質調査の実施、合併処理浄化槽の設置普及と適正
な維持管理、生活排水の処理について市民の意識の醸成を行っています。また、河川内の植栽
管理、護岸等の小規模補修、小規模水路等の維持管理及び浚渫工事等を進めています。

問題点・課題

○景観緑地※2 の目標指定面積に到達していないことから、景観緑地制度の地権者への周知を図り、
指定を拡充する必要があります。

○保全地における不法投棄が見られることから、利用者のマナーに関する啓発と意識の醸成及
びごみの分別処理方法の周知を図る必要があります。

○市内各所でも特定外来生物が確認できることから、防除の対応が必要です。
○市内河川の水質状況が芳しくない区域があることから、環境負荷の少ない合併処理浄化槽の
設置推進に対する市民の理解を図る必要があります。

○二酸化炭素の排出実質ゼロの目標に向け、脱炭素社会の実現に寄与する取組が必要です。

環境保全

『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』基本目標　１

施策

5
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施策が目指すまちの姿

森林や河川が大切にされる環境にやさしいまち
飯能市の豊かな自然環境を守り、育み、将来世代においてもその恵みを享受できるように取り組
むまちになっています。
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社会情勢・現状

○自然環境の保全に向けて景観緑地を新規に指定、更新を行っています。
○埼玉県と共同で、緑のトラスト運動*1を進めているとともに、民間団体との協働による保全活動
や自然観察会を実施しています。

○埼玉県内で特定外来生物による生態系等の被害拡大が確認されています。
○令和３（2021）年 2月に埼玉県西部地域まちづくり協議会で「ゼロカーボンシティ共同宣言」
を行い、2050年までに二酸化炭素の排出実質ゼロを目指しています。本市では、森林の整備・
保全及び活用、再生可能エネルギーの利用・促進及び省エネルギーの推進を主な取組としてい
ます。

○河川等の公共用水域の環境保全に向けて、水質調査の実施、合併処理浄化槽の設置普及と適正
な維持管理、生活排水の処理について市民の意識の醸成を行っています。また、河川内の植栽
管理、護岸等の小規模補修、小規模水路等の維持管理及び浚渫工事等を進めています。

問題点・課題

○景観緑地※2 の目標指定面積に到達していないことから、景観緑地制度の地権者への周知を図り、
指定を拡充する必要があります。

○保全地における不法投棄が見られることから、利用者のマナーに関する啓発と意識の醸成及
びごみの分別処理方法の周知を図る必要があります。

○市内各所でも特定外来生物が確認できることから、防除の対応が必要です。
○市内河川の水質状況が芳しくない区域があることから、環境負荷の少ない合併処理浄化槽の
設置推進に対する市民の理解を図る必要があります。

○二酸化炭素の排出実質ゼロの目標に向け、脱炭素社会の実現に寄与する取組が必要です。

環境保全

『うるおいづくり ～魅力・活力・潤いを生む～ 』基本目標　１
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施策が目指すまちの姿

森林や河川が大切にされる環境にやさしいまち
飯能市の豊かな自然環境を守り、育み、将来世代においてもその恵みを享受できるように取り組
むまちになっています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市環境基本計画 ○ 飯能市生活排水処理基本計画
○ 飯能市清流保全実施計画

主な取組

１ 里山・緑地等の環境保全

①景観緑地、緑のトラスト保全地、里山、農地等の保全
②一人一人の環境意識の向上

２ 河川・湖等の環境保全

①生活排水対策
②河川環境の保全
③自然災害への備え

３ 脱炭素社会の実現

①省エネルギー・再生可能エネルギー設備の普及促進
②ダイアプラン構成市と連携した地球温暖化防止対策

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

自然環境保全活動に参
加するボランティア人
数

はんのう市民環境会議が主催する天覧山谷
津の里づくりプロジェクトの年間参加者数 289人 300人

河川水質調査の環境基
準（BOD値）達成箇所
の割合

河川水質調査地点（10か所）の河川BOD
値の環境基準を達成した割合

90％ 100％

市域の温室効果ガス排
出量

国が示す計算方法に基づき算出した本市の
削減目標

362.6千 t-CO₂
（令和 5年度末）

259.3千 t-CO₂
（令和 11年度末）

強靱

戦略 強靱

*1 緑のトラスト運動
（ｐ.44）

埼玉の優れた自然や貴重な歴史的環境を末永く保全していく活動のこと。県内 14 か所の保全地のうち、第４号
地は、飯能市矢颪ほかに位置する飯能河原周辺河川緑地を指す。

*2 景観緑地
（ｐ.44）

飯能市環境保全条例に基づくもので、市長が指定した景観が優れた緑地。現在、天覧山・多峯主山周辺(平成 9
年度～)と吾妻峡周辺(平成 23 年度～)を景観緑地指定対象区域としており、指定対象区域内の地権者の同意が
得られた場合には、飯能市環境審議会の意見を聴いて、景観緑地に指定している。

基
本
目
標 

１
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社会情勢・現状

○令和 5（2023）年 4月に「こども基本法」が施行され、基本理念として全てのこどもの基本
的人権の保障、意見表明や教育を受ける機会の確保、地方公共団体がこども等の意見を施策に
反映させるために必要な措置を講ずることなどが定められました。同年 12月に閣議決定され
た「こども大綱」では、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送るこ
とができる「こどもまんなか社会」を目指すことが掲げられています。

○本市では、こどもを保護の対象から権利の主体へと周囲の認識を改めていくための啓発や、地
域においてこどもが利用しやすい施設・場所として遊びや体験の場を提供しています。

○小・中学校においては、不登校の児童生徒も成長できる居場所の充実など、一人一人のこど
も・若者のつらさや悩みに寄り添い安心して生活ができるよう支援体制の充実に努めていま
す。また、学校外においても、様々な困難により孤立しているこどもたちが安心できる居場所
を令和５（2023）年度に開設し支援を進めています。

問題点・課題

○全てのこども・若者が、生まれ育った環境に左右されずに夢や希望を持ちながら成長・活躍で
きるよう、こども・若者を地域全体で見守り、手を差し伸べていく環境づくりが求められま
す。

○地域の行事や活動に関わるこども・若者の割合を増やすため、多様な体験機会を充実させ、社
会参加や参画を促進していく必要があります。

○未婚化や晩婚化など、様々な要因により少子化が進む中、結婚や出産を考える世代が、結婚、妊
娠・出産、子育てに希望を持ち、その希望が叶えられるような支援を推進する必要があります。

こども・若者支援

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2

施策
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平成21年 平成25年 平成30年 令和5年

「自分のことが好きだ」と回答した児童・生徒の回答割合の推移

小学生 中学生

（％）

施策が目指すまちの姿

こども・若者の多様な個性が尊重され、自分らしく成長できるまち
全てのこども・若者が大切にされ、それぞれの持つ可能性を引き出せるまちになっています。
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社会情勢・現状

○令和 5（2023）年 4月に「こども基本法」が施行され、基本理念として全てのこどもの基本
的人権の保障、意見表明や教育を受ける機会の確保、地方公共団体がこども等の意見を施策に
反映させるために必要な措置を講ずることなどが定められました。同年 12月に閣議決定され
た「こども大綱」では、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送るこ
とができる「こどもまんなか社会」を目指すことが掲げられています。

○本市では、こどもを保護の対象から権利の主体へと周囲の認識を改めていくための啓発や、地
域においてこどもが利用しやすい施設・場所として遊びや体験の場を提供しています。

○小・中学校においては、不登校の児童生徒も成長できる居場所の充実など、一人一人のこど
も・若者のつらさや悩みに寄り添い安心して生活ができるよう支援体制の充実に努めていま
す。また、学校外においても、様々な困難により孤立しているこどもたちが安心できる居場所
を令和５（2023）年度に開設し支援を進めています。

問題点・課題

○全てのこども・若者が、生まれ育った環境に左右されずに夢や希望を持ちながら成長・活躍で
きるよう、こども・若者を地域全体で見守り、手を差し伸べていく環境づくりが求められま
す。

○地域の行事や活動に関わるこども・若者の割合を増やすため、多様な体験機会を充実させ、社
会参加や参画を促進していく必要があります。

○未婚化や晩婚化など、様々な要因により少子化が進む中、結婚や出産を考える世代が、結婚、妊
娠・出産、子育てに希望を持ち、その希望が叶えられるような支援を推進する必要があります。

こども・若者支援

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2

施策
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「自分のことが好きだ」と回答した児童・生徒の回答割合の推移

小学生 中学生

（％）

施策が目指すまちの姿

こども・若者の多様な個性が尊重され、自分らしく成長できるまち
全てのこども・若者が大切にされ、それぞれの持つ可能性を引き出せるまちになっています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市こども計画 ○ 飯能市障害児福祉計画 ○ 飯能市教育大綱
○ 飯能市教育振興基本計画

主な取組

１ こども・若者が大切にされ、豊かに育つまちづくり

①こども・若者による意見表明・社会参画の促進
②多様な学びや体験機会の充実
③一人一人の特性に応じた相談支援の充実

２ こども・若者を社会全体で応援する地域づくり

①安心できる居場所の充実
②こども・若者をまんなかに据える地域づくりの推進
③結婚を望む人への支援の実施

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

「自分のことが好き
だ」と思うこども・若者
の割合

「自分のことが好きだ」と回答した人の割
合（こども計画の意識調査より）

小学生 49.5％
中学生 48.5％
若者 48.0％

小学生 60.0％
中学生 60.0％
若者 60.0％

安心できる居場所が
「ない」と回答したこ
ども・若者の割合

安心できる居場所が「ない」と回答した人の
割合（こども計画の意識調査より）

小学生－
中学生－
若者 5.0％

小学生 0％
中学生 0％
若者 0％

戦略

戦略

基
本
目
標 

２
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社会情勢・現状

○国全体で少子化が進んでいる一方で、子育て当事者の就業率の高まりや生活スタイルの多様
化などにより、保育ニーズの増加・多様化が進んでいます。また、子育てについての不安や悩
みを抱える保護者も増加しています。

○本市では、令和6（2024）年度にこども家庭センター*1を設置し、児童福祉と母子保健の
連携を更に強化し、包括的で切れ目のない支援を進めています。また、学校施設や民間施設、
児童館等を活用し、放課後児童クラブ*2や地域子育て支援拠点等の整備を進めるとともに、
財政的な支援等をしています。

○保育施設等の利用を希望する障害のあるこどもや合理的な配慮が必要なこどもの増加に対応
するため、臨床心理士や理学療法士等の巡回相談を実施し、保育の質を高めています。医療的
ケア児については、公立保育所において受入体制を整備しています。また、令和7（2025）
年度に病児保育施設を開設したほか、私立幼稚園の認定こども園への移行支援を行っています。

○障害のあるこどもや医療的ケアを必要とするこどもの支援について、当事者家族とともに、障
害福祉、保健、医療、保育、子育て、教育の関係機関等が連携を図るための協議の場を設ける
とともに、医療的ケア児等コーディネーターの配置を行っています。

問題点・課題

○産後の育児について支援が必要となる全ての方に、産後ケア事業等の利用に向けた事業の周
知徹底を図るとともに、児童福祉部門と母子保健部門の連携支援の仕組みの強化に向け、全て
の妊産婦・子育て世帯・こどもの一体的相談機関の充実が必要となっています。

○出生数が減少している中、児童虐待に結びつく恐れのある家庭やこどもの課題は複雑かつ多
様化していることから、妊娠期からの切れ目のない支援に向け、関係機関等とのさらなる連携
強化を図る必要があるとともに、妊娠時から地域子育て支援拠点等を利用してもらえるよう、
周知を徹底する必要があります。

○放課後児童クラブの利用児童の増加に対応できるよう、学校の余裕教室や既存施設の利活用
等を進める必要があります。

○多様な障害特性に対応した質の高い支援を提供するため、児童発達支援センター*3を中核と
した障害児支援体制を整備する必要があります。

子育て支援

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2

施策

7
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放課後児童クラブ入室児童数とクラブ数の推移

延べ入室児童数 放課後児童クラブ数

（人） （か所）

施策が目指すまちの姿

誰もが安心して子育てすることができるまち
飯能市ならではの支援体制や子育て環境により、こどもも保護者も心身とも健やかに暮らしてい
ます。
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社会情勢・現状

○国全体で少子化が進んでいる一方で、子育て当事者の就業率の高まりや生活スタイルの多様
化などにより、保育ニーズの増加・多様化が進んでいます。また、子育てについての不安や悩
みを抱える保護者も増加しています。

○本市では、令和6（2024）年度にこども家庭センター*1を設置し、児童福祉と母子保健の
連携を更に強化し、包括的で切れ目のない支援を進めています。また、学校施設や民間施設、
児童館等を活用し、放課後児童クラブ*2や地域子育て支援拠点等の整備を進めるとともに、
財政的な支援等をしています。

○保育施設等の利用を希望する障害のあるこどもや合理的な配慮が必要なこどもの増加に対応
するため、臨床心理士や理学療法士等の巡回相談を実施し、保育の質を高めています。医療的
ケア児については、公立保育所において受入体制を整備しています。また、令和7（2025）
年度に病児保育施設を開設したほか、私立幼稚園の認定こども園への移行支援を行っています。

○障害のあるこどもや医療的ケアを必要とするこどもの支援について、当事者家族とともに、障
害福祉、保健、医療、保育、子育て、教育の関係機関等が連携を図るための協議の場を設ける
とともに、医療的ケア児等コーディネーターの配置を行っています。

問題点・課題

○産後の育児について支援が必要となる全ての方に、産後ケア事業等の利用に向けた事業の周
知徹底を図るとともに、児童福祉部門と母子保健部門の連携支援の仕組みの強化に向け、全て
の妊産婦・子育て世帯・こどもの一体的相談機関の充実が必要となっています。

○出生数が減少している中、児童虐待に結びつく恐れのある家庭やこどもの課題は複雑かつ多
様化していることから、妊娠期からの切れ目のない支援に向け、関係機関等とのさらなる連携
強化を図る必要があるとともに、妊娠時から地域子育て支援拠点等を利用してもらえるよう、
周知を徹底する必要があります。

○放課後児童クラブの利用児童の増加に対応できるよう、学校の余裕教室や既存施設の利活用
等を進める必要があります。

○多様な障害特性に対応した質の高い支援を提供するため、児童発達支援センター*3を中核と
した障害児支援体制を整備する必要があります。

子育て支援

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2

施策

7
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放課後児童クラブ入室児童数とクラブ数の推移

延べ入室児童数 放課後児童クラブ数

（人） （か所）

施策が目指すまちの姿

誰もが安心して子育てすることができるまち
飯能市ならではの支援体制や子育て環境により、こどもも保護者も心身とも健やかに暮らしてい
ます。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市こども計画 ○ 飯能市障害者計画 ○ 飯能市障害児福祉計画
○ 飯能市教育振興基本計画 ○ 飯能市公共施設等総合管理計画

主な取組

１ 妊娠期から出産、子育て期にわたる継続した支援

①こども家庭センターの機能の強化
②様々な機関や専門職が連携した切れ目のない支援の実施
③妊娠・出産、子育てを希望する人への支援の充実

２ 保育環境・幼児教育環境の整備

①地域の子育て支援機能の充実
②多様な保育の充実
③安全・安心な子育て環境の整備

３ 障害児支援体制の整備

①児童発達支援センターの設置
②保育所等訪問支援を活用したインクルージョン*4の推進

評価指標

※４つの中核機能︓①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能　②地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテー
ション機能　③地域のインクルージョン推進の中核機能　④地域の発達支援に関する入口としての相談機能

戦略

戦略 強靱

戦略

*1 こども家庭センター
（ｐ.48）

母子保健機能と児童福祉機能が一体的に妊産婦や子育て家庭への相談支援を行い、早期から切れ目のない包括
的で継続的な支援を実施することを目的とする機関のこと。

*2 放課後児童クラブ
（ｐ.48）

児童福祉法第 6 条の 3 第 2 項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している
児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、そ
の健全な育成を図るもの。

*3 児童発達支援センター
（ｐ.48）

障害のある児童の通園事業をはじめ、その家族からの相談や障害のある児童を預かる施設への援助・助言を行
うなど、地域の中核的な役割を担い、併せて発達を支援するための窓口を行う機関のこと。

*4 インクルージョン 性別や人種、民族や国籍、社会的地位、障害の有無など、持っている属性によって排除されることなく、多様な
人々が尊重し合い、各々の個性を生かして活躍できる状態のこと。

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

地域の子育て環境や支
援の満足度

地域の子育て環境や支援に満足していると
回答した人の割合
（こども計画の意識調査より）

乳幼児保護者
35.8％

小学生保護者
24.5％

乳幼児保護者
50.0％

小学生保護者
35.0％

こども誰でも通園制度
の利用児童数

保育所などに通っていない家庭のこどもで、
こども誰でも通園制度を利用した1か月当た
りの人数

－ 20人

待機児童数 放課後児童クラブの待機児童数
（各年 4月 1日時点） 25人 0人

児童発達支援センター
の設置

4つの中核機能※を有する児童発達支援セ
ンターの設置 ０か所 １か所

基
本
目
標 

２
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社会情勢・現状

○人工知能（AI*1）が飛躍的に進化している中で、新たな教育環境の展開が進んでいます。
○児童生徒数の減少、学校施設・設備の老朽化、不登校児童生徒数の増加、グローバル化に伴う
外国籍の児童生徒数の増加等、本市における教育的ニーズも多様化、複雑化しています。

○児童生徒1人１台端末が供与され、教育の新たな取組であるＧＩＧＡスクール構想*2が進む中、
学習用タブレットを効果的に活用した学びが深まっていますが、本市では、主体的・対話的で
深い学びの実現に向けて、学校ごと、学区ごとに授業研究を行っています。

○小規模特認校制度*3により、山間地域の小規模校の児童生徒数が増加しています。また、各学
校内にスペシャルサポートルームや特別支援学級を設置しているほか、安全な学びの環境確
保に向け防犯カメラの設置も進んでいます。

問題点・課題

○全ての児童生徒が夢中になって探究できるような授業へ質的転換し、学びの改革のさらなる
推進に向けて、各学校全体で主体的・対話的で深い学びの実現を目指す必要があります。

○不登校児童生徒の増加に対しては、早期発見に努め、児童生徒一人一人の現状を的確に把握
し、個に応じた支援をより丁寧に行うことが求められます。

○支援を必要とする児童生徒数の増加に対しては、学校内の相談体制・組織体制の整備と、外部
関係機関との連携を更に強化する必要があります。

○各学校施設の適切な管理と計画的な改修を進めるとともに、限られた教育資源を有効に活用
し、質が高く持続可能な学びの場を確保する必要があります。

学校教育

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2
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小学生 中学生

（％）

52 61 75
114 124

92 102
124

155 153144
163

199

269 277

0

100

200

300

400

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
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（人）

施策が目指すまちの姿

一人一人のニーズに対応した質の高い学びが保障されるまち
「主体的・対話的で深い学び」により、こどもたちの能力や適性に応じた創造性を育む教育が実
現されています。
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社会情勢・現状

○人工知能（AI*1）が飛躍的に進化している中で、新たな教育環境の展開が進んでいます。
○児童生徒数の減少、学校施設・設備の老朽化、不登校児童生徒数の増加、グローバル化に伴う
外国籍の児童生徒数の増加等、本市における教育的ニーズも多様化、複雑化しています。

○児童生徒1人１台端末が供与され、教育の新たな取組であるＧＩＧＡスクール構想*2が進む中、
学習用タブレットを効果的に活用した学びが深まっていますが、本市では、主体的・対話的で
深い学びの実現に向けて、学校ごと、学区ごとに授業研究を行っています。

○小規模特認校制度*3により、山間地域の小規模校の児童生徒数が増加しています。また、各学
校内にスペシャルサポートルームや特別支援学級を設置しているほか、安全な学びの環境確
保に向け防犯カメラの設置も進んでいます。

問題点・課題

○全ての児童生徒が夢中になって探究できるような授業へ質的転換し、学びの改革のさらなる
推進に向けて、各学校全体で主体的・対話的で深い学びの実現を目指す必要があります。

○不登校児童生徒の増加に対しては、早期発見に努め、児童生徒一人一人の現状を的確に把握
し、個に応じた支援をより丁寧に行うことが求められます。

○支援を必要とする児童生徒数の増加に対しては、学校内の相談体制・組織体制の整備と、外部
関係機関との連携を更に強化する必要があります。

○各学校施設の適切な管理と計画的な改修を進めるとともに、限られた教育資源を有効に活用
し、質が高く持続可能な学びの場を確保する必要があります。

学校教育

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2

施策
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施策が目指すまちの姿

一人一人のニーズに対応した質の高い学びが保障されるまち
「主体的・対話的で深い学び」により、こどもたちの能力や適性に応じた創造性を育む教育が実
現されています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市教育大綱 ○ 飯能市教育振興基本計画
○ 飯能市公共施設等総合管理計画

主な取組

１ 学ぶ権利の保障と質の高い教育の追求

①学びの改革を推進する「主体的・対話的で深い学び」の実現
②豊かな心と健やかな体の育成
③社会の形成に参画する資質・能力の育成

２ 一人一人のニーズに対応した教育の推進

①障害のある児童生徒への支援・指導の充実
②一人一人の教育機会の確保
③一人一人の状況に応じた相談体制の整備

３ 学校環境の整備・充実

①安全・安心な学習環境の保持
②登下校の安全対策の推進
③信頼される教職員の育成と負担軽減の促進
④学校施設の再配置・集約化

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

「自分にはよいところ
があると思う」と回答
した児童生徒の割合

「自分にはよいところがあると思う」と回
答した人の割合
（全国学力・学習状況調査（児童質問紙調
査）より）

小学生 86.6％
中学生 78.7％

小学生 90.0％
中学生 88.0％

不登校児童生徒数 公立小・中学校の不登校児童生徒数 277人 200人

戦略

戦略

強靱

*1 ＡＩ（エイアイ）
（ｐ.50）

人工知能（Ａrtificial Ｉntelligence の略。人間の知能や行動を再現したコンピュータシステム、またはソフ
トウェアの総称。

*2 ＧＩＧＡスクール構想
（ｐ.50）

1 人 1 台端末や高速大容量の通信ネットワーク等の学校 ICT 環境を整備・活用することによって、教育の質を向
上させ、全ての子供たちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現することを目的に、
ＩＣＴ教育を利用して、従来型の学習では不十分な能力・資質の３つの柱を育む取組のこと。

*3 小規模特認校制度
（ｐ.50）

一定の条件のもと、通常の通学区域による指定校ではなく、特色ある教育活動を行う小規模校(小規模特認校と
して市が指定)への通学を認める制度。

基
本
目
標 

２
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52

社会情勢・現状

○こどもの学ぶ力や生きる力を育むとともに、地域で地域のこどもを育てる仕組みをつくるた
め、産学官金が連携し、子ども大学を開校しています。

○若者から高齢者まで多様な世代が生涯を通じて学ぶことができる場を提供するため、駿河台
大学と連携して公開講座のほか、市職員による出前講座を実施しています。公民館では、市民
のライフステージ*1に対応した事業を実施し、参加者も増加しています。

○こどもたちの安全・安心な活動場所を確保し、こどもたちに様々な体験・交流活動の機会を提
供するため、地域の方々がスタッフや講師となった放課後子ども教室を実施しています。

○図書館は、市民が必要とする多様な資料や情報を提供するとともに、郷土資料を通じて歴史や
文化を継承する重要な役割を担っています。また、知識や読書体験は市民の心を豊かにし、そ
の体験を共有する交流は、地域における新たなつながりを生み出す基盤となっています。

○急激な少子化の進展や学校の働き方改革を背景に、学校部活動を従来どおり実施・運営するこ
とが難しくなっています。

問題点・課題

○生涯にわたって自ら学習し、自己の能力を高めるとともに、その成果を社会の課題解決につな
げていけるよう、生涯学習の機会の充実や、学びの成果が生かせる仕組みづくりが必要です。

○家庭の教育力の低下が指摘されており、学校運営協議会*2における特色ある学校づくりに向
けた取組や学校応援団の活動の推進が求められます。

○青少年と地域とのつながりが希薄化していることから、地域・学校・家庭の一層の連携が必要
です。とりわけ、地域で活躍できる人材や団体の発掘が求められます。

○市民が情報を得て学びや交流を深める場として、図書館の利用を促進することが課題です。そ
のため、地域資料のデジタル化や多様な媒体の活用を進め、情報へのアクセスを広げる工夫が
必要です。あわせて、障害のある方や外国籍の方など、多様な背景を持つ人々が安心して利用
できる環境を整備していくことが求められています。

○学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、生徒が継続的に文化芸術・スポー
ツ活動に親しむ機会の確保・充実を地域全体で支える仕組みづくりが求められています。

生涯学習・社会教育

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2

施策
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施策が目指すまちの姿

学びの機会が充実し、それぞれの知識や経験を地域に還元できるまち
市民が生涯にわたって学び続けることができ、また、学びを通して得た知識や経験が地域活動や
社会に広く還元され、心豊かに暮らしています。
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社会情勢・現状

○こどもの学ぶ力や生きる力を育むとともに、地域で地域のこどもを育てる仕組みをつくるた
め、産学官金が連携し、子ども大学を開校しています。

○若者から高齢者まで多様な世代が生涯を通じて学ぶことができる場を提供するため、駿河台
大学と連携して公開講座のほか、市職員による出前講座を実施しています。公民館では、市民
のライフステージ*1に対応した事業を実施し、参加者も増加しています。

○こどもたちの安全・安心な活動場所を確保し、こどもたちに様々な体験・交流活動の機会を提
供するため、地域の方々がスタッフや講師となった放課後子ども教室を実施しています。

○図書館は、市民が必要とする多様な資料や情報を提供するとともに、郷土資料を通じて歴史や
文化を継承する重要な役割を担っています。また、知識や読書体験は市民の心を豊かにし、そ
の体験を共有する交流は、地域における新たなつながりを生み出す基盤となっています。

○急激な少子化の進展や学校の働き方改革を背景に、学校部活動を従来どおり実施・運営するこ
とが難しくなっています。

問題点・課題

○生涯にわたって自ら学習し、自己の能力を高めるとともに、その成果を社会の課題解決につな
げていけるよう、生涯学習の機会の充実や、学びの成果が生かせる仕組みづくりが必要です。

○家庭の教育力の低下が指摘されており、学校運営協議会*2における特色ある学校づくりに向
けた取組や学校応援団の活動の推進が求められます。

○青少年と地域とのつながりが希薄化していることから、地域・学校・家庭の一層の連携が必要
です。とりわけ、地域で活躍できる人材や団体の発掘が求められます。

○市民が情報を得て学びや交流を深める場として、図書館の利用を促進することが課題です。そ
のため、地域資料のデジタル化や多様な媒体の活用を進め、情報へのアクセスを広げる工夫が
必要です。あわせて、障害のある方や外国籍の方など、多様な背景を持つ人々が安心して利用
できる環境を整備していくことが求められています。

○学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、生徒が継続的に文化芸術・スポー
ツ活動に親しむ機会の確保・充実を地域全体で支える仕組みづくりが求められています。

生涯学習・社会教育

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2
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施策が目指すまちの姿

学びの機会が充実し、それぞれの知識や経験を地域に還元できるまち
市民が生涯にわたって学び続けることができ、また、学びを通して得た知識や経験が地域活動や
社会に広く還元され、心豊かに暮らしています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市教育大綱 ○ 飯能市教育振興基本計画 ○ 飯能市図書館サービス計画
○ 飯能市こども読書活動推進計画 ○ 飯能市公共施設等総合管理計画

主な取組

１ 地域との連携・協働による生涯学習の推進

①人生 100年時代における生涯にわたる学びの充実
②駿河台大学や地域の関係機関との連携強化
③市民発案の事業化や地域人材との連携強化

２ 学校・家庭・地域が連携した教育の推進

①学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の推進
②学校応援団活動の推進
③家庭教育支援体制の充実
④青少年健全育成活動の促進
⑤こども達の安全・安心で多様な活動場所の充実
⑥部活動の地域展開の推進

３ 公民館・図書館における学習活動支援

①地域活動の充実につながる公民館
②地域・郷土行政資料の収集・整理と市民への情報提供を強化する図書館

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

市民一人当たりの図書
館資料貸出数

市民一人当たりの年間貸出数 4.7点 5.0点

公開講座参加者数 公開講座の年間参加者数 529人 600人

戦略

*1 ライフステージ
（ｐ.52）

人の一生における節目となる出来事（出生、入学、卒業、就職、結婚、出産、子育て、退職等）によって区分さ
れる生活環境の段階のこと。

*2 学校運営協議会
（コミュニティ・スクール）

（ｐ.52）

こどもや学校が抱える課題の解決や未来を担うこどもたちを地域でどのように育てるかなどを協議するため、
保護者や地域住民等により組織され、一定の権限と責任を持つ合議体として、学校運営に直接参画する仕組み
のこと。

基
本
目
標 

２
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社会情勢・現状

○文化財保護法が平成 30（2018）年に改正され、保存と活用の両輪で文化財を守り、生かし、
伝えていく方針となりました。本市では、特に価値の高い文化財を市の指定文化財に指定する
ほか、埋蔵文化財の確認調査、発掘調査、調査成果をまとめた報告書の刊行、文化財講座やこ
ども文化財教室等を開催し、文化財の普及活用を進めています。

○博物館では、折々に本市の歴史・文化に関わる特別展や企画展、各種講座や学習会、自然観察
会などを実施しており、飯能河原・天覧山周辺の自然を紹介するビジターセンター的機能も発
揮しています。そのほか、デジタルアーカイブ*1の公開による収蔵資料の利用促進や学校への
出張授業などにも取り組んでいます。

○市民の文化芸術活動の振興を図るため、発表の場を提供するとともに、市民が主体的に文化芸
術活動に取り組めるよう、文芸創作や文化芸術活動団体への支援を行っています。

○市民会館では、地域の住民の方々が文化芸術に関する事業を鑑賞したり、参加したり、自ら創
造したりする場を提供しています。

問題点・課題

○寺社の檀家、氏子が高齢化し、文化財の維持管理を担う人材が少なくなっています。また、郷
土芸能の担い手も不足し、休止に追い込まれている保存団体もあることから、地域に伝わる伝
統芸能を、地域住民だけでなく他の地域や広く市外の人も参加し、保存継承する仕組みづくり
が必要となっています。

○地域における伝統文化の保存・活用を推進するため、地域が主体的に取り組むことができるボ
ランティアなどの仕組みや制度の創出が必要です。

○博物館では、令和４（2022）年の博物館法の改正に伴い、まちづくりや国際交流、観光・産
業、福祉・教育等幅広い機関と連携した文化施設としての役割や、こどもまんなか社会に合
わせたこども向け事業やコンテンツの充実が求められています。また新たな収蔵スペースの
確保や資料の除籍についての検討といった課題もあります。

○文化芸術活動に携わる人の高齢化により、文化活動団体の存続が危ぶまれる状況であること
から、文化芸術団体の主体的な活動を支援するとともに、担い手を育成することが必要です。

文化・芸術

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2

施策

10
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市民学芸員活動の推移

博学連携 古文書整理 麦作文化探求

（人）

23,733 

36,455 

29,041 30,526 30,017 
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飯能市立博物館入館者の推移（人）

施策が目指すまちの姿

次代に伝承・継承する文化が息づくまち
飯能地域遺産（本市の特徴的な歴史・文化に関わる物やできごと）が受け継がれ、地域に誇りを
持てるようになっています。
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社会情勢・現状

○文化財保護法が平成 30（2018）年に改正され、保存と活用の両輪で文化財を守り、生かし、
伝えていく方針となりました。本市では、特に価値の高い文化財を市の指定文化財に指定する
ほか、埋蔵文化財の確認調査、発掘調査、調査成果をまとめた報告書の刊行、文化財講座やこ
ども文化財教室等を開催し、文化財の普及活用を進めています。

○博物館では、折々に本市の歴史・文化に関わる特別展や企画展、各種講座や学習会、自然観察
会などを実施しており、飯能河原・天覧山周辺の自然を紹介するビジターセンター的機能も発
揮しています。そのほか、デジタルアーカイブ*1の公開による収蔵資料の利用促進や学校への
出張授業などにも取り組んでいます。

○市民の文化芸術活動の振興を図るため、発表の場を提供するとともに、市民が主体的に文化芸
術活動に取り組めるよう、文芸創作や文化芸術活動団体への支援を行っています。

○市民会館では、地域の住民の方々が文化芸術に関する事業を鑑賞したり、参加したり、自ら創
造したりする場を提供しています。

問題点・課題

○寺社の檀家、氏子が高齢化し、文化財の維持管理を担う人材が少なくなっています。また、郷
土芸能の担い手も不足し、休止に追い込まれている保存団体もあることから、地域に伝わる伝
統芸能を、地域住民だけでなく他の地域や広く市外の人も参加し、保存継承する仕組みづくり
が必要となっています。

○地域における伝統文化の保存・活用を推進するため、地域が主体的に取り組むことができるボ
ランティアなどの仕組みや制度の創出が必要です。

○博物館では、令和４（2022）年の博物館法の改正に伴い、まちづくりや国際交流、観光・産
業、福祉・教育等幅広い機関と連携した文化施設としての役割や、こどもまんなか社会に合
わせたこども向け事業やコンテンツの充実が求められています。また新たな収蔵スペースの
確保や資料の除籍についての検討といった課題もあります。

○文化芸術活動に携わる人の高齢化により、文化活動団体の存続が危ぶまれる状況であること
から、文化芸術団体の主体的な活動を支援するとともに、担い手を育成することが必要です。

文化・芸術

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2

施策

10

215 216
340 393 401
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市民学芸員活動の推移

博学連携 古文書整理 麦作文化探求

（人）

23,733 

36,455 

29,041 30,526 30,017 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
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施策が目指すまちの姿

次代に伝承・継承する文化が息づくまち
飯能地域遺産（本市の特徴的な歴史・文化に関わる物やできごと）が受け継がれ、地域に誇りを
持てるようになっています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市教育大綱 ○ 飯能市教育振興基本計画 ○ 飯能市市民会館基本計画
○ 飯能市文化財保存活用地域計画

主な取組

１ 飯能地域遺産の保存・活用

①文化財等の保存と積極的な活用
②未来につながる博物館としての機能の強化

２ 文化活動の推進

①文化活動に取り組める環境の整備
②市民主体の活動の支援

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

文化財関連の講座の参
加者数

まちづくりへとつながる、地域への関心の
喚起、愛着の醸成を目的とした講座（文化財
講座、文化財めぐり、こども文化財教室等）
の 5年間の延べ参加者数（各年平均 100人）

95人 500人

文化財ボランティア制
度への登録者数

文化財に関するボランティアの登録者数 － 15人

博物館の収蔵資料整理
点数

博物館の収蔵資料の整理点数 73,236点 75,700点

強靱

*1 デジタルアーカイブ
（ｐ.54）

公文書、文化財、芸術作品など、後世に残すべき様々な情報資源をデジタルデータ化し、長期保存とインター
ネットなどでの公開・利活用を可能にするシステムや活動全般のこと。

基
本
目
標 

２
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社会情勢・現状

○少子化・人口減少や高齢化と人口構造の変化等がスポーツ団体の減少や地域コミュニティの
希薄化に、また、気候変動や地球温暖化の進行が屋内外のスポーツ活動に影響しているほか、
新たなスポーツの普及や学校運動部活動の改革（部活動の地域展開）など、スポーツを取り巻
く環境は大きく変わろうとしています。

○本市では、生涯スポーツの推進やスポーツ施設の安全な管理運営と利用者のサービス向上、ス
ポーツを通じたまちづくりに取り組むとともに、ホッケーのまち飯能の推進に努めています。

○健康づくりを目的としたウオーキングに取り組む市民の拡大に向け、地域でのウオーキング
イベントや健康マイレージ *1アプリの導入、インセンティブ *2を付与する事業を展開しています。

○飯能新緑ツーデーマーチや奥むさし駅伝競走大会などのイベント開催、トップレベルのスポ
ーツに触れる機会の創出を進めています。

問題点・課題

○スポーツ活動への参画者が減少傾向にあるため、団体活動の維持・存続、ニーズの把握と魅力
の創出による生涯スポーツを通じた活動機会の提供を拡充する必要があります。

○老朽化したスポーツ施設の計画的・効率的な維持管理に向け、施設の修繕方法、財源の研究な
どとともに、今後の在り方について検討を進める必要があります。

○市民がウオーキングなどの運動習慣に手軽に取り組める仕組みや環境をつくり、健康づくり
への関心が低い市民への働きかけを継続的に行う必要があります。

○スポーツイベントの参加者等が減少しており、ニーズに合わせたスポーツイベントの魅力や
価値を高めていくとともに、業務のスリム化について検討を進める必要があります。

スポーツ

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2

施策
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スゴ足イベントの参加者数の推移（人）

*1 健康マイレージ 埼玉県が実施しているウォーキングをテーマにした健康増進事業「コバトンALKOOマイレージ」を利用した健康
増進事業。

*2 インセンティブ 動機や刺激などを意味する言葉であり、意欲を引き出すために外部から与える奨励や刺激、報奨などを指す。

施策が目指すまちの姿

誰もがスポーツを通じて元気や活力がみなぎるまち
市民が生涯にわたりスポーツを楽しみ、健康で活力ある生活を送っています。
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スポーツ施設の年間利用者数の推移（人）
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社会情勢・現状

○少子化・人口減少や高齢化と人口構造の変化等がスポーツ団体の減少や地域コミュニティの
希薄化に、また、気候変動や地球温暖化の進行が屋内外のスポーツ活動に影響しているほか、
新たなスポーツの普及や学校運動部活動の改革（部活動の地域展開）など、スポーツを取り巻
く環境は大きく変わろうとしています。

○本市では、生涯スポーツの推進やスポーツ施設の安全な管理運営と利用者のサービス向上、ス
ポーツを通じたまちづくりに取り組むとともに、ホッケーのまち飯能の推進に努めています。

○健康づくりを目的としたウオーキングに取り組む市民の拡大に向け、地域でのウオーキング
イベントや健康マイレージ *1アプリの導入、インセンティブ *2を付与する事業を展開しています。

○飯能新緑ツーデーマーチや奥むさし駅伝競走大会などのイベント開催、トップレベルのスポ
ーツに触れる機会の創出を進めています。

問題点・課題

○スポーツ活動への参画者が減少傾向にあるため、団体活動の維持・存続、ニーズの把握と魅力
の創出による生涯スポーツを通じた活動機会の提供を拡充する必要があります。

○老朽化したスポーツ施設の計画的・効率的な維持管理に向け、施設の修繕方法、財源の研究な
どとともに、今後の在り方について検討を進める必要があります。

○市民がウオーキングなどの運動習慣に手軽に取り組める仕組みや環境をつくり、健康づくり
への関心が低い市民への働きかけを継続的に行う必要があります。

○スポーツイベントの参加者等が減少しており、ニーズに合わせたスポーツイベントの魅力や
価値を高めていくとともに、業務のスリム化について検討を進める必要があります。

スポーツ

『ひとづくり ～未来を担う人を育む～ 』基本目標　2

施策

11
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スゴ足イベントの参加者数の推移（人）

*1 健康マイレージ 埼玉県が実施しているウォーキングをテーマにした健康増進事業「コバトンALKOOマイレージ」を利用した健康
増進事業。

*2 インセンティブ 動機や刺激などを意味する言葉であり、意欲を引き出すために外部から与える奨励や刺激、報奨などを指す。

施策が目指すまちの姿

誰もがスポーツを通じて元気や活力がみなぎるまち
市民が生涯にわたりスポーツを楽しみ、健康で活力ある生活を送っています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市教育大綱 ○ 飯能市教育振興基本計画 ○ 飯能市健康のまちづくり計画
○ 「ホッケーのまち飯能」推進計画

主な取組

１ スポーツ・レクリエーション活動の推進

①地域と連携した生涯スポーツの推進
②スポーツ振興の普及・啓発のための情報発信
③ウオーキングからはじめる健康づくりの推進

２ スポーツ施設の安全な管理運営

①都市公園運動施設の安全な管理運営とサービスの向上
②学校体育施設の管理体制の強化

３ スポーツを通じたまちづくり

①ホッケーのまち飯能の推進
②本市の魅力を発信し、まちの活性化につながるスポーツイベントの推進
③地域コミュニティの基盤強化のためのスポーツ・レクリエーション団体等の活動支援
④競技力向上による地域スポーツの振興

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

スゴ足イベント参加者
数

スゴ足イベントへの年間参加者数 1,423人 1,600人

健康マイレージアプリ
登録者数

埼玉県によるコバトン ALKOO マイレージ
への登録者数 1,683人 3,300人

スポーツ施設の利用者
数

スポーツ施設の年間利用者数 244,602人 250,000人

強靱

基
本
目
標 

２
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社会情勢・現状

○高齢化や生活習慣の変化などにより、各人の健康課題も多様化しており、集団や個人の特性を
踏まえた健康づくりや産学官など多様な主体による連携が重要視されています。

○本市では令和 4（2022）年度から埼玉医科大学との共同研究により、特定保健指導における
「減塩プログラム」を実施しているほか、市内企業等での健康づくりに関して、令和 6（2024）
年度までに 35社が健康づくり宣言企業となっています。

○こころの健康づくりについて、市民を対象とした講演や、中学生への自殺対策として「SOSの
出し方に関する教育」を継続して実施しています。

○市内の初期救急医療体制、第二次救急医療体制の確保、山間地域の医療拠点など、ニーズに対
応した医療を提供しています。

○被保険者証の廃止により、マイナ保険証・資格確認書を基本とした仕組みに移行しています。
関係課と連携し、納税（納付）意識の高揚及び収納率の向上、特定健康診査等の推進及び受診
率の向上に努めています。

問題点・課題

○運動、食事・栄養などの各分野において健康づくりへの関心が低い層が見られることから、集
団や個人の特性に応じて健康づくりの周知啓発を効果的に行う必要があります。

○特定保健指導実施率は、毎年目標値に大きく届かないことから、特定保健指導*1の実施方法・
勧奨方法を見直す必要があります。また、本市では、がん検診の受診率が低く、受診率を高め
ることで、がんの早期発見・早期治療に結び付ける必要があります。

○こどもの自殺対策に関わる取組の強化に向けて、教育部門とのさらなる連携が必要となって
います。

○山間地域の医療拠点は、身近なかかりつけ医又は相談窓口として、関係機関と連携し、市民が
住み慣れた地域で安心して生活できるようサポート体制を強化する必要があります。

健康・医療

『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』基本目標　3

施策

12

*1 特定保健指導 生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、
専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を見直すサポートをすること。
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65歳健康寿命の推移
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（歳）

施策が目指すまちの姿

誰もが健康に暮らせるしあわせのまち
市民の誰もが身近な生活の場の中で健康づくりに取り組み、楽しく無理なく健康になっています。
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社会情勢・現状

○高齢化や生活習慣の変化などにより、各人の健康課題も多様化しており、集団や個人の特性を
踏まえた健康づくりや産学官など多様な主体による連携が重要視されています。

○本市では令和 4（2022）年度から埼玉医科大学との共同研究により、特定保健指導における
「減塩プログラム」を実施しているほか、市内企業等での健康づくりに関して、令和 6（2024）
年度までに 35社が健康づくり宣言企業となっています。

○こころの健康づくりについて、市民を対象とした講演や、中学生への自殺対策として「SOSの
出し方に関する教育」を継続して実施しています。

○市内の初期救急医療体制、第二次救急医療体制の確保、山間地域の医療拠点など、ニーズに対
応した医療を提供しています。

○被保険者証の廃止により、マイナ保険証・資格確認書を基本とした仕組みに移行しています。
関係課と連携し、納税（納付）意識の高揚及び収納率の向上、特定健康診査等の推進及び受診
率の向上に努めています。

問題点・課題

○運動、食事・栄養などの各分野において健康づくりへの関心が低い層が見られることから、集
団や個人の特性に応じて健康づくりの周知啓発を効果的に行う必要があります。

○特定保健指導実施率は、毎年目標値に大きく届かないことから、特定保健指導*1の実施方法・
勧奨方法を見直す必要があります。また、本市では、がん検診の受診率が低く、受診率を高め
ることで、がんの早期発見・早期治療に結び付ける必要があります。

○こどもの自殺対策に関わる取組の強化に向けて、教育部門とのさらなる連携が必要となって
います。

○山間地域の医療拠点は、身近なかかりつけ医又は相談窓口として、関係機関と連携し、市民が
住み慣れた地域で安心して生活できるようサポート体制を強化する必要があります。

健康・医療

『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』基本目標　3

施策

12

*1 特定保健指導 生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、
専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を見直すサポートをすること。
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65歳健康寿命の推移
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（歳）

施策が目指すまちの姿

誰もが健康に暮らせるしあわせのまち
市民の誰もが身近な生活の場の中で健康づくりに取り組み、楽しく無理なく健康になっています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市健康のまちづくり計画 ○ 飯能市自殺対策計画
○ 飯能市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）・飯能市国民健康保険特定健康診査等実施計画

主な取組

１ 市民が健康になれるまちづくりの推進

①楽しく無理なく健康が身につく環境づくり
②健康な生活習慣が定着する仕組みづくり
③食育の推進

２ 「生きることの包括的な支援」の推進

①地域におけるネットワークの強化と人材の育成
②こころの健康・精神保健に関する普及啓発の拡充
③自殺防止のための支援

３ 地域医療体制の整備

①地域のニーズに応じた医療サービスの提供
②初期及び第二次救急医療体制の維持

４ 国民健康保険・後期高齢者医療制度の健全な運営

①収納率の向上及び医療費の適正化
②重症化予防、適正受診の推進

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

65歳健康寿命

介護を必要とせず、健康で日常生活を支障
なく送ることができる平均年齢
（埼玉県衛生研究所「健康指標総合ソフト」
より算出）

男性 83.51歳
女性 86.24歳

男性 84.45歳
女性 87.11歳

戦略

戦略 強靱
基
本
目
標 

３
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60

社会情勢・現状

○高齢化・人口減少が進行している中、福祉ニーズも多様化・複雑化しています。人口減による
担い手の不足や、血縁、地縁、社縁といったつながりが弱まっている現状を踏まえ、人と人、
人と社会がつながり支え合う取組が生まれやすいような環境を整える新たなアプローチが求
められています。

○社会的孤立をはじめとして、既存の制度の対象となりにくいケースや、8050問題*1などの複
合的な課題がある場合など、課題ごとの対応に加えてこれらの課題全体を捉えて関わってい
くことが必要なケースが存在しています。

○圏域ごとに地域福祉推進組織の設立を支援しており、現在活動する 8 団体は、地域の課題解
決に向け、地域住民が主体となり地域の特性を生かした様々な事業を展開しています。

○生活困窮の背景には、雇用の不安定化や家族形態の変化、高齢化、所得格差など複数の要因が
存在しています。

問題点・課題

○従来、地域福祉の担い手は仕事をリタイアした方が中心でしたが、定年延長などが進み、担い
手の確保の問題が顕在化しており、現役世代を担い手として取り込むことが必要です。

○8050問題やヤングケアラー*2など、複合的な課題を抱えている人を適切な支援に繋げていく
ために、多機関協働体制の強化を図るとともに、気軽に相談できる場所の整備が必要です。

○課題を抱える人が制度の狭間に陥ることなく、適切な支援が受けられるよう包括的な支援体
制の整備に取り組む必要があります。

○生活困窮者など課題を抱えた人の早期発見や見守り、社会とのつながりを作るために、地域ネ
ットワークの構築や「支える・支えられる」という一方的な関係でなく「相互に支え合う」地
域づくりが望まれます。

地域福祉・生活支援

『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』基本目標　3

施策

13
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地域の居場所（サロン・こども食堂など）
の設置数の推移（か所）

施策が目指すまちの姿

誰もが誰かの「笑顔のもと」となり、生きがいを感じられる孤立のないまち
日々の人と人とのつながりや様々な助け合いの活動が大切にされ、誰もが安心して暮らしています。
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60

社会情勢・現状

○高齢化・人口減少が進行している中、福祉ニーズも多様化・複雑化しています。人口減による
担い手の不足や、血縁、地縁、社縁といったつながりが弱まっている現状を踏まえ、人と人、
人と社会がつながり支え合う取組が生まれやすいような環境を整える新たなアプローチが求
められています。

○社会的孤立をはじめとして、既存の制度の対象となりにくいケースや、8050問題*1などの複
合的な課題がある場合など、課題ごとの対応に加えてこれらの課題全体を捉えて関わってい
くことが必要なケースが存在しています。

○圏域ごとに地域福祉推進組織の設立を支援しており、現在活動する 8 団体は、地域の課題解
決に向け、地域住民が主体となり地域の特性を生かした様々な事業を展開しています。

○生活困窮の背景には、雇用の不安定化や家族形態の変化、高齢化、所得格差など複数の要因が
存在しています。

問題点・課題

○従来、地域福祉の担い手は仕事をリタイアした方が中心でしたが、定年延長などが進み、担い
手の確保の問題が顕在化しており、現役世代を担い手として取り込むことが必要です。

○8050問題やヤングケアラー*2など、複合的な課題を抱えている人を適切な支援に繋げていく
ために、多機関協働体制の強化を図るとともに、気軽に相談できる場所の整備が必要です。

○課題を抱える人が制度の狭間に陥ることなく、適切な支援が受けられるよう包括的な支援体
制の整備に取り組む必要があります。

○生活困窮者など課題を抱えた人の早期発見や見守り、社会とのつながりを作るために、地域ネ
ットワークの構築や「支える・支えられる」という一方的な関係でなく「相互に支え合う」地
域づくりが望まれます。

地域福祉・生活支援

『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』基本目標　3

施策
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地域の居場所（サロン・こども食堂など）
の設置数の推移（か所）

施策が目指すまちの姿

誰もが誰かの「笑顔のもと」となり、生きがいを感じられる孤立のないまち
日々の人と人とのつながりや様々な助け合いの活動が大切にされ、誰もが安心して暮らしています。
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本施策を推進する個別計画

○ はんのうふくしの森プラン

主な取組

１ 交流や支え合いの仕組みづくり

①地域の居場所などの交流の場づくり
②外出支援など地域の実状に合わせた支え合いの仕組みづくり
③福祉への理解を深める学習の推進
④ボランティア活動への支援など多様な主体との連携

２ 安心して暮らせる仕組みづくり

①制度やサービスにつながる環境づくり（包括的支援体制*3 の整備）
②生活困窮者支援の充実

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

地域の居場所の設置数 市内で地域の居場所（サロン・こども食堂な
ど）を設置している数 73か所 79か所

生活困窮者自立相談支
援の実施件数

自立相談支援員*4による自立支援計画の年
間作成件数 5件 5件

生活困窮者への住居確
保支援件数

住居確保給付金による年間支援件数 0件 2件

戦略 強靱

戦略

*1 ８０５０問題（ｐ.60） 80 代の親と 50 代のひきこもり状態の子が同居する世帯の孤立化・困窮化に伴う様々な問題のこと。

*2 ヤングケアラー
（ｐ.60）

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者のこと。

*3 包括的支援体制 地域共生社会の実現のため、地域住民や支援関係機関等が、地域福祉推進の協力が円滑に行われ、地域生活課題
の解決に役立つ支援が包括的に提供される体制のことで、 社会福祉法に基づき、市町村の努力義務となってい
る。

*4 自立相談支援員 生活に困窮している人に対し、生活保護に至る前の段階で、課題がより複雑化・深刻化する前に自立の促進を図
る、自立相談支援事業に従事する支援員のこと。

基
本
目
標 

３
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62

社会情勢・現状

○超高齢化社会を迎えている中、本市においても単身高齢者・高齢者のみ世帯が増加していま
す。

○高齢者人口の増加を背景に今後ますます認知症の人は増加していくものと予測されます。認
知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることがで
きる地域づくりが求められています。

○高齢者が働くことを通じて生きがいを得るとともに、地域社会の活性化に貢献する組織であ
るシルバー人材センターへの運営補助を行っています。

○本市では、ホームページや広報はんのうで介護保険制度の周知を図っている一方で、要介護等
認定者や認知症高齢者の増加に対して、介護従事者が不足している状況となっています。

問題点・課題

○介護保険制度の周知を図るとともに、認知症に関する正しい理解を促進する必要があります。
○高齢者を支える、支え合い活動団体のメンバーの高齢化も進んでいることから、新たな人材の
確保と、支え合い活動団体のスキルアップが必要となっています。

○必要な介護サービスの確保を図る上で、介護従事者を確保するための仕組みを構築する必要
があります。

高齢福祉

『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』基本目標　3

施策
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単身高齢者世帯数と高齢化率の推移

単身高齢者世帯数 高齢化率

（世帯） （％）

施策が目指すまちの姿

いつまでも誰もがいきいきと安心して暮らせるまち
一人一人の高齢者がお互いに支え合い、元気で活動的で、安心して、その人らしく暮らしています。
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社会情勢・現状

○超高齢化社会を迎えている中、本市においても単身高齢者・高齢者のみ世帯が増加していま
す。

○高齢者人口の増加を背景に今後ますます認知症の人は増加していくものと予測されます。認
知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることがで
きる地域づくりが求められています。

○高齢者が働くことを通じて生きがいを得るとともに、地域社会の活性化に貢献する組織であ
るシルバー人材センターへの運営補助を行っています。

○本市では、ホームページや広報はんのうで介護保険制度の周知を図っている一方で、要介護等
認定者や認知症高齢者の増加に対して、介護従事者が不足している状況となっています。

問題点・課題

○介護保険制度の周知を図るとともに、認知症に関する正しい理解を促進する必要があります。
○高齢者を支える、支え合い活動団体のメンバーの高齢化も進んでいることから、新たな人材の
確保と、支え合い活動団体のスキルアップが必要となっています。

○必要な介護サービスの確保を図る上で、介護従事者を確保するための仕組みを構築する必要
があります。

高齢福祉

『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』基本目標　3

施策
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単身高齢者世帯数と高齢化率の推移

単身高齢者世帯数 高齢化率

（世帯） （％）

施策が目指すまちの姿

いつまでも誰もがいきいきと安心して暮らせるまち
一人一人の高齢者がお互いに支え合い、元気で活動的で、安心して、その人らしく暮らしています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市介護保険事業計画及び老人福祉計画 ○ 飯能市成年後見制度利用促進基本計画

主な取組

１ 飯能市版地域包括ケアシステムの深化・推進

①在宅医療・介護の連携
②認知症施策の推進
③包括的・継続的なマネジメント体制の強化

２ 介護予防の推進

①自立支援・介護予防・重度化防止の推進
②社会参加、生きがいある地域づくりの推進

３ 介護給付費等対象サービスの確保

①介護保険サービスの質の維持・向上
②必要なサービス量の確保のための取組の推進

４ 地域共生社会の実現

①住民主体による支え合い活動の推進
②成年後見制度の利用促進

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

認知症カフェの利用者
数

相談できる「集いの場」としての認知症カ
フェ（ひだまりカフェ）の年間延べ利用者数
（ボランティア含む）

1,872人 2,700人

住民主体によるサービ
ス提供団体数

介護予防・日常生活支援総合事業に基づく、
住民主体によるサービス提供団体数（各年
度 3月 31日時点）

9団体 11団体

戦略

戦略

強靱

基
本
目
標 
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64

社会情勢・現状

○ソーシャルインクルージョン*1の理念により、障害のある人もない人も分け隔てなく安心し
て暮らせる地域共生社会の実現に向けた取組を推進するため、障害福祉サービス等の提供体
制の充実に併せて、障害のある人の意思決定の支援、社会参加のための合理的配慮や差別解消
のための建設的な対話等「障害の社会モデル」を基本とした環境整備が求められています。

○本市では、すこやか福祉相談センターと基幹相談支援センター*2により、増加傾向にある個別
相談に対応しています。また、障害者就労支援センター*3により、障害のある人の多様な働き
方への支援を行っています。しかし、居住の場の確保など、障害のある人が、地域生活で生活
していくための整備が必要とされています。

○令和 6（2024）年度に、「飯能市手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段
の利用の促進に関する条例」を制定しています。

問題点・課題

○障害のある人への差別や偏見は根強く残っており、生活のしづらさを抱えている現状があり
ます。障害への差別や偏見を解消していくために、市民に対する適切な情報を提供していくこ
とが必要です。

○障害のある人が地域で暮らすための居住支援、多様な働き方を支援する就労支援、相談支援事
業を含めた障害福祉サービスの提供体制の確保と、適正な運営に向けた管理体制を整備する
ことが必要となっています。

○支援の質の向上に向けた相談支援専門員等福祉人材の確保と研修機会の提供による人材育成
が必要となっています。

障害福祉

『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』基本目標　3

施策
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障害別障害者手帳所持者数の推移

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

（人）

施策が目指すまちの姿

誰もがお互いを尊重し合い、ともに輝いて生きるまち
障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い、自らの能力を最
大限発揮しています。
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社会情勢・現状

○ソーシャルインクルージョン*1の理念により、障害のある人もない人も分け隔てなく安心し
て暮らせる地域共生社会の実現に向けた取組を推進するため、障害福祉サービス等の提供体
制の充実に併せて、障害のある人の意思決定の支援、社会参加のための合理的配慮や差別解消
のための建設的な対話等「障害の社会モデル」を基本とした環境整備が求められています。

○本市では、すこやか福祉相談センターと基幹相談支援センター*2により、増加傾向にある個別
相談に対応しています。また、障害者就労支援センター*3により、障害のある人の多様な働き
方への支援を行っています。しかし、居住の場の確保など、障害のある人が、地域生活で生活
していくための整備が必要とされています。

○令和 6（2024）年度に、「飯能市手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段
の利用の促進に関する条例」を制定しています。

問題点・課題

○障害のある人への差別や偏見は根強く残っており、生活のしづらさを抱えている現状があり
ます。障害への差別や偏見を解消していくために、市民に対する適切な情報を提供していくこ
とが必要です。

○障害のある人が地域で暮らすための居住支援、多様な働き方を支援する就労支援、相談支援事
業を含めた障害福祉サービスの提供体制の確保と、適正な運営に向けた管理体制を整備する
ことが必要となっています。

○支援の質の向上に向けた相談支援専門員等福祉人材の確保と研修機会の提供による人材育成
が必要となっています。

障害福祉

『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』基本目標　3

施策
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障害別障害者手帳所持者数の推移

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

（人）

施策が目指すまちの姿

誰もがお互いを尊重し合い、ともに輝いて生きるまち
障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い、自らの能力を最
大限発揮しています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市障害者計画 ○ 飯能市障害福祉計画 ○ 飯能市地域防災計画
○ 飯能市成年後見制度利用促進基本計画

主な取組

１ 障害を正しく理解できる環境づくり

①福祉意識の醸成と地域の福祉力の向上
②障害者差別の解消と権利擁護の推進

２ 地域の相談支援体制と生活支援の充実

①包括的な相談支援体制の充実
②障害特性やニーズに応じた生活支援

３ 様々な場面での合理的配慮と社会参加の充実

①インクルーシブ社会*4 に向けた基盤の整備
②多様な就労と活動に向けた支援

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

精神障害のある人の地
域移行支援

1 年間に障害福祉サービスの地域移行支援
を利用して地域移行した人数 1人 5人

障害者差別解消の推進
1 年間に障害者差別事案の紛争解決に向け
て障害者差別解消協議会を設置し、開催し
た回数

－ 2回

戦略

強靱

*1 ソーシャルインクルー
ジョン
（ｐ.64）

全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員と
して包み支え合うという理念のこと。

*2 基幹相談支援センター
（ｐ.64）

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業
並びに身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する相談等の業務を総合的に行う機関のこと。

*3 障害者就労支援センター
（ｐ.64）

障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近
な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目
的として設置されている施設のこと。

*4 インクルーシブ社会 社会を構成する全ての人は、多様な属性やニーズを持っていることを前提として、障害の有無、性別、年齢、国
籍、宗教など、あらゆる多様性を認め、全ての人が支え合いながら共に生活できる社会のこと。

基
本
目
標 

３
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社会情勢・現状

○災害時の避難所生活環境の様々な課題を踏まえ、環境整備や物資の充実などの取組が進めら
れています。

○本市では、自治会、学校、地域住民などからの依頼を受けて、防災に関する出前講座を随時実
施しているほか、災害時の自助・共助の取組が重要であるため、日頃からの備えや地域とのつ
ながりを作ることなど周知啓発を行っています。

○災害時における消防団員の出動回数の増加、活動内容の複雑化・多様化が進んでいる一方で、
全国的に消防団への加入が減少しています。

問題点・課題

○自主防災組織は自治会で構成されていますが、自治会加入世帯の減少や自治会員の高齢化が
進行している地域があるほか、災害時要援護登録者への地域支援者設定が難しい地域がある
ことから、災害時に各地域での特性に応じた自助・共助の取組が必要です。

○災害時は誰でも近くの避難所に避難できるものであり、「その運営は避難所にいる人達で行う」
という基本を広く伝えていくことが必要となっています。

○地域への帰属意識の低下、市内就労者の減少、消防団員の主力となる 20代から 30代の若者
が少ない状況で、条例定数の団員数を確保できていないことから、消防団員の確保が必要とな
っています。また、消防団が地域の安全・安心を支えており、消防団の活動内容と役割を周知
していく必要があります。

防災・消防

『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』基本目標　3

施策
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定員 実人員

（人）

施策が目指すまちの姿

誰もが安全・安心に暮らし続けることができるまち
自助・共助の意識が高まり、予防・初動・復旧が一体化した地域防災力の高いまちになっています。
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社会情勢・現状
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○災害時は誰でも近くの避難所に避難できるものであり、「その運営は避難所にいる人達で行う」
という基本を広く伝えていくことが必要となっています。

○地域への帰属意識の低下、市内就労者の減少、消防団員の主力となる 20代から 30代の若者
が少ない状況で、条例定数の団員数を確保できていないことから、消防団員の確保が必要とな
っています。また、消防団が地域の安全・安心を支えており、消防団の活動内容と役割を周知
していく必要があります。

防災・消防
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施策が目指すまちの姿

誰もが安全・安心に暮らし続けることができるまち
自助・共助の意識が高まり、予防・初動・復旧が一体化した地域防災力の高いまちになっています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市地域防災計画 ○ 国民の保護に関する飯能市計画

主な取組

１ 自助・共助の意識の醸成と活動の促進

①地域特性に応じた取組・活動の支援
②一人一人の防災意識の高揚のための啓発

２ 防災・減災のための体制の充実

①避難所等の環境整備や物資の充実
②公民連携による地域防災力の強化

３ 消防・救急体制の整備

①消防団の新規入団者の確保
②救急・救助体制の整備

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

災害時応援協定締結数 災害時の救助支援に係る対応や物資輸送な
ど、民間企業等との応援協定の締結累計数 90件 100件

消防団の新規入団者数 年度ごとの新規消防団入団者数 23人 26人

強靱

戦略 強靱

強靱

基
本
目
標 

３
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68

社会情勢・現状

○高齢者を狙った特殊詐欺やインターネットを利用した詐欺など犯罪の手口が巧妙化している
ほか、SNS やインターネットの掲示板などで犯罪の実行者を募集する闇バイトなどにより、
強盗事件や詐欺といった犯罪が増加しており、年代問わず様々な被害が発生しています。

○市内各所への防犯灯の設置、自主防犯グループの活動支援、警察等の関係機関と連携した防犯
講座、青色回転灯装着車によるパトロール、防犯街頭キャンペーンを実施しています。

○携帯端末の多機能化やインターネットの普及により、SNS をきっかけにした消費者トラブル
や中高年層の被害が増加していることから、消費生活センターでは国家資格をもった消費生
活相談員が対応しているほか、小・中学校へ消費者教育のための冊子の配布を行っています。

○交通安全教室や交通安全街頭キャンペーンの実施による意識啓発、交通安全施設の新規設置
及び維持管理、児童の登下校時の交通安全立哨員の配置などを実施しています。

問題点・課題

○本市においても特殊詐欺等が発生しており、市民が犯罪被害にあわないため、引き続き啓発活
動を行い、防犯意識の向上に努める必要があります。

○防犯灯の設置や防犯啓発活動などを通じて、犯罪が起きにくい環境整備を進める必要があり
ます。

○様々な消費生活相談に対応できるよう相談員の研修など相談体制の強化をしていくとともに、
福祉部局などの関係団体と協力し、連携した消費者被害防止対策に取り組む必要があります。

○市内では歩行中や自転車乗車中の交通事故、高齢者による重大事故が増加していることから、
交通ルールの遵守の周知、児童への交通安全教室をはじめ、様々な機会を通じて交通安全に対
する意識の醸成が必要です。

防犯・交通安全

『あんしんづくり ～健康に暮らす・支え合いで安心できる～ 』基本目標　3

施策
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犯罪認知件数（市民千人当たり） 特殊詐欺被害件数

（件）

施策が目指すまちの姿

犯罪や交通事故が少なく安心して生活できるまち
市民、地域、行政等の連携によって安全に対する意識が高まり、全ての年代の人が安全・安心に
暮らしています。
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社会情勢・現状
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や中高年層の被害が増加していることから、消費生活センターでは国家資格をもった消費生
活相談員が対応しているほか、小・中学校へ消費者教育のための冊子の配布を行っています。

○交通安全教室や交通安全街頭キャンペーンの実施による意識啓発、交通安全施設の新規設置
及び維持管理、児童の登下校時の交通安全立哨員の配置などを実施しています。
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主な取組

１ 防犯のまちづくり

①市民の防犯意識を高める啓発活動
②自主防犯団体の活性化

２ 賢い消費生活の実現

①消費者問題の解消
②消費者教育と啓発

３ 交通安全の推進

①交通安全意識の向上
②各種団体と交通安全に向けた連携

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

犯罪認知件数
1月～12月（単年）
市民 1,000人当たりの件数
（埼玉県警察調べ）

6.6件 減少

消費者被害防止啓発活
動実施回数

消費生活講座、街頭キャンペーン等の啓発
活動の年間実施回数 19回 25回

市内人身事故件数 1月～12月（単年）
（埼玉県警察調べ）

167件 減少

基
本
目
標 

３
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社会情勢・現状

○市民の健康被害を防ぐため、騒音・振動等の環境モニタリング*1を実施し、その環境の人へ
の影響を監視しています。

○はんのう市民環境会議において、ごみのポイ捨てに関するマナーアップキャンペーン、まちな
か清掃活動を実施しています。

○市民が自主的に行うごみ出しサポートに対する活動支援を行うとともに、監視パトロールの
実施や禁止看板の設置など、不法投棄未然防止対策を実施しています。

○原料及びエネルギー価格の高騰や社会的情勢の変化による物価・人件費の上昇が継続してい
ます。

○空家等の適正管理や利活用に関する周知・啓発を行っていますが、空家等が増加傾向にあります。

問題点・課題

○ごみの減量化や資源化、ごみの適正分別などの情報の周知啓発・理解が十分に浸透していない
ことから、ごみの適正な分別や減量化・資源化について、様々なツールを活用して周知徹底を
図る必要があります。

○施設の老朽化や物価上昇などに伴って、処理施設の維持管理コストが増大しています。
○管理不全空家及び所有者等が不明な空家等に対して、法に基づく助言・指導を徹底していく必
要があります。

○耐震基準を満たさない住宅を解消するため、耐震化に向けた意識啓発や後押しする取組を行う
必要があります。

○老朽化した市営住宅の長寿命化や適正管理を図る必要があります。

生活環境

『かいてきづくり ～生活環境を整える・快適にする～ 』基本目標　4

施策

18
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市民一人1日当たりの家庭系ごみ収集量の推移（g）
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住宅の耐震化率の推移（％）

施策が目指すまちの姿

環境に配慮した生活を意識し、みんなが暮らしやすいまち
一人一人が環境美化への意識を持ち、限られた資源を有効活用し、快適な生活環境の中で暮らし
ています。
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社会情勢・現状

○市民の健康被害を防ぐため、騒音・振動等の環境モニタリング*1を実施し、その環境の人へ
の影響を監視しています。

○はんのう市民環境会議において、ごみのポイ捨てに関するマナーアップキャンペーン、まちな
か清掃活動を実施しています。

○市民が自主的に行うごみ出しサポートに対する活動支援を行うとともに、監視パトロールの
実施や禁止看板の設置など、不法投棄未然防止対策を実施しています。

○原料及びエネルギー価格の高騰や社会的情勢の変化による物価・人件費の上昇が継続してい
ます。

○空家等の適正管理や利活用に関する周知・啓発を行っていますが、空家等が増加傾向にあります。

問題点・課題

○ごみの減量化や資源化、ごみの適正分別などの情報の周知啓発・理解が十分に浸透していない
ことから、ごみの適正な分別や減量化・資源化について、様々なツールを活用して周知徹底を
図る必要があります。

○施設の老朽化や物価上昇などに伴って、処理施設の維持管理コストが増大しています。
○管理不全空家及び所有者等が不明な空家等に対して、法に基づく助言・指導を徹底していく必
要があります。

○耐震基準を満たさない住宅を解消するため、耐震化に向けた意識啓発や後押しする取組を行う
必要があります。

○老朽化した市営住宅の長寿命化や適正管理を図る必要があります。

生活環境

『かいてきづくり ～生活環境を整える・快適にする～ 』基本目標　4

施策

18

538 523 518 494 491 
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施策が目指すまちの姿

環境に配慮した生活を意識し、みんなが暮らしやすいまち
一人一人が環境美化への意識を持ち、限られた資源を有効活用し、快適な生活環境の中で暮らし
ています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市環境基本計画 ○ 飯能市ごみ処理基本計画
○ 飯能市一般廃棄物処理計画実施計画 ○ 飯能市分別収集計画
○ 飯能市空家等対策計画 ○ 飯能市市営住宅等長寿命化計画
○ 飯能市建築物耐震改修促進計画

主な取組

１ 生活環境、公衆衛生、公害対策

①マナー啓発による意識の向上
②環境モニタリングの継続

２ 廃棄物対策と循環型社会の推進

①ごみ減量化、資源化の推進
②ごみ処理施設やし尿処理施設の適切な維持管理・整備
③不法投棄の未然防止対策の推進

３ 安心して暮らせる住環境の整備

①空家対策の推進
②住宅の耐震化の促進
③市営住宅の長寿命化及びライフサイクルコスト*2 の縮減

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

公害に関する環境指標 騒音、振動等の公害に関する環境指標の達
成状況

おおむね基準
値超過なし

達成

一人１日当たりのごみ
排出量

家庭系ごみ収集量／総人口
（資源ごみ及び事業系ごみを除く）

513g
(令和2年度～令和6年度平均値) 

500g 

住宅の耐震化率 市内の全住宅のうち、耐震性のある住宅※の
戸数割合 91.51％ 95.0％

※耐震性のある住宅︓昭和 56年以降の建築及び昭和 56年以前の建築で耐震性があるもの

強靱

戦略 強靱

*1 環境モニタリング
（ｐ.70）

天然資源や空気、水、土壌、生物多様性といった現在の環境状況を把握し、時間経過による変化を検知し、潜在
的な問題を特定し、将来の状況を予測するためにデータを収集・測定するシステムのこと。

*2 ライフサイクルコスト 製品や構造物（建物や橋、道路などの施設）、設備などの企画・設計段階から、運用・保守、そしてその役割を
終え、最終的な廃棄に至るまでの全期間に発生する総コストのことを指す。

基
本
目
標 

４
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社会情勢・現状

○都市回廊空間の整備や都市回廊空間から山間地域への人の流れを誘導する観光施策を進める
とともに、市街地への都市機能の集積や居住の誘導と併せて郊外・山間部を公共交通でつなぐ
コンパクト・プラス・ネットワークによる持続可能なまちづくりを目指しています。

○まちなかの賑わいの創出やさらなる活性化を目指した「飯能まちなか未来ビジョン」を策定
し、公民連携により、車中心から人中心のウォーカブルなまちづくりを進めています。

○市街地の交通ネットワークについては、土地区画整理事業などの進捗に合わせ、民間事業者や
地域住民と検討を重ねながら、利便性の向上及び路線の最適化に取り組んでいます。

○山間地域の交通ネットワークは、鉄道、路線バスなどの民間事業者と地域団体による有償サー
ビス等により確保されています。

○土地区画整理事業の推進、地区計画*1や景観条例に基づく届出制度、開発許可制度等により、
良好な住宅地等の形成を図っています。

問題点・課題

○都市回廊空間及び山間地域相互の人の流れを増やすため、回遊性を高める仕組みの構築や交
流拠点や山間地域の観光拠点のブラッシュアップが必要となっています。

○精明東部地区に指定した産業用地を早期に埋めていく必要があるとともに、新たな産業用地
の導入に向けた検討を行う必要があります。

○山間地域における交通ネットワークは運行本数減少や運行距離短縮などが懸念され、今後は
市街地でも同様の事態が想定されることから、さらなる公共交通の利用促進につながる取組
が必要となっています。

○少子高齢化による将来的な医療・福祉・商業等の生活サービス機能の低下、地域経済の衰退化
が予測される中でコンパクトなまちづくりが必要となっています。

○都市計画道路等の基盤整備が進む中で、沿道の土地利用や地区全体の土地利用の促進が必要
となっています。

土地利用・都市計画

『かいてきづくり ～生活環境を整える・快適にする～ 』基本目標　4

施策

19
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（％）

施策が目指すまちの姿

人と自然と都市環境が調和し、効果的な土地利用が進むまち
市街地、山間地域それぞれが互いの特性を生かし、交通ネットワークと連携しながら、多くの人
の流れが生まれています。
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社会情勢・現状

○都市回廊空間の整備や都市回廊空間から山間地域への人の流れを誘導する観光施策を進める
とともに、市街地への都市機能の集積や居住の誘導と併せて郊外・山間部を公共交通でつなぐ
コンパクト・プラス・ネットワークによる持続可能なまちづくりを目指しています。

○まちなかの賑わいの創出やさらなる活性化を目指した「飯能まちなか未来ビジョン」を策定
し、公民連携により、車中心から人中心のウォーカブルなまちづくりを進めています。

○市街地の交通ネットワークについては、土地区画整理事業などの進捗に合わせ、民間事業者や
地域住民と検討を重ねながら、利便性の向上及び路線の最適化に取り組んでいます。

○山間地域の交通ネットワークは、鉄道、路線バスなどの民間事業者と地域団体による有償サー
ビス等により確保されています。

○土地区画整理事業の推進、地区計画*1や景観条例に基づく届出制度、開発許可制度等により、
良好な住宅地等の形成を図っています。

問題点・課題

○都市回廊空間及び山間地域相互の人の流れを増やすため、回遊性を高める仕組みの構築や交
流拠点や山間地域の観光拠点のブラッシュアップが必要となっています。

○精明東部地区に指定した産業用地を早期に埋めていく必要があるとともに、新たな産業用地
の導入に向けた検討を行う必要があります。

○山間地域における交通ネットワークは運行本数減少や運行距離短縮などが懸念され、今後は
市街地でも同様の事態が想定されることから、さらなる公共交通の利用促進につながる取組
が必要となっています。

○少子高齢化による将来的な医療・福祉・商業等の生活サービス機能の低下、地域経済の衰退化
が予測される中でコンパクトなまちづくりが必要となっています。

○都市計画道路等の基盤整備が進む中で、沿道の土地利用や地区全体の土地利用の促進が必要
となっています。

土地利用・都市計画

『かいてきづくり ～生活環境を整える・快適にする～ 』基本目標　4

施策
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（％）

施策が目指すまちの姿

人と自然と都市環境が調和し、効果的な土地利用が進むまち
市街地、山間地域それぞれが互いの特性を生かし、交通ネットワークと連携しながら、多くの人
の流れが生まれています。

73

本施策を推進する個別計画

○ 飯能市都市計画マスタープラン ○ 飯能市立地適正化計画*2

○ 飯能まちなか未来ビジョン ○ 飯能市森林整備計画
○ 飯能市地域公共交通計画 ○ 飯能市景観計画

主な取組

１ 地域の特性に応じた利便性の確保・向上

①地域資源の有効活用
②地域の特性や機能を踏まえた地域活性化策の推進
③土地区画整理事業の推進
④立地適正化計画に基づく居住の誘導、都市機能の誘導
⑤地域公共交通ネットワークの構築
⑥社会情勢等の変化を踏まえた都市計画の変更

２ 人の流れを生み出す戦略的な利活用

①都市回廊空間の整備
②市内を回遊する人の流れを活性化する公民連携による取組の推進

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

飯能市の住みよさ

飯能市の住みよさについて「住みよい」「ど
ちらかといえば住みよい」と回答した人の
割合
（総合振興計画の意識調査より）

82.3％ 増加

実車走行距離あたりの
年間利用者数

市内バス路線における年間の利用者数から
算出
①市内全路線
②個別計画で定める軸となる路線

①1.95人/㎞
②2.07人/㎞ 現状維持

戦略 強靱

戦略

*1 地区計画
（ｐ.72）

都市計画法に定められた都市計画の種類の一つで、住民の生活に身近な地区を単位として、道路、公園などの施
設の配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定めるまちづくりの計画の
こと。

*2 立地適正化計画 人口減少・少子高齢化等の社会構造の変化に対応するため、都市機能と居住の誘導を図り、公共交通と連携した
コンパクト・プラス・ネットワークの取組により、持続可能なまちづくりを実現するための計画のこと。

基
本
目
標 

４
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社会情勢・現状

○安全・安心に暮らしやすいまちを目指して、市内の都市計画道路や幹線道路及び枝線の整備に
よる道路ネットワークの形成、また、市道の舗装修繕を進めています。

○少子高齢化や人口減少社会の進行により税収が伸び悩む一方で、老朽化する道路インフラに
対する維持管理コストが増大しています。

○山間地域や高度経済成長期に整備された道路インフラの老朽化が進む中で、道路構造物を適
正に維持管理するため、長寿命化に向けた点検調査等を実施しています。

○本市には、52か所の都市公園があり、公園緑地内の植栽管理、清掃等の維持管理を行ってい
ます。また、公園美化活動団体による公園清掃や除草作業などのボランティア活動を支援し、
市民の憩いの環境づくりを維持しています。

問題点・課題

○橋りょうの耐震化、山間地域の道路防災対策、市街地の道路冠水対策が必要となっています。
○線状降水帯等の豪雨災害の激甚化や首都直下地震の発生確率が高まる中、災害に強いまちづ
くりが求められています。

○車中心から人中心へのまちづくりを目指し、安全安心な道路空間を確保するため、歩道や自転
車通行帯の整備、無電柱化、バリアフリー*1化などを推進する必要があります。

○増大する維持管理コストに対応するため、道路構造物の点検結果から修繕箇所の優先順位を
決定し、計画的に対策を進める必要があります。

○公園施設の老朽化が進んでおり、維持管理コストが増大していく傾向になることから、公園施
設のあり方について検討が必要となっています。また、公園美化活動団体の高齢化による会員
数の減少がみられ、継続に向けた対策も必要となっています。

○まちなかで、人々の集いや憩いの場など、交流できる空間が求められていることから、森林文
化を感じられる空間づくりが必要となっています。

道路・公園

『かいてきづくり ～生活環境を整える・快適にする～ 』基本目標　4

施策

20

*1 バリアフリー 高齢者や障害者等が生活していく上で障壁(バリア)となるものを除去(フリー)するという意味で、物理的、社
会的、制度的、心理的、情報面など、様々な障壁がバリアフリーの対象となる。
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施策が目指すまちの姿

生活利便性と安全性が確保された住みよいまち
道路網及び公園の整備・保全が図られ、誰もが快適・安全に暮らしています。
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74

社会情勢・現状

○安全・安心に暮らしやすいまちを目指して、市内の都市計画道路や幹線道路及び枝線の整備に
よる道路ネットワークの形成、また、市道の舗装修繕を進めています。

○少子高齢化や人口減少社会の進行により税収が伸び悩む一方で、老朽化する道路インフラに
対する維持管理コストが増大しています。

○山間地域や高度経済成長期に整備された道路インフラの老朽化が進む中で、道路構造物を適
正に維持管理するため、長寿命化に向けた点検調査等を実施しています。

○本市には、52か所の都市公園があり、公園緑地内の植栽管理、清掃等の維持管理を行ってい
ます。また、公園美化活動団体による公園清掃や除草作業などのボランティア活動を支援し、
市民の憩いの環境づくりを維持しています。

問題点・課題

○橋りょうの耐震化、山間地域の道路防災対策、市街地の道路冠水対策が必要となっています。
○線状降水帯等の豪雨災害の激甚化や首都直下地震の発生確率が高まる中、災害に強いまちづ
くりが求められています。

○車中心から人中心へのまちづくりを目指し、安全安心な道路空間を確保するため、歩道や自転
車通行帯の整備、無電柱化、バリアフリー*1化などを推進する必要があります。

○増大する維持管理コストに対応するため、道路構造物の点検結果から修繕箇所の優先順位を
決定し、計画的に対策を進める必要があります。

○公園施設の老朽化が進んでおり、維持管理コストが増大していく傾向になることから、公園施
設のあり方について検討が必要となっています。また、公園美化活動団体の高齢化による会員
数の減少がみられ、継続に向けた対策も必要となっています。

○まちなかで、人々の集いや憩いの場など、交流できる空間が求められていることから、森林文
化を感じられる空間づくりが必要となっています。

道路・公園

『かいてきづくり ～生活環境を整える・快適にする～ 』基本目標　4

施策

20

*1 バリアフリー 高齢者や障害者等が生活していく上で障壁(バリア)となるものを除去(フリー)するという意味で、物理的、社
会的、制度的、心理的、情報面など、様々な障壁がバリアフリーの対象となる。
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施策が目指すまちの姿

生活利便性と安全性が確保された住みよいまち
道路網及び公園の整備・保全が図られ、誰もが快適・安全に暮らしています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市都市計画マスタープラン ○ 飯能市舗装修繕計画
○ 飯能市橋りょう長寿命化修繕計画 ○ 飯能市公園施設長寿命化計画
○ 飯能まちなか未来ビジョン ○ 飯能市無電柱化推進計画

主な取組

１ 安全で快適な道路環境の整備

①安全で快適に通行できる道路空間の整備
②渋滞解消や回遊性向上を目指した利便性の高い道路網の整備
③個別施設計画に基づいた道路や橋りょうの適正な維持管理と計画的な改築の推進
④地震や豪雨等の自然災害に強い道路整備

２ 潤いを提供する公園緑地

①公園緑地の適正な整備・維持・管理
②公園美化活動の推進
③まちなかの緑地空間づくりの検討

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

道路整備率 都市計画道路の整備率 77.05％
（令和５年度末）

83.0％
（令和11年度末）

公園美化活動ボラン
ティア団体数

公園等においてボランティアで清掃美化活
動を行う市民団体の数 30団体 33団体

戦略 強靱

強靱

基
本
目
標 

４
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76

社会情勢・現状

○水道管及び下水道管が老朽化しており、耐用年数を超えた管路等の割合が年々上昇していま
す。これに伴い、老朽化した水道管の漏水や下水道管への地下水の流入により有収率の低下が
顕著となっています。

○大規模地震、豪雨、大型台風など、近年、自然災害が激甚化しており、災害時に対応できる体
制づくりが求められています。

○人口減少により水道及び下水道使用者数の伸び悩みによる収入減少が見られる中、物価高騰
などの影響により工事や修繕に関する事業費が増加し、経営を圧迫しています。

○技術系職員の確保がこれまで以上に困難になることが予測されており、経験の浅い職員や事
務系職員を対象とした技術研修を通じ、人材育成に努めています。

○未給水地域では、住民の飲料水を確保するために給水施設の整備、維持管理等に対する費用を
軽減するための補助金を交付しています。

問題点・課題

○耐用年数を超えた水道管及び下水道管の割合を示す老朽化率が年々上昇しており、破損のリ
スクが高まっています。このため、計画的な管路更新等、老朽化への適切な対応が急務となっ
ています。

○物価高騰などの影響により、水道料金や下水道使用料では事業費を賄えない状況が続いてい
ます。経営健全化と将来的な更新費用を確保するために、適切な料金や使用料等の設定を含む
安定財源の確保が必要です。

○持続可能な経営を行うためには、専門性を有する職員の育成が求められています。同時に、業
務の効率化を進めるべく、民間企業等の利活用についての検討が求められています。

○技術系職員の知識・技術を十分に継承し、次世代職員による円滑な事業運営を持続できる体制
を構築する必要があります。

上下水道

『かいてきづくり ～生活環境を整える・快適にする～ 』基本目標　4

施策

21
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施策が目指すまちの姿

将来にわたり安全で安心な水が安定して供給され、きれいな水が循環するまち
施設・設備の適正な維持管理や機能強化が図られるとともに、健全な上下水道事業運営がなされ
ています。
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社会情勢・現状

○水道管及び下水道管が老朽化しており、耐用年数を超えた管路等の割合が年々上昇していま
す。これに伴い、老朽化した水道管の漏水や下水道管への地下水の流入により有収率の低下が
顕著となっています。

○大規模地震、豪雨、大型台風など、近年、自然災害が激甚化しており、災害時に対応できる体
制づくりが求められています。

○人口減少により水道及び下水道使用者数の伸び悩みによる収入減少が見られる中、物価高騰
などの影響により工事や修繕に関する事業費が増加し、経営を圧迫しています。

○技術系職員の確保がこれまで以上に困難になることが予測されており、経験の浅い職員や事
務系職員を対象とした技術研修を通じ、人材育成に努めています。

○未給水地域では、住民の飲料水を確保するために給水施設の整備、維持管理等に対する費用を
軽減するための補助金を交付しています。

問題点・課題

○耐用年数を超えた水道管及び下水道管の割合を示す老朽化率が年々上昇しており、破損のリ
スクが高まっています。このため、計画的な管路更新等、老朽化への適切な対応が急務となっ
ています。

○物価高騰などの影響により、水道料金や下水道使用料では事業費を賄えない状況が続いてい
ます。経営健全化と将来的な更新費用を確保するために、適切な料金や使用料等の設定を含む
安定財源の確保が必要です。

○持続可能な経営を行うためには、専門性を有する職員の育成が求められています。同時に、業
務の効率化を進めるべく、民間企業等の利活用についての検討が求められています。

○技術系職員の知識・技術を十分に継承し、次世代職員による円滑な事業運営を持続できる体制
を構築する必要があります。

上下水道

『かいてきづくり ～生活環境を整える・快適にする～ 』基本目標　4

施策
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施策が目指すまちの姿

将来にわたり安全で安心な水が安定して供給され、きれいな水が循環するまち
施設・設備の適正な維持管理や機能強化が図られるとともに、健全な上下水道事業運営がなされ
ています。

77

本施策を推進する個別計画

○ 飯能市水道ビジョン ○ 飯能市水道事業中期経営計画 ○ 飯能市水安全計画
○ 飯能市公共下水道事業基本計画 ○ 飯能市下水道事業経営戦略プラン

主な取組

１ 上水道の安定維持と整備

①安全な水の安定供給
②災害に強い施設の構築
③持続可能な経営基盤の強化

２ 未給水地域への対応

①未給水地域の給水施設の整備に対する支援

３ 下水道の整備推進

①下水道普及率の向上
②災害に強い施設の構築
③適正な水質管理の実施
④持続可能な経営基盤の強化

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

上水道管路の耐震化率 上水道の管路延長に対する耐震管の割合 26.9％ 28.7％

上水道の有収率 配水量に対する有収水量の割合 83.5％ 85.7％

公共下水道普及率 行政人口のうち、公共下水道を使用できる
環境にある人の割合 73.4％ 75.0％

下水道の有収率 汚水処理水量に対する有収水量の割合 75.2％ 81.2％

戦略 強靱

戦略 強靱

基
本
目
標 

４
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78

社会情勢・現状

○コロナ禍での自粛生活や様々な活動の停止を経て、市民活動がコロナ禍以前と同じ水準まで
戻り切っておらず、また、地域のつながりの希薄化が一層進んでいます。

○全国的に自治会加入率が低下し続けており、本市も同様の状況であることから、自治会加入促
進リーフレットの配布や自治会連合会との協働による啓発品の配布等、自治会加入促進の取
組を実施しています。

○持続可能な自治会運営に向けて、自治会連合会では研修会等による先進事例の勉強、啓発を実
施しています。

○山間地域の自然や文化を生かしたエコツアーなどの観光振興で魅力を発信していますが、過
疎化や高齢化が急速に進行しており、集落の機能低下などが懸念されています。

問題点・課題

○自治会加入率の低下、役員の担い手不足に対して、時代によるニーズの変化に合わせて事業を
見直すとともに、役員や加入者の業務量の見直しをする等、負担感を減らす必要があります。

○地域活動への参加意向がありながら活動ができていない市民が多いことから、行政だけでな
く市民も役割を認識することができ、参加を促す取組が必要となっています。特に、健康上の
問題が協働の妨げになっていることから、高齢者が健康を維持できるよう支援し、アクティブ
シニアの増加を図ることも必要です。

○同じ市内でも地域により社会状況や課題が異なるため、それぞれの地域の特色や住民ニーズ
を踏まえた持続可能な地域づくりが求められています。

協働・コミュニティ

『つながりづくり ～持続可能な仕組みをつくる～ 』基本目標　5

施策

22
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加入世帯数 加入率

（世帯） （％）

施策が目指すまちの姿

それぞれの立場からまちに関わり、自分なりのつながりを感じられるまち
地域住民と行政がお互いの立場を理解し、対等な関係で連携・協力する、地域の多様な力を生か
したまちになっています。



第Ⅲ部　前期基本計画 第Ⅲ部　前期基本計画

78

社会情勢・現状

○コロナ禍での自粛生活や様々な活動の停止を経て、市民活動がコロナ禍以前と同じ水準まで
戻り切っておらず、また、地域のつながりの希薄化が一層進んでいます。

○全国的に自治会加入率が低下し続けており、本市も同様の状況であることから、自治会加入促
進リーフレットの配布や自治会連合会との協働による啓発品の配布等、自治会加入促進の取
組を実施しています。

○持続可能な自治会運営に向けて、自治会連合会では研修会等による先進事例の勉強、啓発を実
施しています。

○山間地域の自然や文化を生かしたエコツアーなどの観光振興で魅力を発信していますが、過
疎化や高齢化が急速に進行しており、集落の機能低下などが懸念されています。

問題点・課題

○自治会加入率の低下、役員の担い手不足に対して、時代によるニーズの変化に合わせて事業を
見直すとともに、役員や加入者の業務量の見直しをする等、負担感を減らす必要があります。

○地域活動への参加意向がありながら活動ができていない市民が多いことから、行政だけでな
く市民も役割を認識することができ、参加を促す取組が必要となっています。特に、健康上の
問題が協働の妨げになっていることから、高齢者が健康を維持できるよう支援し、アクティブ
シニアの増加を図ることも必要です。

○同じ市内でも地域により社会状況や課題が異なるため、それぞれの地域の特色や住民ニーズ
を踏まえた持続可能な地域づくりが求められています。

協働・コミュニティ

『つながりづくり ～持続可能な仕組みをつくる～ 』基本目標　5

施策

22
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加入世帯数 加入率
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施策が目指すまちの姿

それぞれの立場からまちに関わり、自分なりのつながりを感じられるまち
地域住民と行政がお互いの立場を理解し、対等な関係で連携・協力する、地域の多様な力を生か
したまちになっています。

79

本施策を推進する個別計画

○ 飯能市地区別まちづくり計画

主な取組

１ 市民参画・協働の推進

①市民等からの意見の聴取
②まちづくりへの関心の高揚と参画の推進

２ 地域コミュニティづくりの推進

①自治会の運営支援
②地域の特色を生かした地域活動の支援
③地域の新たな魅力の創出
④地域を支える人材の育成と確保

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

自治会加入世帯数 自治会加入世帯の総数
（各年度 4月 1日時点） 24,284世帯 維持

まちづくり活動への参
加意向

まちづくり活動について「現に活動してい
る」、「活動したいと思っている」と回答した
人の割合
（総合振興計画の意識調査より）

57.2％ 増加

強靱

基
本
目
標 

５
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社会情勢・現状

○女性・こども・高齢者・障害のある人・同和問題・外国人・インターネットによる人権侵害・
性的マイノリティ*1に関する偏見・差別など、人権課題は多様化・複雑化しています。

○平成 31（2019）年３月に「平和都市」を宣言し、平和な社会の実現を目指しています。
○令和 4（2022）年１月に、「飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を創設し、
誰もが自分らしく暮らすことができる社会の実現を目指しています。

○社会の活力の維持向上のためには、外国人を含めた全ての人の能力が最大限に発揮できる社
会づくりが不可欠になっています。

○姉妹都市であるアメリカ合衆国ブレア市との文化交流や、日本語教室の開催など多文化共生
事業に取り組み、交流機会を提供しています。

問題点・課題

○無自覚に他人の人権を侵害しているケースを減らすため、何が人権侵害にあたるのかを明示
することや人権について考える機会を継続的につくっていく必要があります。

○未だ社会全体で固定的な性別役割分担意識にとらわれ、無意識の思い込みや偏見があるため、
男女共同参画意識を高め、男女が共に仕事と生活の調和を図れるように取り組む必要があり
ます。

○外国人住民が増加する中、国籍や文化、言語の異なる人たちが地域で暮らすためには、誰もが
互いを尊重し、暮らしやすい環境を整備する必要があります。

人権・共生

『つながりづくり ～持続可能な仕組みをつくる～ 』基本目標　5

施策

23

*1 性的マイノリティ 同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、又は性同一性障害などの人々のことをいい、「セクシュアル
マイノリティ」、「性的少数者」、「ＬＧＢＴＱ」ともいう。
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平成26年度 令和元年度 令和6年度

人権が侵害されたと感じたことのある
人の割合の推移（％）

施策が目指すまちの姿

一人一人が多様性を認め合い、人権を尊重し合えるまち
性別や年齢、国籍等を問わず、一人一人がそれぞれの個性と能力を発揮しながら、お互いを認め
合い、共に暮らしています。
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社会情勢・現状

○女性・こども・高齢者・障害のある人・同和問題・外国人・インターネットによる人権侵害・
性的マイノリティ*1に関する偏見・差別など、人権課題は多様化・複雑化しています。

○平成 31（2019）年３月に「平和都市」を宣言し、平和な社会の実現を目指しています。
○令和 4（2022）年１月に、「飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を創設し、
誰もが自分らしく暮らすことができる社会の実現を目指しています。

○社会の活力の維持向上のためには、外国人を含めた全ての人の能力が最大限に発揮できる社
会づくりが不可欠になっています。

○姉妹都市であるアメリカ合衆国ブレア市との文化交流や、日本語教室の開催など多文化共生
事業に取り組み、交流機会を提供しています。

問題点・課題

○無自覚に他人の人権を侵害しているケースを減らすため、何が人権侵害にあたるのかを明示
することや人権について考える機会を継続的につくっていく必要があります。

○未だ社会全体で固定的な性別役割分担意識にとらわれ、無意識の思い込みや偏見があるため、
男女共同参画意識を高め、男女が共に仕事と生活の調和を図れるように取り組む必要があり
ます。

○外国人住民が増加する中、国籍や文化、言語の異なる人たちが地域で暮らすためには、誰もが
互いを尊重し、暮らしやすい環境を整備する必要があります。

人権・共生

『つながりづくり ～持続可能な仕組みをつくる～ 』基本目標　5

施策

23

*1 性的マイノリティ 同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、又は性同一性障害などの人々のことをいい、「セクシュアル
マイノリティ」、「性的少数者」、「ＬＧＢＴＱ」ともいう。
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人権が侵害されたと感じたことのある
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施策が目指すまちの姿

一人一人が多様性を認め合い、人権を尊重し合えるまち
性別や年齢、国籍等を問わず、一人一人がそれぞれの個性と能力を発揮しながら、お互いを認め
合い、共に暮らしています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市男女共同参画プラン ○ 飯能市同和行政基本方針実施計画
○ 飯能市教育大綱 ○ 飯能市教育振興基本計画
○ 飯能市国際交流協会事業計画

主な取組

１ 人権尊重の推進

①人権意識を高めるための教育・啓発
②人権侵害に関わる相談支援体制の充実

２ 男女共同参画社会の実現

①男女共同参画意識の向上
②あらゆる分野における男女共同参画の推進
③DV*2 防止の推進
④多様な働き方とワーク・ライフ・バランス*3 の推進

３ 多文化共生の推進

①外国人を含む誰もが暮らしやすいまちづくり
②国際交流など外国人との交流機会の創出

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

人権が侵害されたと感
じたことのある人の割
合

「自分自身又は身近な人の人権が侵害され
たと感じたことのある人」の割合（人権に関
する意識調査より）

30.6％ 減少

人権教育研修会の参加
者数

研修会の参加者数
①生涯学習課・公民館実施分
②教育センター実施分

①207人
②19人

①250人
②19人

審議会等への女性委員
登用率

各種審議会における女性委員の割合 26.2％ 30.0％

日本語教室の参加者数 日本語教室に参加する外国人の年間延べ人
数 522人 620人

戦略

強靱

*2 ＤＶ
（ディーブイ：ドメス
ティックバイオレンス）

Domestic Violence の略。「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意
味で使用されることが多い。

*3 ワーク・ライフ・バラ
ンス

「仕事と私生活の両方を充実させること」という意味であり、国民一人一人が、「やりがいや充実感を感じなが
ら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の
各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」を目指すものとされる。

基
本
目
標 

５



第Ⅲ部　前期基本計画

82

社会情勢・現状

○全国的に人口減少が進む中、地域資源を生かした戦略的なシティプロモーションにより、まち
の魅力を広め、地域や地域の人々と多様に関わる関係人口や移住定住者の増加につなげてい
こうとする動きが活発化しています。

○能動的に選択される情報源となるべく、広報はんのうでは地域の文化・歴史等の記事を拡充し
ています。また、合理的配慮の観点を踏まえ、アクセシビリティ*1の向上を図っています。

○友好都市の茨城県高萩市をはじめ、横浜市中区や西武線沿線自治体等との交流を通じて、市の
魅力を内外に発信しています。

○ふるさと納税制度の認知度が高まるとともに利用者が増加しており、本市においてはムーミ
ン関連の返礼品をきっかけに、徐々に地場産品の返礼品にも目を向けてもらえる流れが生ま
れてきています。

問題点・課題

○急激な人口減少による暮らしの質の低下が懸念されることから、本市の魅力を更に高め、発信
するとともに、移住・定住を希望する人の背中を押したり、Ｕターンを後押しする取組が求め
られます。

○シティセールス*2・シティプロモーション*3を推進するため、様々な情報発信手段の併用、各
部署が多様な媒体を活用しやすい仕組みの整備、民間によるシティプロモーションの利活用・
連携など、より効果的な取組が求められます。

○物価高騰等の影響により、従来どおりの都市間交流が難しくなってきていることから、持続可
能な交流の形を検討していく必要があります。

○令和５（2023）年の国の返礼品基準の改正により、ムーミン関連をはじめとした人気の返
礼品が扱えなくなったことから、多くの人の目を集める新たな返礼品を開拓するとともに、
効果的なプロモーションに取り組む必要があります。

シティセールス・シティプロモーション

『つながりづくり ～持続可能な仕組みをつくる～ 』基本目標　5

施策

24
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ふるさと納税寄附者数の推移（人）

施策が目指すまちの姿

誰もが飯能市に魅力や誇りを感じることのできるまち
住む人や飯能市を知った人がまちに誇りや愛着を感じ、選ばれるまちになっています。
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社会情勢・現状

○全国的に人口減少が進む中、地域資源を生かした戦略的なシティプロモーションにより、まち
の魅力を広め、地域や地域の人々と多様に関わる関係人口や移住定住者の増加につなげてい
こうとする動きが活発化しています。

○能動的に選択される情報源となるべく、広報はんのうでは地域の文化・歴史等の記事を拡充し
ています。また、合理的配慮の観点を踏まえ、アクセシビリティ*1の向上を図っています。

○友好都市の茨城県高萩市をはじめ、横浜市中区や西武線沿線自治体等との交流を通じて、市の
魅力を内外に発信しています。

○ふるさと納税制度の認知度が高まるとともに利用者が増加しており、本市においてはムーミ
ン関連の返礼品をきっかけに、徐々に地場産品の返礼品にも目を向けてもらえる流れが生ま
れてきています。

問題点・課題

○急激な人口減少による暮らしの質の低下が懸念されることから、本市の魅力を更に高め、発信
するとともに、移住・定住を希望する人の背中を押したり、Ｕターンを後押しする取組が求め
られます。

○シティセールス*2・シティプロモーション*3を推進するため、様々な情報発信手段の併用、各
部署が多様な媒体を活用しやすい仕組みの整備、民間によるシティプロモーションの利活用・
連携など、より効果的な取組が求められます。

○物価高騰等の影響により、従来どおりの都市間交流が難しくなってきていることから、持続可
能な交流の形を検討していく必要があります。

○令和５（2023）年の国の返礼品基準の改正により、ムーミン関連をはじめとした人気の返
礼品が扱えなくなったことから、多くの人の目を集める新たな返礼品を開拓するとともに、
効果的なプロモーションに取り組む必要があります。

シティセールス・シティプロモーション

『つながりづくり ～持続可能な仕組みをつくる～ 』基本目標　5

施策
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施策が目指すまちの姿

誰もが飯能市に魅力や誇りを感じることのできるまち
住む人や飯能市を知った人がまちに誇りや愛着を感じ、選ばれるまちになっています。
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主な取組

１ シビックプライドを醸成するインナープロモーション*4の推進

①効果的かつわかりやすい情報発信
②市民がまちの魅力に気づくことができる情報発信

２ 多くの人をひきつけるアウタープロモーション*5の推進

①民間活力を生かした積極的なシティプロモーションの実施
②交流人口・関係人口を創出するための情報発信
③移住・定住を希望する人への情報提供と支援の実施
④持続可能な都市間交流の推進
⑤ふるさと納税返礼品の充実と効果的なＰＲ

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

人口動態の社会増減 年間の社会動態（転入・転出に伴う人口の動
き）における増減 +175人 プラスを維持

ふるさと納税寄附者数 5 年間におけるふるさと納税寄附者の増加
数の累計 ±0人 +5,000人

強靱

戦略

*1 アクセシビリティ
（ｐ.82）

「近づきやすさ」「利用のしやすさ」「便利であること」などを意味し、特に IT 分野では、機器やソフトウェア、
情報、サービスなどが、身体の状態や能力の違いに関わらず、様々な人が同じように利用できる状態やその度合
いを指す。

*2 シティセールス
（ｐ.82）

地域が持つ資源を活用し、地域の魅力を高めるため、地域の特長や強みを再認識し、当該自治体内外に発信する
ことで、資源（人、金、企業など）を地域に取り込むこと。

*3 シティプロモーション
（ｐ.82）

内外に地域の魅力を発信することでイメージを高め、ヒト・モノ・カネを呼び込み、地域経済の活性化につなげ
る活動のこと。

*4 インナープロモーション 自治体が地域内の住民や関係者に対して、当該自治体の魅力や取組を発信し、地域住民等の郷土愛や地域への
誇りの醸成につなげていく活動のこと。

*5 アウタープロモーション 当該自治体に居住してない「転入の促進のターゲット」に対して、まちの持つイメージや魅力をプロモーション
していくこと。

基
本
目
標 

５
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社会情勢・現状

○「デジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せ
が実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」を目指し、自治体情報シ
ステムの標準化*2や行政手続のデジタル化、マイナンバーカード*3の活用促進を進めています。

○行政運営の効率化や市民の利便性向上を見据え、デジタル技術の活用が進められています。
○デジタルに不慣れな方のほか、デジタル機器の利用が困難な方や利用しない方のため、アクセ
シビリティの徹底等を進め、誰もが日常的にデジタル化の恩恵を享受できる「誰一人取り残さ
ない」デジタル社会の実現を目指しています。

問題点・課題

○デジタルを活用できる利用者のために、オンラインで完結できる手続の推進や整理が必要と
なっています。

○マイナンバーカードの普及・利活用に向けた周知やサポートを強化するとともに、セキュリテ
ィ対策や組織全体のセキュリティレベルの向上を図る必要があります。

○人口減少や少子高齢化の進行等により、従来どおりに公共サービスを維持していくことが困
難になっていくことを見据え、類似業務の集約、デジタル技術による一括処理、利用サービス
ごとの業務フローの変更など、行政サービスの効率化・最適化を図る必要があります。

○デジタルサービスに不慣れな方やデジタル機器の利用が困難な方に対してもデジタル活用力
や情報モラルの向上を支援し、安心してデジタルサービスを利用できる環境を整備していく
必要があります。

情報政策（ＤＸ*1）*

『つながりづくり ～持続可能な仕組みをつくる～ 』基本目標　5

施策
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マイナンバーカード保有率の推移（％）

施策が目指すまちの姿

誰一人取り残さないデジタルでつながる便利なまち
デジタル技術をまちづくりに積極的に取り入れ、暮らしやすく、便利で安全・安心なデジタル社
会になっています。
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社会情勢・現状

○「デジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せ
が実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」を目指し、自治体情報シ
ステムの標準化*2や行政手続のデジタル化、マイナンバーカード*3の活用促進を進めています。

○行政運営の効率化や市民の利便性向上を見据え、デジタル技術の活用が進められています。
○デジタルに不慣れな方のほか、デジタル機器の利用が困難な方や利用しない方のため、アクセ
シビリティの徹底等を進め、誰もが日常的にデジタル化の恩恵を享受できる「誰一人取り残さ
ない」デジタル社会の実現を目指しています。

問題点・課題

○デジタルを活用できる利用者のために、オンラインで完結できる手続の推進や整理が必要と
なっています。

○マイナンバーカードの普及・利活用に向けた周知やサポートを強化するとともに、セキュリテ
ィ対策や組織全体のセキュリティレベルの向上を図る必要があります。

○人口減少や少子高齢化の進行等により、従来どおりに公共サービスを維持していくことが困
難になっていくことを見据え、類似業務の集約、デジタル技術による一括処理、利用サービス
ごとの業務フローの変更など、行政サービスの効率化・最適化を図る必要があります。

○デジタルサービスに不慣れな方やデジタル機器の利用が困難な方に対してもデジタル活用力
や情報モラルの向上を支援し、安心してデジタルサービスを利用できる環境を整備していく
必要があります。

情報政策（ＤＸ*1）*

『つながりづくり ～持続可能な仕組みをつくる～ 』基本目標　5
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施策が目指すまちの姿

誰一人取り残さないデジタルでつながる便利なまち
デジタル技術をまちづくりに積極的に取り入れ、暮らしやすく、便利で安全・安心なデジタル社
会になっています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市行政改革大綱 ○ 飯能市行政改革・財政健全化実施計画
○ 飯能市地域情報化推進計画

主な取組

１ デジタル化による市民サービスの向上

①デジタルを活用した窓口サービスの向上
②行政手続のオンライン化の推進
③マイナンバーカードの普及・利活用促進
④セキュリティ対策の徹底

２ デジタルを活用した地域の魅力向上

①デジタルの恩恵を享受するためのデジタル活用力の向上
②デジタルを活用した地域の魅力の情報発信、データ公開

３ 市民サービス向上のための行政事務効率化

①利用者視点の行政サービスづくりと業務の最適化
②職員のデジタル人材*4 の育成
③AI等先進技術の活用推進

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

オンラインで申請でき
る行政手続数

オンラインで申請できる行政手続数
（臨時的な手続きを除く） 135手続 200手続

オンラインでの申請件
数

オンライン（電子申請、公共施設予約システ
ム等）で申請された件数

78,262件 85,000件

マイナンバーカードの
保有率

マイナンバーカードの保有率
（各年度 3月 31日時点） 77.1％ 85.0％

戦略 強靱

戦略 強靱

戦略

*1 ＤＸ（ｐ.84） Ｄigital Ｔransformation の略で、直訳すると「デジタル変革」という意味であるが、デジタル技術を社会に
浸透させて人々の生活をより良いものへと変革することを指す。

*2 自治体情報システムの
標準化
（ｐ.84）

自治体が使用する情報システムに対して一定の基準や規格を設け、統一的な取り扱いを促進すること。住民サー
ビスに直結する 20 の基幹業務システムを、国が定める標準仕様に合わせたシステムへ移行する取り組み。飯能
市では令和８年２月に基幹システムの移行が完了し、一部未移行のシステムは令和 10 年度までに移行が完了す
る予定。

*3 マイナンバーカード
（ｐ.84）

本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、
また、様々な行政サービスを受けることができるようになるＩＣカードのこと。

*4 デジタル人材 ＡＩやビッグデータ、ＩｏＴなどの最先端のデジタルテクノロジーに詳しく、その技術を理解・活用して、企業
や社会に新しい価値を創造・提供できる人材のこと。

基
本
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社会情勢・現状

○市民の多様化する価値観や社会課題への関心が高まる中、行政に対する市民ニーズも多様化
しています。

○利活用されていない普通財産を活用し、市の財源確保に努めているとともに、事務事業の取捨
選択、交付税措置などを活用して資金調達等に取り組んでいます。

○老朽化した施設の管理経費や更新経費の急速な増加が見込まれています。
○全国的に人口減少や少子高齢化が進行していることに伴い、自治体単独での行政運営が厳し
い状況となっていることから、公民連携による地域の課題解決や活性化に向けた取組が広が
っています。

問題点・課題

○生産年齢人口の減少が続く中、限られた財源・人材で持続可能な行政サービスを提供し続け、
市民福祉の水準を維持することが求められており、持続的な行財政運営のための対策が必要
です。

○公共施設等の老朽化に対応するため、長寿命化や複合化・統合・集約化の検討を含めた最適な
配置が必要です。

○人口減少や少子高齢化による複雑・高度化した行政ニーズに対応するため、行政の広域化、公
民連携等に取り組み、効果的な行政運営を行うことが必要です。

行財政運営

『つながりづくり ～持続可能な仕組みをつくる～ 』基本目標　5

施策
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財政調整基金 減債基金

（億円）

施策が目指すまちの姿

持続可能で安定したサービスが提供されるまち
限りある財源の中で持続可能な行政運営の仕組みが確立され、最適化された行政サービスが提
供されています。
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本施策を推進する個別計画

○ 飯能市行政改革大綱 ○ 飯能市行政改革・財政健全化実施計画
○ 飯能市地域情報化推進計画 ○ 飯能市公共施設等総合管理計画
○ 埼玉県西部地域まちづくり構想・計画

主な取組

１ 持続発展を導く安定的な行政経営

①組織や職員数の適正化と人材の育成
②事務事業の継続的な見直し
③効率的、効果的な事業手法の検討
④普通建設事業の選択と集中

２ 健全な財政運営

①安定的かつ確実な税収の確保
②新たな財源の確保
③公共施設等の総量最適化、施設の再編・再配置

３ 総合力を生かす公民連携・広域行政の推進

①民間事業者等との対話と強みの掛け合わせによるまちづくり
②効率的、効果的な広域行政の推進

評価指標

評価指標 指標の説明
基準値

（令和６年度）

目標値
（令和 12 年度）

財政調整基金*1 及び減
債基金*2 の合計残高

健全な財政運営のために積み立てる 2 つの
基金の合計残高 17億円 標準財政規模*3

の 1割程度

公民連携事業の事業数 民間提案制度による公民連携事業の累計採
択数 2件 25件

市税収納率 現年課税分及び滞納繰越分の合計収納率
（令和 6年度埼玉県平均 98.5％） 98.6％ 埼玉県平均

以上

公共施設の延床面積 公共施設の削減対象延床面積（基準値から
の削減率） 254,900㎡ 14％削減

戦略

強靱

戦略 強靱

*1 財政調整基金 自治体における年度間の財源の不均衡を調整するための積立金で、大規模災害の発生や大幅な税収減などがあ
る年度に取り崩しを行う。

*2 減債基金 市債の償還財源を確保し、財政の健全な運営に資するための資金を積み立てることを目的に設置された基金の
こと。

*3 標準財政規模 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すものであり、標準税収入
額等に普通交付税額と臨時財政対策債発行可能額を加算した額」をいい、具体的には、「毎年経常的に入ってく
る、市町村の裁量で自由に使えるお金」であり、一定の計算式（標準財政規模＝標準税収入額等＋普通交付税額
＋臨時財政対策債発行可能額）のもとで算出された見込額（理論値）をいう。

基
本
目
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第３章　重点施策（第3期飯能市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

１　策定の背景と目的 

平成 26（2014）年 11月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、国では、将来に
わたって活力ある日本社会を維持していくための今後の目標等を定めた「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」を策定しました。これを受けて、本市では平成 28（2016）年に「飯能市
地域創生プログラム（飯能市まち・ひと・しごと創生総合戦略）」を策定し、また、令和 4
（2022）年には「第 2期飯能市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少の
克服及び賑わいと活力の創造に取り組んできました。
総合戦略の方向性は、総合振興計画に掲げるまちづくりの方向性と一致するものである

ことから、これまでと同様、総合振興計画と総合戦略を一体的に策定することとし、前期基
本計画の重点施策に「第 3期飯能市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を位置付けます。
重点施策では、特に「まち」、「ひと」、「しごと」に関して、国や県の戦略を勘案しつつ、

重点的に取り組むべき事項を定め、人口減少や少子高齢化等の諸課題に迅速かつ柔軟に対
応しながら、本市のまちづくりを推進していきます。
なお、本章における「重要業績評価指標（ＫＰＩ）」には、第Ⅲ部第２章「分野別の施策」

に掲載している評価指標のうち、重点施策に関連する代表的なものを転載しています。

２　総合戦略の位置付け

■第３期飯能市まち・ひと・しごと創生総合戦略と第６次飯能市総合振興計画の相関図

第３期飯能市

まち・ひと・しごと創生総合戦略

（令和 8 年度～令和 12 年度）

国 ： 地方創生に関する総合戦略

県 ： まち・ひと・しごと創生総合戦略

まち・ひと・しごと創生法

第６次飯能市

総合振興計画

基本構想

分野別の施策 重点

各個別計画 整合・連携 飯能市人口ビジョン

整合
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３　具体的な施策

重点施策１ 地域特性を生かし安定した雇用を創出する

１　基本的な方向

本市の若年人口の市外への流出による影響を最小限に抑えるため、多様な担い手が活躍する
機会をつくると同時に、森林や農地といった地域資源を活用した新たな事業や特に若い世代に
とって魅力ある仕事や雇用を創出していくことが重要となります。市内の各地域の特性を生か
しながら仕事や雇用を創出し、一人一人がその能力を発揮し活躍できる環境づくりを進めてい
きます。

２　個別施策
※（　）内は前期基本計画「第２章　分野別施策」の（施策番号-取組番号）を示します。

1-（1）企業誘致の推進

・ 未立地箇所への早期立地の促進（4-3）
・ 新たな産業用地の創出に向けた検討（4-3）

1-（2）起業・創業・就業支援の推進、商工業の活性化

・ 創業希望者がチャレンジしやすい環境の整備（4-2）
・ 企業等と連携した雇用促進のための取組の推進（4-2）
・ 公民連携による賑わい創出に向けた取組の展開（4-1）

1-（3）農林業の振興及び農林業への就業支援

・ 就農支援、農地所有者と就農希望者とのマッチング（3-1）
・ 農地の集積・集約化、耕作放棄地の解消（3-1）
・ 林業及び木材産業事業者の育成と支援（3-3）

３　重要業績評価指標（ＫＰＩ）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値

（R6 年度）
目標値

（R12年度）

精明東部地区に指定する区域の立地割合 64.16％ 増加

創業件数 146 件 220 件

農地中間管理権等設定面積 33.8ha 維持

< 数値目標 >

市内従業者数の増加 【参考︓令和３年は 29,250人】
働いている市民の割合の増加 【参考︓令和 6年は 77.4％】
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重点施策２ 交流人口、定住人口の人の流れを加速させる

１ 基本的な方向

急激な人口減少を緩やかにしていくため、引き続き都市回廊空間をはじめとする地域資源を
生かした賑わいの創出や子育て世代の流入の促進、土地区画整理事業の推進などにより、交流
人口、定住人口につなげていきます。また、飯能市を知ってもらう、飯能市と関わる人を増や
すという視点に立ってあらゆる施策を推進し、本市への人の流れを更に加速させていきます。

２ 個別施策

2-（1）地区別振興策の推進

・ 地域の特性に応じた利便性の向上（19-1）
① 飯能第一小学校等複合施設の整備
② 道の駅の整備
③ 元加治駅周辺の整備
④ 土地区画整理事業の推進
⑤ 移住支援金等を活用した東京圏からの移住促進
⑥ 廃校舎を活用した山間地域の活性化

2-（2）都市回廊空間から中心市街地、そして山間地域との相互の人の流れの創出

・ 都市回廊空間を構成する拠点施設や道路の整備（2-1、19-2、20-1）
① 飯能らしさに磨きをかけた魅力アップによるさらなる誘客
② 阿須小久保線の整備
③ 久下六道線の整備

・ 商工会議所や商店街連盟の賑わい創出の取組への支援（4-1）
・ 市内を回遊する人の流れを活性化する公民連携による取組の推進（19-2）
・ 民間事業者等との対話と強みの掛け合わせによるまちづくり（26-3）

2-（3）積極的なシティセールス・シティプロモーション

・ 民間活力を生かした積極的なシティプロモーションの実施（24-2）
・ 交流人口・関係人口を創出するための情報発信（24-2）
・ 移住・定住を希望する人への情報提供と支援の実施（24-2）

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値

（R6年度）
目標値

（R12年度）

飯能市の住みよさ 82.3％ 増加

道路整備率 77.05％ 83.0％

ふるさと納税寄附者数 ±0 人 +5,000 人

< 数値目標 >

人口動態の社会増減のプラスを維持　【参考︓令和６年度は+175人】
交流人口（観光入込客数）400万人／年間 【参考︓令和６年は 385万人】
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重点施策２ 交流人口、定住人口の人の流れを加速させる

１ 基本的な方向

急激な人口減少を緩やかにしていくため、引き続き都市回廊空間をはじめとする地域資源を
生かした賑わいの創出や子育て世代の流入の促進、土地区画整理事業の推進などにより、交流
人口、定住人口につなげていきます。また、飯能市を知ってもらう、飯能市と関わる人を増や
すという視点に立ってあらゆる施策を推進し、本市への人の流れを更に加速させていきます。

２ 個別施策

2-（1）地区別振興策の推進

・ 地域の特性に応じた利便性の向上（19-1）
① 飯能第一小学校等複合施設の整備
② 道の駅の整備
③ 元加治駅周辺の整備
④ 土地区画整理事業の推進
⑤ 移住支援金等を活用した東京圏からの移住促進
⑥ 廃校舎を活用した山間地域の活性化

2-（2）都市回廊空間から中心市街地、そして山間地域との相互の人の流れの創出

・ 都市回廊空間を構成する拠点施設や道路の整備（2-1、19-2、20-1）
① 飯能らしさに磨きをかけた魅力アップによるさらなる誘客
② 阿須小久保線の整備
③ 久下六道線の整備

・ 商工会議所や商店街連盟の賑わい創出の取組への支援（4-1）
・ 市内を回遊する人の流れを活性化する公民連携による取組の推進（19-2）
・ 民間事業者等との対話と強みの掛け合わせによるまちづくり（26-3）

2-（3）積極的なシティセールス・シティプロモーション

・ 民間活力を生かした積極的なシティプロモーションの実施（24-2）
・ 交流人口・関係人口を創出するための情報発信（24-2）
・ 移住・定住を希望する人への情報提供と支援の実施（24-2）

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値

（R6年度）
目標値

（R12年度）

飯能市の住みよさ 82.3％ 増加

道路整備率 77.05％ 83.0％

ふるさと納税寄附者数 ±0 人 +5,000 人

< 数値目標 >

人口動態の社会増減のプラスを維持　【参考︓令和６年度は+175人】
交流人口（観光入込客数）400万人／年間 【参考︓令和６年は 385万人】
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重点施策３ 結婚、出産、子育てなどの若い世代の希望をかなえる

１ 基本的な方向

若い世代が結婚やこどもを持つことの希望がかなえられるようにするため、保護者への切れ
目のない子育て支援、仕事と子育てが両立できる環境の整備などを進めます。また、先進的な
学校教育や地域ぐるみでこどもの成長を応援するまちづくりに取り組み、こどもを産み育てた
い、こどもを産み育てられると思えるまちを目指します。

２ 個別施策

3-（1）切れ目のない子育て支援の推進

・結婚を望む人への支援の実施（6-2）
・様々な機関や専門職が連携した切れ目のない支援の実施（7-1）
・妊娠・出産、子育てを希望する人への支援の充実（7-1）
・地域の子育て支援機能の充実（7-2）
・家庭教育支援体制の充実（9-2）

3-（2）未来を拓く教育の推進

・多様な学びや体験機会の充実（6-1）
・学びの改革を推進する「主体的・対話的で深い学び」の実現（8-1）
・一人一人の教育機会の確保（8-2）
・こども達の安全・安心で多様な活動場所の充実（9-2）

3-（3）ワーク・ライフ・バランスの推進

・多様な働き方とワーク・ライフ・バランスの推進（23-2）
・男女共同参画社会の推進（23-2）

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値

（R6年度）
目標値

（R12年度）

地域の子育て環境や支援の満足度
乳幼児保護者 35.8％

小学生保護者 24.5％

乳幼児保護者 50.0％

小学生保護者 35.0％

「自分にはよいところがあると思う」と回答した

児童生徒の割合

小学生 86.6％

中学生 78.7％

小学生 90.0％

中学生 88.0％

放課後児童クラブの待機児童数 25 人 0 人

< 数値目標 >

年少人口(0～14歳)の減少抑制（△9.0％未満）【令和 12年度までの減少率の推計は△10.6％】
若年人口(20～39歳)の減少抑制（△5.0％未満）【令和 12年度までの減少率の推計は△6.9％】

重
点
施
策
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重点施策４ 安心して住み続けられる地域をつくる

１ 基本的な方向

人口減少の中でも市民が安心して住み続けられる地域をつくるため、地域公共交通の確保、
都市のコンパクト化やインフラ維持、公共施設の適正配置により、市民の利便性を損なうこと
なく必要とするサービスを持続的に提供します。また、市民、各種団体、地域との協働により、
全ての年代の人々が将来にわたって住み続けたいと思えるまちを目指します。

２ 個別施策

4-（1）安全で利便性の高い道路や土地等の改良促進

・安全で快適に通行できる道路空間の整備（20-1）
・土地区画整理事業の推進（19-1）
・社会情勢等の変化を踏まえた都市計画の変更（19-1）

4-（2）災害に強く、住みよい地域づくり

・間伐の促進や針広混交林化による公益的機能の発揮（1-2、3-4）
・公民連携による地域防災力の強化（16-2）
・建築物や橋りょう、公共施設などの耐震化の促進（18-3、20-1、21-1、21-3）

4-（3）地域の移動手段を「まもる」「育てる」「つくる」

・外出支援など地域の実状に合わせた支え合いの仕組みづくり（13-1）
・地域公共交通ネットワークの構築（19-1）

4-（4）ゼロカーボンシティの実現に向けた取組

・手入れ不足の森林の間伐等による整備推進（1-2、3-4）
・省エネルギー・再生可能エネルギー設備の普及促進（5-3）
・ダイアプラン構成市と連携した地球温暖化防止対策（5-3）

4-（5）包括的支援体制のさらなる充実

・保健、医療、介護、福祉の総合的・専門的な相談支援体制の整備推進（12-2、12-3、14-1）
・既存の相談支援等の取組を活用した重層的支援体制の構築 ～世代や属性を問わない相談支援、
参加支援、地域づくりに向けた支援～（6-1、7-1、7-3、12-2、13-2、14-2、15-2）

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値

（R6年度）
目標値

（R12年度）

道路整備率（再掲） 77.05％ 83.0％

災害時応援協定締結数 90 件 100 件

実車走行距離あたりの年間利用者数
①市内全路線 ②個別計画で定める軸となる路線

① 1.95 人/㎞
② 2.07 人/㎞

現状維持

市域の温室効果ガス排出量 362.6千 t-CO2 259.3 千 t-CO2

65 歳健康寿命
男性 83.51 歳
女性 86.24 歳

男性 84.45 歳
女性 87.11 歳

< 数値目標 >

転出意向 10％以下 【参考︓令和 6年度市民意識調査では 10.5％】
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重点施策４ 安心して住み続けられる地域をつくる

１ 基本的な方向

人口減少の中でも市民が安心して住み続けられる地域をつくるため、地域公共交通の確保、
都市のコンパクト化やインフラ維持、公共施設の適正配置により、市民の利便性を損なうこと
なく必要とするサービスを持続的に提供します。また、市民、各種団体、地域との協働により、
全ての年代の人々が将来にわたって住み続けたいと思えるまちを目指します。

２ 個別施策

4-（1）安全で利便性の高い道路や土地等の改良促進

・安全で快適に通行できる道路空間の整備（20-1）
・土地区画整理事業の推進（19-1）
・社会情勢等の変化を踏まえた都市計画の変更（19-1）

4-（2）災害に強く、住みよい地域づくり

・間伐の促進や針広混交林化による公益的機能の発揮（1-2、3-4）
・公民連携による地域防災力の強化（16-2）
・建築物や橋りょう、公共施設などの耐震化の促進（18-3、20-1、21-1、21-3）

4-（3）地域の移動手段を「まもる」「育てる」「つくる」

・外出支援など地域の実状に合わせた支え合いの仕組みづくり（13-1）
・地域公共交通ネットワークの構築（19-1）

4-（4）ゼロカーボンシティの実現に向けた取組

・手入れ不足の森林の間伐等による整備推進（1-2、3-4）
・省エネルギー・再生可能エネルギー設備の普及促進（5-3）
・ダイアプラン構成市と連携した地球温暖化防止対策（5-3）

4-（5）包括的支援体制のさらなる充実

・保健、医療、介護、福祉の総合的・専門的な相談支援体制の整備推進（12-2、12-3、14-1）
・既存の相談支援等の取組を活用した重層的支援体制の構築 ～世代や属性を問わない相談支援、
参加支援、地域づくりに向けた支援～（6-1、7-1、7-3、12-2、13-2、14-2、15-2）

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値

（R6年度）
目標値

（R12年度）

道路整備率（再掲） 77.05％ 83.0％

災害時応援協定締結数 90 件 100 件

実車走行距離あたりの年間利用者数
①市内全路線 ②個別計画で定める軸となる路線

① 1.95 人/㎞
② 2.07 人/㎞

現状維持

市域の温室効果ガス排出量 362.6千 t-CO2 259.3 千 t-CO2

65 歳健康寿命
男性 83.51 歳
女性 86.24 歳

男性 84.45 歳
女性 87.11 歳

< 数値目標 >

転出意向 10％以下 【参考︓令和 6年度市民意識調査では 10.5％】
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重点施策５ デジタルの力を活用して質の高い市民サービスを実現する

１ 基本的な方向

人口減少に伴う社会の担い手不足や税収の減少に対応するため、ＤＸ（デジタル・トランス
フォーメーション）を推進し、デジタル技術を活用した自動化・省力化、データを活用した的
確なニーズ把握による最適化などの取組を進め、サービスの質を維持・向上させていきます。
また、申請手続のオンライン化やキャッシュレス化の推進などにより、市民の生活利便性の向
上を目指します。

２ 個別施策

5-（1）デジタル基盤の整備

・行政手続のオンライン化の推進（25-1）
・マイナンバーカードの普及・利活用促進（25-1）
・AI等先進技術の活用推進（25-3）
・効率的、効果的な事業手法の検討（26-1）

5-（2）デジタル人材の育成・確保

・セキュリティ対策の徹底（25-1）
・職員のデジタル人材の育成（25-3）
・組織や職員数の適正化と人材の育成（26-1）

5-（3）誰一人取り残されないための取組

・デジタルの恩恵を享受するためのデジタル活用力の向上（25-2）
・利用者視点の行政サービスづくりと業務の最適化（25-3）

３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値

（R6年度）
目標値

（R12年度）

オンラインでの申請件数 78,262 件 85,000 件

マイナンバーカードの保有率 77.1％ 85.0％

< 数値目標 >

オンラインで申請できる行政手続数 200手続 【令和 6年度は 135手続】

重
点
施
策
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第４章　飯能市国土強靱化地域計画（令和８年４月改訂版）

１　計画の概要

（1）計画の目的

第４条 （地方公共団体の責務）
地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、国との適切な

役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画
的に策定し、及び実施する責務を有する。

第 13条 （国土強靱化地域計画）
　都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関す
る基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」という。）を、国土強靱化地域計画以外
の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定
めることができる。

また、令和５（2023）年６月 16日に公布・施行された改正国土強靱化基本法に基づき、
同年７月 28日に変更された国土強靱化基本計画において、気候変動、グリーン・トランス
フォーメーション（GX）*1、デジタル技術の進展等の社会情勢の変化や、近年の災害からの
知見を踏まえ、新たな基本方針の柱が立てられたことを受け、本市としての新たな取組を定
めることを目的とします。

*1 グリーン・トランスフォ
ーメーション（GX）

化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換する、産業・エネルギー政策であ
り、脱炭素社会に向けて再生可能なクリーンエネルギーに転換していく取組のこと。

国土強靱化を推進する上での基本的な方針【５本柱】

○国民の生命と財産を守る防災インフラ（河川・ダム、砂防・治山等）の整備・管理
○経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化
○デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化
○災害時における事業継続性確保をはじめとした官民連携強化
○地域における防災力の一層の強化（地域力の発揮）

　「飯能市国土強靱化地域計画」は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・
減災等に資する国土強靱化基本法（平成 25 年法律第 95 号）（以下「基本法」という。）」
第４条に示された責務及び第 13 条の規定に基づき、国土強靱化に関する施策を総合的か
つ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な
発展に資することを目的とします。
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第４章　飯能市国土強靱化地域計画（令和８年４月改訂版）

１　計画の概要

（1）計画の目的

第４条 （地方公共団体の責務）
地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、国との適切な

役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画
的に策定し、及び実施する責務を有する。

第 13条 （国土強靱化地域計画）
　都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関す
る基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」という。）を、国土強靱化地域計画以外
の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定
めることができる。

また、令和５（2023）年６月 16日に公布・施行された改正国土強靱化基本法に基づき、
同年７月 28日に変更された国土強靱化基本計画において、気候変動、グリーン・トランス
フォーメーション（GX）*1、デジタル技術の進展等の社会情勢の変化や、近年の災害からの
知見を踏まえ、新たな基本方針の柱が立てられたことを受け、本市としての新たな取組を定
めることを目的とします。

*1 グリーン・トランスフォ
ーメーション（GX）

化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換する、産業・エネルギー政策であ
り、脱炭素社会に向けて再生可能なクリーンエネルギーに転換していく取組のこと。

国土強靱化を推進する上での基本的な方針【５本柱】

○国民の生命と財産を守る防災インフラ（河川・ダム、砂防・治山等）の整備・管理
○経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化
○デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化
○災害時における事業継続性確保をはじめとした官民連携強化
○地域における防災力の一層の強化（地域力の発揮）

　「飯能市国土強靱化地域計画」は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・
減災等に資する国土強靱化基本法（平成 25 年法律第 95 号）（以下「基本法」という。）」
第４条に示された責務及び第 13 条の規定に基づき、国土強靱化に関する施策を総合的か
つ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な
発展に資することを目的とします。
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（2）飯能市国土強靱化地域計画の位置付け

■飯能市国土強靱化地域計画と第６次飯能市総合振興計画の相関図

第６次飯能市

総合振興計画

基本構想

分野別の施策

各個別計画の

指針

国土強靱化に

関する指針

各個別計画
（防災、健康福祉、教育、都市基盤、産業など）

飯能市

国土強靱化地域計画

整合・調和

国：国土強靱化基本計画

県：地域強靱化計画

強くしなやかな国民生活の実現を図るための
防災・減災等に資する国土強靱化基本法

　飯能市国土強靱化地域計画は基本法第13条の規定に基づき、本市における国土強靱化に
関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、他の分野別計画の指針となる計画（アン
ブレラ計画）です。
　そのため、行政経営の総合的な指針である飯能市総合振興計画との整合・調和を図りな
がら策定するとともに、災害対策基本法に基づく飯能市地域防災計画と役割分担を図りな
がら本市の強靱化を目指すものとします。

国
土
強
靱
化
地
域
計
画



第Ⅲ部　前期基本計画

 

96 

 

２　地域を強靱化する上での目標  

 

 本市では、国土強靱化基本計画及び埼玉県地域強靱化計画を基本としながら、地域強靱化
を推進する上での「基本目標」とそれを具体化した「事前に備えるべき目標」を次のとおり
設定します。 

 

（1）基本目標 

 

 

 

 

 

 

（2）事前に備えるべき目標（行動目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）計画期間 

 

 

 

 

 

 

  

1 市民の生命を最大限守ること 
2 地域社会の重要な機能を維持し、生活・経済への影響をできる限り軽減すること 
3 市民の財産及び公共施設の被害をできる限り軽減すること 
4 迅速な復旧・復興を可能とする備えをすること 

（1）被害の発生抑制により人命を保護する 
（2）救助・救急、医療活動等が迅速に行われる 
（3）必要不可欠な行政機能を確保する 
（4）情報通信機能、情報サービスを確保する 
（5）経済活動を機能不全に陥らせない 
（6）生活・経済活動に必要なライフラインを確保し、早期に復旧する 
（7）大規模自然災害被災後でも迅速な再建・回復ができるようにする 

　飯能市国土強靱化地域計画は、令和８（2026）年度を始期とする第６次飯能市総合振
興計画前期基本計画と合わせて、令和12（2030）年度までの５年間の計画とします。
　なお、計画期間中であっても、施策の進捗や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応
じて計画の見直しを行います。
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３　リスクシナリオ

（1）想定する災害

本市において発生し得る、地震、豪雨、台風、大雪、竜巻、噴火に伴う火山灰など、あら
ゆる自然災害に起因する大規模な被害を想定します。（建物倒壊、建物火災、林野火災、土
砂災害、浸水、倒木、ライフラインの供給停止、交通網の麻痺、通信網の停止、大規模な事
故、火山灰の降下など。）

（2）リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）の設定

飯能市国土強靱化地域計画では、国及び埼玉県のリスクシナリオを基にし、本市において
考えられるリスクシナリオを次のとおり設定します。

事前に備えるべき目標 リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

(1) 被害の発生抑制により
人命を保護する

(1)-1 建物等の大規模倒壊や住宅密集地における火災に
よる多数の死傷者の発生

(1)-2 大規模土砂災害による多数の死傷者の発生
(1)-3 風水害（河川の氾濫、広域かつ長期的な市街地の

浸水等）による多数の死傷者の発生
(1)-4 農業用ため池の決壊による多数の死傷者の発生

(2) 救助・救急、医療活動等
が迅速に行われる

(2)-1 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生
(2)-2 消防等の被災による救助・救急活動等の停滞
(2)-3 医療施設及び医師等の被災等による機能不全及び

支援ルートの途絶
(2)-4 多数の避難者により避難所での避難生活が困難と

なる事態
(3) 必要不可欠な行政機能

を確保する
(3)-1 市職員・施設等の被災による行政機能の低下

(4) 情報通信機能、情報サ
ービスを確保する

(4)-1 重要な情報がテレビ・ラジオ放送の中断等により
必要な者に届かない事態

(4)-2 情報サービスの機能停止により、情報の収集・伝
達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態

(5) 経済活動を機能不全に
陥らせない

(5)-1 サプライチェーン*1の寸断等による企業の生産力
低下

(5)-2 農業用ため池の決壊による農業生産性の低下
(5)-3 森林の被害による山間地域の荒廃

(6) 生活・経済活動に必要
なライフラインを確保
し、早期に復旧する

(6)-1 電気、ガス等の長期間にわたる供給停止
(6)-2 上水道等の長期間にわたる供給停止
(6)-3 汚水処理の長期間にわたる機能停止による汚水の

滞留
(7) 大規模自然災害被災後

でも迅速な再建・回復
ができるようにする

(7)-1 大量に発生する災害廃棄物の処理停滞により復
旧・復興が大幅に遅れる事態

(7)-2 市内の基盤インフラの崩壊等により復旧・復興が
大幅に遅れる事態

(7)-3 復興を支える人材等の不足
(7)-4 文化財等の喪失

*1 サプライチェーン 製品の原材料・部品の調達から製造（生産）、加工、在庫管理、流通（配送）、販売により消費者に提供（消費）
されるまでの一連のプロセス（流れ）を指すものであり、この一連のつながりを鎖（Chain）に見立てた言葉。
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４　脆弱性評価の結果  

 

 前計画（令和４（2022）年４月策定）の取組を踏まえ、「リスクシナリオ（起きては
ならない最悪の事態）」における本市の課題について、以下のとおり分析・評価を行いました。 

 

(1)-1 建物等の大規模倒壊や住宅密集地における火災による多数の死傷者の発生 

・市内には木造住宅を主とした住宅密集地があり、死傷者の発生を回避するためには、道
路や公園の整備、火災の延焼防止対策、空き家対策、木造住宅の耐震化支援などを総合
的に実施し、まち全体の防災性を高めていく必要がある。 

・被害想定の最も大きい立川断層帯地震（M7.4/最大震度 6強）から市民の生命及び財産
を守るため、木造住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う市民等を支援するなど、住宅や
他の建築物の耐震化を促進する必要がある。 

・住宅におけるタンス等の家具やブロック塀、事業所や店舗における棚等の転倒による死
傷者の発生を回避するため、地震ハザードマップ*1を活用し、日頃からの地震への備え
について周知啓発していく必要がある。 

・災害の危険が迫っているとき、また災害発生直後においては、刻々と変化する状況をあ
らゆる手段を用いて市民に伝達する事が重要であり、関係機関との連携のもと、情報伝
達体制を向上させていく必要がある。 

・被害の拡大を防ぐためには、初期消火や人命救助等の初動が重要であり、自主防災組織
等による防災活動が大きな役割を果たすため、日頃からの活動が効果的に行われるよう、
自主防災組織の育成を図り、地域防災力を向上させていく必要がある。 

 
(1)-2 大規模土砂災害による多数の死傷者の発生 

・山林を抱える本市には 953 か所の土砂災害警戒区域があり、あらかじめ危険箇所を把
握しておくことが重要である。土砂災害ハザードマップの定期的な見直しや土砂災害を
想定した防災(避難)訓練など、警戒避難体制を強化する必要がある。 

・土砂災害に対する避難情報の発令基準については、過去の事例や国のガイドライン等に
よって適宜見直し、市民の円滑かつ迅速な避難につなげる必要がある。 

・災害の危険が迫っているとき、また災害発生直後においては、刻々と変化する状況をあ
らゆる手段を用いて市民に伝達する事が重要であり、関係機関との連携のもと、情報伝
達体制を向上させていく必要がある。（再掲） 

 
(1)-3 風水害（河川の氾濫、広域かつ長期的な市街地の浸水等）による多数の死傷者の発生 

・本市の河川の多くは堀込河道であり、河岸段丘を形成しているため、浸水等の被害は比
較的少ないものの、宅地化や山林の荒廃に伴い、流域の流出係数が高まり、突発的な出
水が発生しやすくなっているため、浸水対策が必要な河川を整備する必要がある。 

・近年の気候変動による局地的な大雨（いわゆるゲリラ豪雨）の頻発による道路冠水等の
内水氾濫のリスクを低減するため、下水道施設等を整備する必要がある。 

*1 ハザードマップ 洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に重ねて表
示される地図のことであり、災害が予想される区域や避難場所、避難経路などの各種情報を誰がみてもわかり
やすいように、地図上に現している。
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示される地図のことであり、災害が予想される区域や避難場所、避難経路などの各種情報を誰がみてもわかり
やすいように、地図上に現している。
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・洪水時における市民の迅速かつ円滑な避難に役立つよう、浸水リスクや避難に関する情
報を記載した洪水ハザードマップを配布し、発災時に適切な避難行動をとれるよう啓発
する必要がある。

・災害の危険が迫っているとき、また災害発生直後においては、刻々と変化する状況をあ
らゆる手段を用いて市民に伝達する事が重要であり、関係機関との連携のもと、情報伝
達体制を向上させていく必要がある。（再掲）

(1)-4 農業用ため池の決壊による多数の死傷者の発生

・農業用ため池の決壊により被害が想定される区域について、農業用ため池ハザードマッ
プを活用し、市民の的確な避難行動につなげる必要がある。

(2)-1 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

・孤立を予防するため、緊急輸送道路や山間地域の狭あい道路等の改修を進める必要がある。
・災害発生時に交通や情報通信手段の途絶等により孤立する可能性のある地区において、
通信手段の確保、救出・救助資機材の備蓄を行うとともに、市民による飲料・食料等の
備蓄などを周知する必要がある。
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・関係機関による救助・捜索活動が早期に実施できるよう、受援体制*1を構築しておく
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・他市町村や民間事業者との災害時応援協定の締結を進め、被災時に食料、生活必需品、
医薬品などを確保できるよう準備をしておく必要がある。

(2)-3 医療施設及び医師等の被災等による機能不全及び支援ルートの途絶

・災害発生時の医療救護活動を迅速かつ適切に実施できるよう、医療関係団体等の協力体
制を充実させることが重要である。

・他市町村や民間事業者との災害時応援協定の締結を進め、被災時に食料、生活必需品、
医薬品などを確保できるよう準備をしておく必要がある。（再掲）

(2)-4 多数の避難者により避難所での避難生活が困難となる事態

・避難所など平時と異なる生活環境下での衛生状況の悪化を防ぐため、避難所における飲
料水の安全確保、室内環境の整理、トイレやごみ保管場所の適正管理などを行い、避難
者が健康を害することがないようにする必要がある。

*1 受援体制 大規模災害時、被災市町村のみで災害対応を全て実施することは困難であり、他の自治体などから応援を受け
入れるための体制のこと。
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・避難所の過密化によって収容できない人の発生や物資の不足等が起きないよう、指定避
難所以外（福祉避難所や地域の集会所等）への避難も周知していく必要がある。

(3)-1 市職員・施設等の被災による行政機能の低下

・市役所自体が被災し、業務の遂行に制約が伴う状況下にあっても、災害応急業務や優先
度の高い通常業務を発災時から適切に実施できるよう、飯能市業務継続計画 *1（地震編）
の習熟やそのための訓練、必要に応じた見直し等を通じて、市の業務継続体制を確保し、
発災時に適切に対応できる体制を構築する必要がある。

・紙媒体で保管している資料のデータ化を進める必要がある。

(4)-1 重要な情報がテレビ・ラジオ放送の中断等により必要な者に届かない事態

・飯能市防災行政無線、広報車、飯能市メール配信サービス、飯能市ホームページ、市
SNS（X（旧ツイッター）、フェイスブック）など、様々な情報伝達手段を確保し誰もが
等しく情報取得等できるようにする必要がある。

(4)-2 情報サービスの機能停止により、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支

援が遅れる事態

・災害情報の収集及び伝達に必要な通信手段が途絶えることのないよう、情報通信機能の
脆弱性評価を行い耐災害性の強化、高度化に資する対応策を推進する必要がある。

(5)-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下

・災害時においても必要な経済活動を行うことができるよう、関係事業者等に対する業務
継続計画の策定支援等、業務継続体制を構築する必要がある。

・物流の基盤である幹線道路等について、整備や改修を進める必要がある。

(5)-2 農業用ため池の決壊による農業生産性の低下

・農業用ため池の決壊により農業生産性の低下を招かないよう、定期的な点検を行うとと
もに、必要な修繕を行う必要がある。

(5)-3 森林の被害による山間地域の荒廃

・人手の入らない人工林や、伐採したまま植栽等がされない山地は、台風や集中豪雨等に
よって倒木や土砂流出等の被害が発生し、森林の公益的機能の発揮を阻害するおそれが
あるため、間伐や伐採跡地の再造林等の適切な森林整備を推進する必要がある。

・有害鳥獣（主にシカ等）による森林被害は、森林所有者の経営意欲を低下させ、森林整
備の障害となるため、鳥獣被害対策を推進していく必要がある。

*1 業務継続計画 企業や自治体等の組織が、自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損
害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活
動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを示した計画のこと。
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(6)-1 電気、ガス等の長期間にわたる供給停止

・災害発生時における電気やガス等のライフライン機能の維持や早期復旧を図るため、関
係機関と連携しながら設備の耐震化を進めるほか、燃料等の確保について、市内事業者
の協力が得られる体制を確立しておく必要がある。

・エネルギー供給源の多様化や電力供給が途絶えた場合への対応として、再生可能エネル
ギー等の自立・分散型エネルギー*1の導入を推進していく必要がある。

・避難所となる施設へ非常用電源の配備を進める必要がある。

(6)-2 上水道等の長期間にわたる供給停止

・災害時の断水被害等を低減させるため、上水道施設の耐震化を進めるとともに、老朽化
した施設について、適切に管理していく必要がある。

・上水道の供給停止を想定し、給水車や給水袋等による訓練の実施や、災害時に生活用水
として使用する災害時協力井戸の周知を進めていく必要がある。

(6)-3 汚水処理の長期間にわたる機能停止による汚水の滞留

・災害時においても下水道施設が適切に機能するよう、耐震化を進めるとともに、老朽化
した施設について、適切に管理・更新していく必要がある。

・災害時の各戸の排水処理の停滞と公衆衛生の悪化を防ぐため、単独処理浄化槽及びくみ取
り便槽から、耐久性と水処理能力に優れた合併処理浄化槽への転換を促進する必要がある。

(7)-1 大量に発生する災害廃棄物の処理停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

・災害廃棄物を円滑に処理するため、飯能市災害廃棄物処理計画に基づき、災害時でも速
やかにごみを処理するための体制を整えているが、計画の更新や、埼玉県西部地域まち
づくり協議会と連携したごみ処理体制を構築し、引き続き処理体制の充実を図っていく
必要がある。

(7)-2 市内の基盤インフラの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

・救援物資の輸送を行う緊急車両の通行を確保するため、防災拠点を結ぶ緊急輸送道路等
における橋りょうの耐震化、無電柱化等を推進する必要がある。また、緊急輸送道路等
に繋がる幹線道路（市道）、避難経路等となる生活道路（市道）、農道、林道等について
も整備を進め、道路ネットワークの確保を図っていく必要がある。

・橋りょうについて、定期的な点検を実施するとともに、適切な修繕による長寿命化を図
っていく必要がある。

(7)-3 復興を支える人材等の不足

・県内外の市との相互応援協定や公共的団体、事業者等との応援協定を締結して協力体制
を構築しており、災害時に速やかな対応がとれるよう相互の連絡を密にし、連携を強化
していく必要がある。

*1 自立・分散型エネルギー エネルギーの消費地近くに分散配置された、比較的規模の小さい発電設備や熱源機器全般や、これらの機器か
ら供給される電気や熱といったエネルギーのこと。
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・災害時におけるボランティアの受入れやボランティア活動の調整等を迅速かつ円滑に行
うため、飯能市社会福祉協議会と連携し、人材育成や運営体制を強化していく必要がある。

(7)-4 文化財等の喪失

・国、埼玉県、飯能市指定の有形文化財等、特に建造物については防火対策や耐震対策が
十分ではなく、災害時に滅失・損壊をもたらす可能性がある。そのため、建物の計画的
な修理、補強や防災設備の充実を促進するとともに、所有者・管理者の防災意識の向上
を図る必要がある。

・被災文化財の応急対応は、埼玉県の文化財レスキュー活動に依るところが大きい。この活
動をスムーズに行うための、文化財情報の収集と管理について研究を進める必要がある。
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５　事前に備えるべき目標ごとの主な取組

（1）各分野の強靱化に向けた取組

事前に備えるべき目標 リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

１

被害の発生抑制により
人命を保護する

１-1 建物等の大規模倒壊や住宅密集地における火災に
よる多数の死傷者の発生

１-2 大規模土砂災害による多数の死傷者の発生
１-3 風水害（河川の氾濫、広域かつ長期的な市街地の浸

水等）による多数の死傷者の発生
１-4 農業用ため池の決壊による多数の死傷者の発生

２

救助・救急、医療活動等
が迅速に行われる

２-1 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

２-2 消防等の被災による救助・救急活動等の停滞

２-3 医療施設及び医師等の被災等による機能不全及び
支援ルートの途絶

２-4 多数の避難者により避難所での避難生活が困難と
なる事態

３ 必要不可欠な行政機能
を確保する ３-1 市職員・施設等の被災による行政機能の低下

４

情報通信機能、情報サ
ービスを確保する

４-1 重要な情報がテレビ・ラジオ放送の中断等により
必要な者に届かない事態

４-2 情報サービスの機能停止により、情報の収集・伝達
ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態

５

経済活動を機能不全に
陥らせない

５-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下

５-2 農業用ため池の決壊による農業生産性の低下

５-3 森林の被害による山間地域の荒廃

６

生活・経済活動に必要
なライフラインを確保
し、早期に復旧する

６-1 電気、ガス等の長期間にわたる供給停止

６-2 上水道等の長期間にわたる供給停止

６-3 汚水処理の長期間にわたる機能停止による汚水の
滞留

７

大規模自然災害被災後
でも迅速な再建・回復
ができるようにする

７-1 大量に発生する災害廃棄物の処理停滞により復旧・
復興が大幅に遅れる事態

７-2 市内の基盤インフラの崩壊等により復旧・復興が
大幅に遅れる事態

７-3 復興を支える人材等の不足

７-4 文化財等の喪失

　飯能市国土強靱化地域計画におけるリスクシナリオと、その回避に向けた第６次飯能
市総合振興計画前期基本計画における施策との関係を、以下表のとおり整理しました。
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前期基本計画 施策 事前に備えるべき目標

１
被
害
の
発
生
抑
制

に
よ
り
人
命
を

保
護
す
る

２
救
助
・
救
急
︑
医
療

活
動
等
が
迅
速
に

行
わ
れ
る

リスクシナリオ
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４

建
物
等
の
大
規
模
倒
壊
や
住
宅
密
集
地
に
お

け
る
火
災
に
よ
る
多
数
の
死
傷
者
の
発
生

大
規
模
土
砂
災
害
に
よ
る
多
数
の
死
傷
者
の

発
生

風
水
害
︵
河
川
の
氾
濫
︑
広
域
か
つ
長
期
的

な
市
街
地
の
浸
水
等
︶
に
よ
る
多
数
の
死
傷

者
の
発
生

農
業
用
た
め
池
の
決
壊
に
よ
る
多
数
の
死
傷

者
の
発
生

多
数
か
つ
長
期
に
わ
た
る
孤
立
地
域
等
の
同

時
発
生

消
防
等
の
被
災
に
よ
る
救
助
・
救
急
活
動
等

の
停
滞

医
療
施
設
及
び
医
師
等
の
被
災
等
に
よ
る
機

能
不
全
及
び
支
援
ル
ー
ト
の
途
絶

多
数
の
避
難
者
に
よ
り
避
難
所
で
の
避
難
生

活
が
困
難
と
な
る
事
態

１ 森林文化 ●
２ 観光・エコツーリズム ● ●
３ 農林業 ● ●
４ 商工業・雇用
５ 環境保全 ● ●
６ こども・若者支援 ● ●
７ 子育て支援 ● ●
８ 学校教育 ● ●
９ 生涯学習・社会教育 ●
10 文化・芸術 ● ●
11 スポーツ ● ●
12 健康・医療 ● ● ●
13 地域福祉・生活支援 ● ●
14 高齢福祉 ● ●
15 障害福祉 ● ●
16 防災・消防 ● ● ● ● ● ● ● ●
17 防犯・交通安全
18 生活環境 ●
19 土地利用・都市計画 ● ● ●
20 道路・公園 ● ●
21 上下水道 ●
22 協働・コミュニティ ● ● ●
23 人権・共生
24 シティセールス・シティプロモーション
25 情報政策（ＤＸ）
26 行財政運営 ●
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前期基本計画 施策 事前に備えるべき目標

１
被
害
の
発
生
抑
制

に
よ
り
人
命
を

保
護
す
る

２
救
助
・
救
急
︑
医
療

活
動
等
が
迅
速
に

行
わ
れ
る

リスクシナリオ
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４

建
物
等
の
大
規
模
倒
壊
や
住
宅
密
集
地
に
お

け
る
火
災
に
よ
る
多
数
の
死
傷
者
の
発
生

大
規
模
土
砂
災
害
に
よ
る
多
数
の
死
傷
者
の

発
生

風
水
害
︵
河
川
の
氾
濫
︑
広
域
か
つ
長
期
的

な
市
街
地
の
浸
水
等
︶
に
よ
る
多
数
の
死
傷

者
の
発
生

農
業
用
た
め
池
の
決
壊
に
よ
る
多
数
の
死
傷

者
の
発
生

多
数
か
つ
長
期
に
わ
た
る
孤
立
地
域
等
の
同

時
発
生

消
防
等
の
被
災
に
よ
る
救
助
・
救
急
活
動
等

の
停
滞

医
療
施
設
及
び
医
師
等
の
被
災
等
に
よ
る
機

能
不
全
及
び
支
援
ル
ー
ト
の
途
絶

多
数
の
避
難
者
に
よ
り
避
難
所
で
の
避
難
生

活
が
困
難
と
な
る
事
態

１ 森林文化 ●
２ 観光・エコツーリズム ● ●
３ 農林業 ● ●
４ 商工業・雇用
５ 環境保全 ● ●
６ こども・若者支援 ● ●
７ 子育て支援 ● ●
８ 学校教育 ● ●
９ 生涯学習・社会教育 ●
10 文化・芸術 ● ●
11 スポーツ ● ●
12 健康・医療 ● ● ●
13 地域福祉・生活支援 ● ●
14 高齢福祉 ● ●
15 障害福祉 ● ●
16 防災・消防 ● ● ● ● ● ● ● ●
17 防犯・交通安全
18 生活環境 ●
19 土地利用・都市計画 ● ● ●
20 道路・公園 ● ●
21 上下水道 ●
22 協働・コミュニティ ● ● ●
23 人権・共生
24 シティセールス・シティプロモーション
25 情報政策（ＤＸ）
26 行財政運営 ●
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事前に備えるべき目標

３
必
要
不
可
欠
な
行
政

機
能
を
確
保
す
る

４
情
報
通
信
機
能
︑

情
報
サ
ー
ビ
ス
を

確
保
す
る

５
経
済
活
動
を
機
能

不
全
に
陥
ら
せ
な
い

６
生
活
・
経
済
活
動
に

必
要
な
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
を
確
保
し
︑早
期
に

復
旧
す
る

７
大
規
模
自
然
災
害

被
災
後
で
も
迅
速
な

再
建
・
回
復
が
で
き
る

よ
う
に
す
る

リスクシナリオ

１ １ ２ １ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３ ４

市
職
員
・
施
設
等
の
被
災
に
よ
る
行
政
機
能

の
低
下

重
要
な
情
報
が
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
放
送
の
中

断
等
に
よ
り
必
要
な
者
に
届
か
な
い
事
態

情
報
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
停
止
に
よ
り
︑
情
報

の
収
集
・
伝
達
が
で
き
ず
︑
避
難
行
動
や
救

助
・
支
援
が
遅
れ
る
事
態

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
寸
断
等
に
よ
る
企

業
の
生
産
力
低
下

農
業
用
た
め
池
の
決
壊
に
よ
る
農
業
生
産

性
の
低
下

森
林
の
被
害
に
よ
る
山
間
地
域
の
荒
廃

電
気
︑ガ
ス
等
の
長
期
間
に
わ
た
る
供
給
停
止

上
水
道
等
の
長
期
間
に
わ
た
る
供
給
停
止

汚
水
処
理
の
長
期
間
に
わ
た
る
機
能
停
止

に
よ
る
汚
水
の
滞
留

大
量
に
発
生
す
る
災
害
廃
棄
物
の
処
理
停
滞

に
よ
り
復
旧
・
復
興
が
大
幅
に
遅
れ
る
事
態

市
内
の
基
盤
イ
ン
フ
ラ
の
崩
壊
等
に
よ
り

復
旧
・
復
興
が
大
幅
に
遅
れ
る
事
態

復
興
を
支
え
る
人
材
等
の
不
足

文
化
財
等
の
喪
失

● ●

● ● ●
●

● ●

●

●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ●
● ● ●
● ● ●

● ● ●

● ●
● ● ●
● ●

国
土
強
靱
化
地
域
計
画



第Ⅲ部　前期基本計画

106

（2）主な取組の方針

リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）ごとの取組の概要については以下のとお
りです。
なお、より具体的な取組内容（アクションプラン）については、第6次飯能市総合振興

計画実施計画（3か年計画）内に事業及び事業内容を位置づけ、毎年度見直しを行うものと
します。また、道路整備に関する取組については「別表︓道路整備事業一覧」に事業の概要
等をまとめ、同様に毎年度見直しを行うものとします。

(1)-1 建物等の大規模倒壊や住宅密集地における火災による多数の死傷者の発生

【取組内容】

・住宅密集地の改善を推進する。
・延焼遮断帯となる公園や緑地を確保する。
・民間建築物の耐震化を促進する。
・公共建築物（庁舎、小・中学校、保育所等）の耐震性・安全性を確保する。
・家具等の転落・転倒防止対策の周知啓発を行う。
・行政による情報処理、発信体制を整備する。
・消防、救急体制を強化する。
・地域の災害対応力を向上させる。

（関連する施策番号：1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,26）

(1)-2 大規模土砂災害による多数の死傷者の発生

【取組内容】

・地域の警戒避難体制を確立する。
・土砂災害ハザードマップ等により避難の重要性を周知する。
・必要な避難情報を遅滞なく発令できるよう、情報発信体制の整備及び防災

(避難)訓練を実施する。
・大規模盛土造成地を調査する。

（関連する施策番号：16，19）

(1)-3 風水害（河川の氾濫、広域かつ長期的な市街地の浸水等）による多数の死傷者

の発生

【取組内容】

・浸水対策が必要な河川整備を推進する。
・下水道施設等の整備を推進する。
・洪水ハザードマップ等により適切な避難行動を啓発する。
・必要な避難情報を遅滞なく発令できるよう、情報発信体制の整備及び防災

(避難)訓練を実施する。（再掲）

（関連する施策番号：5，16，21）

（１）被害の発生抑制により人命を保護する
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(1)-4 農業用ため池の決壊による多数の死傷者の発生

【取組内容】

・農業用ため池ハザードマップを活用し、地域の警戒避難体制を確立する。

（関連する施策番号：3，16）

(2)-1 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

【取組内容】

・市が定めた緊急輸送道路や幹線道路の整備を推進する。
・狭あい道路の解消や橋りょうの適切な維持管理を推進する。
・市道等の無電柱化事業を推進する。
・飲料や食料等の備蓄を周知啓発する。
・通信手段の確保、救出・救助資機材の備蓄を推進する。
・孤立地域を想定した防災訓練を実施する。

（関連する施策番号：16，19，20）

(2)-2 消防等の被災による救助・救急活動等の停滞

【取組内容】

・消防、救急体制を強化する。（再掲）
・地域の災害対応力を向上させる。（再掲）
・必要な応援を早期に受け入れられるよう受援体制を確立する。
・災害時応援協定の実効性を高める。

（関連する施策番号：12，16，22）

(2)-3 医療施設及び医師等の被災等による機能不全及び支援ルートの途絶

【取組内容】

・医療関係団体と連携し災害時の医療体制を整備する。
・医師会等との災害時応援協定の実効性を高める。

（関連する施策番号：12，16）

（２）救助・救急、医療活動等が迅速に行われる
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【取組内容】
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(1)-2 大規模土砂災害による多数の死傷者の発生

【取組内容】

・地域の警戒避難体制を確立する。
・土砂災害ハザードマップ等により避難の重要性を周知する。
・必要な避難情報を遅滞なく発令できるよう、情報発信体制の整備及び防災

(避難)訓練を実施する。
・大規模盛土造成地を調査する。

（関連する施策番号：16，19）

(1)-3 風水害（河川の氾濫、広域かつ長期的な市街地の浸水等）による多数の死傷者

の発生

【取組内容】

・浸水対策が必要な河川整備を推進する。
・下水道施設等の整備を推進する。
・洪水ハザードマップ等により適切な避難行動を啓発する。
・必要な避難情報を遅滞なく発令できるよう、情報発信体制の整備及び防災
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（１）被害の発生抑制により人命を保護する
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(1)-4 農業用ため池の決壊による多数の死傷者の発生

【取組内容】

・農業用ため池ハザードマップを活用し、地域の警戒避難体制を確立する。

（関連する施策番号：3，16）

(2)-1 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

【取組内容】

・市が定めた緊急輸送道路や幹線道路の整備を推進する。
・狭あい道路の解消や橋りょうの適切な維持管理を推進する。
・市道等の無電柱化事業を推進する。
・飲料や食料等の備蓄を周知啓発する。
・通信手段の確保、救出・救助資機材の備蓄を推進する。
・孤立地域を想定した防災訓練を実施する。

（関連する施策番号：16，19，20）

(2)-2 消防等の被災による救助・救急活動等の停滞

【取組内容】

・消防、救急体制を強化する。（再掲）
・地域の災害対応力を向上させる。（再掲）
・必要な応援を早期に受け入れられるよう受援体制を確立する。
・災害時応援協定の実効性を高める。

（関連する施策番号：12，16，22）

(2)-3 医療施設及び医師等の被災等による機能不全及び支援ルートの途絶

【取組内容】

・医療関係団体と連携し災害時の医療体制を整備する。
・医師会等との災害時応援協定の実効性を高める。

（関連する施策番号：12，16）

（２）救助・救急、医療活動等が迅速に行われる
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(2)-4 多数の避難者により避難所での避難生活が困難となる事態

【取組内容】

・地域コミュニティの活性化を通じた共助の体制を構築する。
・自主防災組織や学校と連携した避難所開設・運営訓練を実施する。
・外国人観光客等の避難に対応できる体制整備に努める。
・福祉避難所の体制整備と効果的な活用を進める。
・避難所の室内環境の整備と防災機能を強化する。

（関連する施策番号：2，6，7，8，10，11，13，14，15，16，22）

(3)-1 市職員・施設等の被災による行政機能の低下

【取組内容】

・業務継続計画による訓練を実施し業務継続性を確保する。
・業務継続に必要な通信機能、電源、燃料、車両、資機材等の整備を推進する。

（関連する施策番号：

・業務継続に必要な通信機能、電源、燃料、車両、資機材等の整備を推進する。

16，18，21，24，25，26）

(4)-1 重要な情報がテレビ・ラジオ放送の中断等により必要な者に届かない事態

【取組内容】

・飯能市防災行政無線、広報車、飯能市メール配信サービス、飯能市ホームペー
ジ、市SNS（X（旧ツイッター）、フェイスブック）、ケーブルテレビ等、複数

（関連する施策番号：16，24，25）

(4)-2 情報サービスの機能停止により、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・

支援が遅れる事態

【取組内容】

・災害に強い通信手段など、防災拠点となる庁舎に必要な資機材の整備を進める。

（関連する施策番号：16，25）

（３）必要不可欠な行政機能を確保する

（４）情報通信機能、情報サービスを確保する
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(2)-4 多数の避難者により避難所での避難生活が困難となる事態

【取組内容】

・地域コミュニティの活性化を通じた共助の体制を構築する。
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【取組内容】
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・業務継続に必要な通信機能、電源、燃料、車両、資機材等の整備を推進する。

（関連する施策番号：

・業務継続に必要な通信機能、電源、燃料、車両、資機材等の整備を推進する。

16，18，21，24，25，26）

(4)-1 重要な情報がテレビ・ラジオ放送の中断等により必要な者に届かない事態

【取組内容】

・飯能市防災行政無線、広報車、飯能市メール配信サービス、飯能市ホームペー
ジ、市SNS（X（旧ツイッター）、フェイスブック）、ケーブルテレビ等、複数

（関連する施策番号：16，24，25）

(4)-2 情報サービスの機能停止により、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・

支援が遅れる事態

【取組内容】

・災害に強い通信手段など、防災拠点となる庁舎に必要な資機材の整備を進める。

（関連する施策番号：16，25）

（３）必要不可欠な行政機能を確保する

（４）情報通信機能、情報サービスを確保する
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(5)-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下

【取組内容】

・事業者の業務継続体制の構築を進める。
・市が定めた緊急輸送道路や幹線道路の整備を推進する。（再掲）
・狭あい道路の改修や橋りょうの耐震化等を推進する。
・市道等の無電柱化事業を推進する。（再掲）

（関連する施策番号：4，19，20）

(5)-2 農業用ため池の決壊による農業生産性の低下

【取組内容】

・農業用ため池の安全性を確保する。

（関連する施策番号：3）

(5)-3 森林の被害による山間地域の荒廃

【取組内容】

・森林・林道の整備や保全を推進する。
・地域ぐるみで鳥獣被害対策の体制を構築する。

（関連する施策番号：1，3）

(6)-1 電気、ガス等の長期間にわたる供給停止

【取組内容】

・ライフライン事業者の業務継続体制及び協力体制の構築を進める。
・市道等の無電柱化事業を推進する。（再掲）
・太陽光発電等、再生可能エネルギーの普及を進める。
・非常用発電設備等の確保と指定避難所への配置を進める。

（関連する施策番号：5，16，19，20）

（５）経済活動を機能不全に陥らせない

（６）生活・経済活動に必要なライフラインを確保し、早期に復旧する
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(6)-2 上水道等の長期間にわたる供給停止

【取組内容】

・水道施設の長寿命化、耐震化を推進する。
・地域の災害対応力を向上させる。（再掲）

（関連する施策番号：16，21）

(6)-3 汚水処理の長期間にわたる機能停止による汚水の滞留

【取組内容】

・下水道施設の長寿命化、耐震化を推進する。
・合併処理浄化槽への転換と維持管理を促進する。

（関連する施策番号：5，16，21）

(7)-1 大量に発生する災害廃棄物の処理停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

【取組内容】

・災害廃棄物等の処理体制の充実を図る。
・平時からごみ減量化やリサイクルを推進し、有事の際の処理能力を確保する。
・埼玉県西部地域まちづくり協議会における、ごみ処理の相互受け入れ体制を維
持する。

（関連する施策番号：16，18，26）

(7)-2 市内の基盤インフラの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

【取組内容】

・市が定めた緊急輸送道路や幹線道路の整備を推進する。（再掲）
・狭あい道路の解消や橋りょうの適切な維持管理を推進する。（再掲）
・市道等の無電柱化事業を推進する。（再掲）
・林道の整備を推進する。
・密集市街地等の改善を推進する。

（関連する施策番号：1，3，19，20）

（７）大規模自然災害被災後でも迅速な再建・回復ができるようにする
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(7)-3 復興を支える人材等の不足

【取組内容】

・必要な応援を早期に受け入れられるよう受援体制を確立する。
・平時から防災・復興の担い手の育成を進める。

（関連する施策番号：13，16）

(7)-4 文化財等の喪失

【取組内容】

・火災や倒壊等による被害を予防するため、文化財への防火対策や耐震対策を進
める。

・文化財をデジタルデータ等に記録するなど、文化財が被災した際のバックデー
タの保存を進める。

・収集した文化財情報を、災害時の文化財レスキュー活動にスムーズにつなげる
ための研究を進める。

（関連する施策番号：10）
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第５章　計画の推進と見直し

（1）計画の推進

（2）計画の見直し

第６次飯能市総合振興計画は、社会・経済情勢の変化や各施策の進捗状況などを考慮し、
適宜見直しを行います。また、各分野別計画の見直し及び修正に当たっては、必要な検討を
行い、第６次飯能市総合振興計画との整合を図ります。

（3）計画の進捗管理

前期基本計画及び重点施策（第３期飯能市まち・ひと・しごと創生総合戦略）は、将来都
市像「人・自然・未来がつながる 森林文化都市 はんのう ～好循環を育む ずっと暮ら
したいまち～」の実現に向けて、各施策に設けた評価指標及び数値目標等を用いて、毎年度、
施策の進捗を確認し、必要に応じて推進方法の見直し等（改善）を行います。
また、飯能市国土強靱化地域計画の進捗確認についても、前期基本計画に内包される計画

であることを踏まえ、前期基本計画の進捗管理を活用し、連動して行います。
なお、各計画を着実に推進するための進捗管理は、PDCA サイクル（計画－実行－評価－

改善）の手法を活用します。

　全庁横断的な体制のもと、第６次飯能市総合振興計画を推進します。また、前期基本計
画に定める“施策が目指すまちの姿”は、実施計画を毎年度策定して予算化し、各事業を実
施することで具現化していきます。

 

 

Do（実行） 
 

■事業の実施 

 

 
D  

 

Plan（計画） 
 

■各年度実施計画や 

翌年度予算編成への反映 

 
P 

 

 

Check（評価） 
 

■評価指標、KPI 等 

による進捗状況評価 

 
C  

 

Action（改善） 
 

■評価に基づく 

見直し・改善 

 
A 
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１　策定体制及び策定経過

（１）策定体制

【市長】
【審議会】

審議（R7.9～11）

【市議会】

・ 全員協議会

・ 審議（R7.12～R8.3）

市民参画

市民意識調査≪2,000 人≫

・ 施策の満足度・重要度、ニーズ等の把握

庁内体制

検討委員会

（部長、参事、課長）

・ 素案、原案の協議、検討

分科会

（主幹、主査）

・ 計画策定に必要な調査、検討

職員アンケート
・ 取り組むべき課題

や施策等の調査

提案諮問

議決答申

広報・ＨＰ等による意見募集
・ 基本構想素案（R7.9～10）

・ 基本計画素案（R7.10）

策定本部

（市長、副市長、教育長、部長）

・ 素案、原案の審議・決定

まちづくり懇談会

・ 市内事業者・団体等との意見交換

市民ワークショップ

・ まちづくりの目指す姿（将来都市像）の検討

市民と語る！ふれあいミーティング

・ 市や各地区の理想の姿などの意見聴取

【所管課】

・ 各調書作成等

地区別検討会

・ 都市計画マスタープランと連携した意見聴取
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（2）策定経過 

 

年 月 経  過 

令和６年 

（２０２４年） 

３月 庁議（策定方針決定） 

４月 市民と語る！ふれあいミーティング（～５月） 

７月 
市民意識調査（～８月） 

職員アンケート 

９月 市民ワークショップ（～１１月） 

１１月 

第１回検討委員会 

市議会全員協議会（策定体制、今後の予定） 

第１回分科会 

１２月 第２回分科会 

令和７年 

（２０２５年） 

１月 

第３回分科会 

第２回検討委員会 

第４回分科会 

地区別検討会（～３月、全１0回（13地区対象）） 

２月 第５回分科会 

３月 

第３回検討委員会 

まちづくり懇談会 

第１回策定本部 

調書作成（各課） 

６月 第２回策定本部 

７月 第４回検討委員会 

８月 
市議会全員協議会（基本構想（素案）） 

第３回策定本部 

９月 

意見募集（基本構想（素案）） 

施策確認（各課、全２回） 

第５回検討委員会 

第１回総合振興計画審議会（諮問） 

１０月 

第４回策定本部 

意見募集（前期基本計画（素案）） 

第２回総合振興計画審議会 

第３回総合振興計画審議会 

第４回総合振興計画審議会 

１１月 

総合振興計画審議会（答申書受理） 

第５回策定本部 

市議会全員協議会（基本構想（案）、基本計画（案）） 

１２月 
市議会へ議案提出 

総合振興計画審査特別委員会（～1月）  

令和８年 

（２０２６年） 
３月 市議会議決  
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○飯能市総合振興計画策定条例 

平成２７年１０月６日 

条例第２８号 

(目的) 

第１条 この条例は、総合振興計画の策定に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な行政

の運営に資することを目的とする。 

(用語の意義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 総合振興計画 本市におけるまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画か

らなるものをいう。 

(２) 基本構想 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想をい

う。 

(３) 基本計画 基本構想を実現するための基本的な施策を体系的に示す計画をいう。 

(４) 実施計画 基本計画に定めるそれぞれの施策の具体的な実施方法等を示す計画をいう。 

(総合振興計画の策定) 

第３条 市は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、総合振興計画を策定しなければならない。 

(審議会への諮問) 

第４条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第７条に規定する飯能市総

合振興計画審議会に諮問するものとする。 

(総合振興計画との整合) 

第５条 市は、個別の行政分野における施策に係る基本的な計画を策定し、又は変更するに当たっては、総

合振興計画との整合を図るものとする。 

(公表) 

第６条 市長は、総合振興計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

(総合振興計画審議会) 

第７条 市長の諮問に応じ、基本構想に関する事項について調査審議するため、飯能市総合振興計画審議

会(以下「審議会」という。)を置く。 

(審議会の組織) 

第８条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 知識経験者 

(委員の任期) 
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第６条 市長は、総合振興計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

(総合振興計画審議会) 

第７条 市長の諮問に応じ、基本構想に関する事項について調査審議するため、飯能市総合振興計画審議

会(以下「審議会」という。)を置く。 

(審議会の組織) 

第８条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 知識経験者 

(委員の任期) 
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第９条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。

(会長)

第１０条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第１１条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

２ 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第１２条 審議会の庶務は、企画総務部企画課において処理する。

(委任)

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

１ この条例は、公布の日から施行する。

(飯能市総合振興計画審議会条例の廃止)

２ 飯能市総合振興計画審議会条例(昭和４９年条例第６号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

３ この条例の施行の際現に旧条例第１条の規定により置かれている飯能市総合振興計画審議会(以下「旧

審議会」という。)は、第７条の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

４ この条例の施行の際現に旧条例第３条第２項の規定により任命されている委員は、次項の規定により

第４条の規定による諮問とみなされる諮問に係る審議が終了するまでは、第８条第２項の規定により任

命された委員とみなす。

５ この条例の施行の際現に旧審議会に対してされている諮問は、第４条の規定により審議会に対してされ

た諮問とみなす。

附 則(平成２９年条例第１８号)

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則(令和３年条例第２４号)

この条例は、令和４年４月１日から施行する。
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区  分 氏　　名 備　考

く ま だ と し お

熊　田　　俊　郎 　会長

みや し た き よ え

宮　下　　清　栄 　職務代理

よ し だ ゆ き お

吉　田　　行　男

なか ざ と た だ お

中　里　　忠　夫

こ や の し ょ う じ

小谷野　　庄　司

おおかわら あ き よ し

大河原　　章　吉

せき ぐ ち ま さ ひ ろ

関　口　　正　博

い の う え く み こ

井　上　　久美子

お お の やすし

大　野　　　康

な み き かず ひ ろ

双　木　　和　宏

あ さ の ま さ と し

浅　野　　正　敏

あ ら い と し お

荒　井　　利　夫

か と う み さ こ

加　藤　　巳佐子

さ い と う りゅういち

齋　藤　　龍　一

学識経験者

知識経験者

 

第６次飯能市総合振興計画審議会委員名簿 

 

（順不同・敬称略）       
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２　飯能市の紹介

（1）概要

本市は埼玉県の南西部に位置し、東は狭山市と入間市、南は東京都青梅市と奥多摩町、西
は秩父市と横瀬町、北はときがわ町、越生町、毛呂山町、日高市に接しています。都心から
約 50㎞圏内という交通アクセス良好な環境にありながら、緑と清流という自然に恵まれた
まちです。
市域は南東から北西に細長く、面積は 193.05 ㎢と県内で 3 番目に広い面積を有してい

ます。北西部は山地で市域の約 75％を森林が占めており、南東部は丘陵地および台地で、
北の高麗丘陵と南の加治丘陵の間の台地部分に市街地が発達しています。さらに、入間川、
高麗川の一級河川が、北西部の山地から南東部の台地へと流下しています。

〔位置図〕

（2）市の歩み

本市には旧石器時代・縄文時代の古くから人々が住み、716 年には高麗人が移住し高麗
郡が置かれたとされています。江戸時代には、幕府直轄領などが置かれ、江戸の町の建設に
は多量の木材を必要としたため、飯能地方の木材は河川を利用して筏により運ばれ、江戸の
西の方から来ることから「西川材」と呼ばれ高く評価され、現在の林業、製材業の基礎とな
りました。
大正４(1915)年には現在の西武鉄道の前身である武蔵野鉄道が開通し、次いで、昭和６

(1931)年に国鉄（現在のＪＲ）が開通し、周辺地域の商工業の中心として飛躍的な発展を
遂げました。
昭和 18(1943)年に飯能町、精明村、加治村、南高麗村、元加治村の１町４か村が合併し、

昭和 29(1954)年１月に県下９番目の市制を施行し飯能市となりました。同年４月に元加治
地区と新光の一部を分離し、昭和 31(1956)年に吾野村、東吾野村、原市場村の３か村が合
併し、林業と織物のまちとして栄え、また、昭和 40年代からは国の高度成長を背景に宅地
化が進み、高校や大学、工場などの立地も増え、首都圏の近郊住宅都市として変化をみせま
した。
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平成 17(2005)年１月には旧名栗村と合併し、県内３番目という広大な面積を持つ市とな
るとともに、同年４月１日に「森林文化都市」を宣言し、森林と人とのより豊かな関係を築
きつつ、自然と都市機能が調和した、暮らしやすい都市を目指したまちづくりに取り組み、
さらに平成 31年 3月 16日に「平和都市」を宣言しています。

（3）シンボル

①市章とシンボルマーク
本市の市章は、大正 11年 12月 5日、飯能市告示第 40号「飯能市紋章」によるもので

す。

〔市章〕

また、飯能市シンボルマークは、視覚的なコミュニケーションマークとして、市内外に対
し本市のイメージを発信するものであり、市の各種印刷物、記念品、イベントなどでの使用
をはじめ、広く活用されています。
このマークは、HANNOの頭文字「H」をモチーフにして、緑は豊かな森林、青は清らか

な川の流れ、それらを囲む黄の楕円は豊かな自然を守り伝えていく人々の輪をあらわして
います。

〔シンボルマーク〕

②市の「花」、「木」、「鳥」
本市では、昭和 53年 11月 3日に、飯能市の花として「つつじ」を、飯能市の木として

「すぎ」を、飯能市の鳥として「うぐいす」を指定しました。

〔市の花　つつじ〕 〔市の木　すぎ〕 〔市の鳥　うぐいす〕
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３　検討資料

（１）アンケート調査の概要

①　まちづくりに関するアンケート調査

対象者数 市内在住者2,000名

実施期間 令和6年７月19日から８月2日まで

調査方法 郵送配布、郵送回収又はWEB回答

回収状況 735件（回収率36.8％）

②　職員アンケート

対象者数 正規職員603名（調査実施時点）

実施期間 令和６年７月19日から7月31日まで

回収状況 372名（61.7％）

（2）市民ワークショップの開催概要

各結果報告詳細はこちらからご覧ください。

市ホームページ二次元コード

回 第１回 第２回 第３回

日 時
令和６年９月１１日（水）

１９：００～２０：４５

令和６年１０月９日（水）

１９：００～２０：４５

令和６年１１月６日（水）

１９：００～２０：４０

会 場
市役所本庁舎

別館２階 会議室

市役所本庁舎

別館２階 会議室

市役所本庁舎

別館２階 会議室

参加者

公募市民３名

市内事業者・団体１６名

市職員１０名

計２９名

公募市民３名

市内事業者・団体１３名

市職員１０名

計２６名

公募市民３名

市内事業者・団体１５名

市職員１０名

計２８名

内 容

・オリエンテーション

・グループワーク

〔テーマ〕飯能市に住んで

いて・働いていて良いと思

うこと

・グループワーク

〔テーマ〕飯能市の、伸ばす

べき魅力や良い部分につ

いて

・グループワーク

〔テーマ〕飯能市の目指す

姿（将来都市像）の提案
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（3）目標指標の達成状況（後期基本計画・総合戦略） ※網掛けは総合戦略の KPI

基本目標 基本施策 施策項目 K  P  I 現状値
(R1年度)

現状値
(R2年度)

実績値
(R6年度)

目標値
(R7年度)

1　森林文化の活用と展開 森林文化都市交流会の開催 - 3 4 5 80.0 %
ふるさと納税サイト取扱数 - 10 12 12 100 %
返礼品取扱数 - 450 500 600 83.3 %
交流自治体との事業実施数 - 10 13 15 86.7 %
森林文化都市交流会の開催（再掲） - 3 4 5 80.0 %

3　新たな交流と観光のすすめ 入込観光客数 410 286 384.6 480 80.1 %
エコツアー参加者数 3,014 302 3,320 4,800 69.2 %
エコツアー活動主体数 31 21 24 45 53.3 %
エコツアープログラム数 117 89 282 175 161 %
新規就農者数（個人・法人） - 2 4 12 33.3 %
利用権設定面積 - 32.1 32.7 37.1 88.1 %
アライグマ捕獲従事者養成研修受講者数 - 60 36 80 45.0 %
森林整備面積 - 566.9 1,018.67 1,500 67.9 %
素材生産量 - 4,556 8,005 10,000 80.1 %
新規出店件数 - 60 100 100 100 %
商店街加盟店舗数 - 178 159 185 85.9 %
新規雇用者数 - 4,044 6,471 5,000 129 %
起業件数 - 71 146 100 146 %
合計特殊出生率 1.14 - 0.97 埼玉県平均以上 89.0 %
乳児家庭全戸訪問の実施率 - 99.9 99.7 100 99.7 %
地域子育て支援拠点利用者数 35,618 10,604 26,899 39,584 68.0 %
待機児童数（保育所） - 0 0 0 100 %
待機児童数（放課後児童クラブ） - 36 25 0 30.6 %

「自分にはよいところがあると思う」と回答した児童生徒の割合(小
学校) 82.8 - 86.6 90.0 96.2 %
「自分にはよいところがあると思う」と回答した児童生徒の割合(中
学校) 77.2 - 78.7 85.0 92.6 %
「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している」と回答した児童
生徒の割合(小学校) 78.3 - 設問変更によ

り確認不可 85.0 ― %
「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している」と回答した児童
生徒の割合(中学校) 73.3 - 設問変更によ

り確認不可 80.0 ― %
「話し合う活動を通じて自分の考えを深めたり広げたりすることができ
ている」と回答した児童生徒の割合(小学校) 74.8 - 86.4 80.0 108 %
「話し合う活動を通じて自分の考えを深めたり広げたりすることができ
ている」と回答した児童生徒の割合(中学校) 77.2 - 84.3 85.0 99.2 %

不登校児童生徒数 - 127 212 0 0 %
家庭教育学級参加者数 303 17 291 363 80.2 %
放課後子ども教室実施校数 - 1 2 3 66.7 %
出前講座開催件数 110 40 68 120 56.7 %
公開講座参加者数 - 3,430 2,432 3,600 67.6 %
公民館事業参加者数 14,302 2,767 14,444 14,422 100.2 %
市民一人当たりの図書貸出数 - 4.03 4.65 5.80 80.2 %
図書館有効登録者数 - 10,143 10,841 13,000 83.4 %
放課後子ども教室実施校数（再掲） - 1 2 3 66.7 %
青少年を対象とした体験事業参加者数 303 17 1,012 363 278.8 %
郷土意識を育む事業参加者数 - 155 230 200 115.0 %
文化財・地域遺産の把握（調査）件数 - 0 219 200 109.5 %
デジタルアーカイブのコンテンツ数 - 369 469 700 67.0 %
ICTを使った学校との連携事業件数 - 0 4 5 80.0 %
市民会館利用者数 81,591 23,396 59,411 100,000 59.4 %
飯能新緑ツーデーマーチ参加者数 19,537 0 11,803 20,000 59.0 %
市民健康ウオーキング事業参加者数 626 504 1,423 2,000 71.2 %
スポーツ施設利用者数 257,246 168,322 240,318 295,000 81.5 %
65歳健康寿命（男性） 18.13 - 18.51 18.76 98.7 %
65歳健康寿命（女性） 20.78 - 21.24 21.05 101 %
がん検診受診率 6.22 - 5.82 8.10 71.9 %
特定健康診査受診率 43.4 34.7 39.7 60.0 66.2 %
特定保健指導実施率 - 16.2 12.6(R5年度) 60.0 21.0 %

2　安心をつなぐ地域医療体制の整備 初期及び第2次救急医療体制の維持 - 維持 維持 維持 100 %
地域福祉推進組織数 - 7 8 13 61.5 %
市民後見人の人数 - 10 11 14 78.6 %
市民後見人の活動件数 - 17 12 19 63.2 %
認知症初期集中支援 - 14 14 15 93.3 %
ひとり歩きやさしい声かけ訓練の実施 3 - 2 6 33.3 %
住民主体による支え合い活動の実施 - 6 7 10 70.0 %
市民後見人の人数 - 10 11 14 78.6 %
市民後見人の活動件数 - 17 12 19 63.2 %
障害者就労支援センターの支援による就労者数 - 190 229 290 79.0 %
成年後見制度利用支援事業の市長申立件数 - 1 0 5 0 %
障害者週間啓発事業の実施数 - 1 2 3 66.7 %
学習支援事業参加者数 - 11 27 20 135 %
被保護者健康管理支援事業における健診受診率 - 未実施 40 60 66.7 %
生活保護自立世帯数 24 15 18 25 72.0 %
特定健康診査受診率（再掲） 43.4 34.7 39.7 60.0 66.2 %
特定保健指導実施率（再掲） - 16.2 12.6(R5年度) 60.0 21.0 %
国民健康保険税収納率（現年度分） - 95.6 96.1 96.0 100 %
ジェネリック医薬品の使用率 - 79.7 85.7 81.0 106 %

達成率

2　都市間交流とシティセールス・シティプロモー
ションの推進

4　エコツーリズムの推進

2　地域の特色が光る農林
業の振興

1　都市型農業の振興

2　林業の再生と振興

3　活力ある商工業の振興
支援・連携 3　商業の活性化・工業の振興

4　将来を描く雇用就業の
創出 4　企業誘致・起業支援・就業支援の推進

1　多様な子育て希望の支
援

1　切れ目のない子育て支援

2　子育て環境と幼児教育環境の充実

2　学校・地域・家庭の連携と地域の教育力
向上

1　多様な生涯学習の推進

2　青少年の健全育成と定住促進

3　心豊かな文化・芸術の振興

4　健やかなスポーツ・レクリエーションの推進

1　健康長寿社会のまちづ
くり

1　健康のまちづくりの推進

1　みんなで支える地域福祉の推進

2　豊かな高齢社会の創出（高齢者福祉）

3　障害者（児）の自立と社会参加の促進

1　自立に向けた生活支援

2　国民健康保険・後期高齢者医療制度の
健全運営

1
水と緑の交流
を活力に生か
すまち

1　新たな魅力と交流によ
るまちづくりの推進

2
子どもの夢・
未来をつなぎ
市民の豊かな
生涯を支援す

るまち

2　未来を拓く子どもの教育
の推進

1　未来を拓く教育の推進

3　豊かな生涯を築く生涯
学習・スポーツの推進

3
支え合いによ
る健康で安
心・安全に暮
らすまち

2　安心した暮らしを支える
福祉

3　豊かな暮らしを支える福
祉制度の拡充
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65歳健康寿命（男性） 18.13 - 18.51 18.76 98.7 %
65歳健康寿命（女性） 20.78 - 21.24 21.05 101 %
65歳要介護期間（男性） 1.58 - 1.50 期間短縮 105 %
65歳要介護期間（女性） 3.53 - 3.33 期間短縮 106 %
住民主体の通いの場の数 - 36 34 50 68.0 %
介護保険料収納率（現年普通徴収分） - 91.8 94.0 91.8以上 102 %
国民年金制度に関する周知回数（広報紙） - 11 12 12 100 %
国民年金制度に関する周知回数（ホームページ） - 通年 通年 通年 100 %
消防団の新規入団者数 - 21 31 30 103 %
応急手当普及員有資格者数 - 42 55 50 110 %
防災出前講座の実施数 - 15 44 90 48.9 %
自主防災組織の防災訓練実施数 - 16 297 90 330 %
災害時応援協定締結数 - 83 91 100 91.0 %
犯罪認知件数 - 5.2 6.6 減少 78.8 %
特殊詐欺被害件数 - 16 9 減少 178 %
自主防犯団体組織数 - 90 113 維持 126 %
消費生活講座実施回数 3 0 2 5 40.0 %
消費者被害防止サポーター人数 - 23 30 30 100 %
景観緑地指定面積 - 119 106 129 82.2 %
自然環境保全活動に参加するボランティア人数 221 28 289 300 96.3 %
合併処理浄化槽普及率 - 64.9 67.8 100 67.8 %
河川水質調査の環境基準（BOD値）達成箇所の割合 - 100 90 100 90.0 %
浄化槽法定検査受検率 - 70.9 72.1 100 72.1 %
生活排水処理率 - 90.6 91.1 100 91.1 %
農業用ため池の修繕の進捗率 - - 0 100 0 %

1　快適な道路網の整備 道路整備率 - 73.5 78.4 79.6 98.5 %
市内人身事故件数 - 158 167 減少 94.6 %
交通安全啓発活動の実施回数 - 20 10 30 33.3 %
高齢者の運転免許自主返納件数 - 350 323 600 53.8 %
放置自転車撤去件数 - 116 224 減少 51.8 %

- 2.10 1.95 現状維持 92.9 %
- 2.42 2.07 増加 85.5 %

地域との協働により導入した移動手段の利用者数 - 4.10 4.02 増加 98.0 %
市内の公共交通のカバー圏域 - 90.1 93.2 増加 103 %
公園美化活動ボランティア団体数 - 27 29 30 96.7 %
街区公園数 - 25 25 26 96.2 %
トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園利用者数 210,400 148,400 158,758 250,000 63.5 %
施設利用率 - 52.4 51.6 63.5 81.3 %
管路耐震化率 - 25.5 26.9 29.0 92.8 %
有収率 - 85.2 83.5 85.7 97.4 %

3　下水道の整備推進 公共下水道普及率 - 71.4 73.4 73.0 101 %
住宅用省エネ設備推進補助金交付件数 - 35 100 100 100 %
各種環境指標の達成 - 重大な基準値超

過なし
重大な基準値超
過なし 達成 100 %

資源化率 - 22.8 21.3 23.4 91.0 %
一人1日当たりのごみ排出量 - 541 491 510 161 %
不法投棄確認件数 - 239 162 200 197 %
不法投棄回収量 - 17,830 12,440 13,000 112 %
売電電力量 - 2,133 1,677 2,160 77.6 %
人口の社会動態プラスの維持 - 48 175 プラスの維持 100 %
交流人口（入込観光客数）（再掲） 410 286 384.6 480 80.1 %
優良田園住宅建設計画認定件数 - 32 80 70 114 %
空き家バンク登録数 - 61 91 120 75.8 %
住宅耐震化率（※旧算定式による） - 92.03 93.13 95 98.0 %
建物移転率 - 87.1 93.6 92.0 102 %
仮換地の使用収益開始率 - 49.1 57.9 65.0 89.1 %
道路整備率 - 31.3 53.5 51.5 104 %

1　情報共有と市民参画機会の充実 市民意識調査等の実施率 - - 100 100 100 %
2　協働に向けた市民活動の支援（地域活動） 自治会加入世帯数 - 25,058 23,832 維持 95.1 %
3　新たなまちづくりへの取組 地域コミュニティ拠点の利用者数 - 146,495 253,079 154,000 164 %

地域資源を活用した事業の実施数 - 10 32 30 107 %
空き家バンク登録数（再掲） - 61 91 120 75.8 %
審議会等への女性委員登用率 - 23.1 26.2 50.0 52.4 %
飯能市女性相談件数 - 336 276 400 69.0 %
人権侵害を受けていると感じる人の割合 - 29.7 30.6 15以下 0 %
人権教育研修会の参加者数（受講者数）（教育セン
ター実施分） 19 0 19 19 100 %
人権教育研修会の参加者数（受講者数）（生涯学習
課、公民館実施分） 240 0 207 250 82.8 %

飯能市国際交流協会会員数 - 165 171 180 95.0 %
外国人相談件数 - 8 6 20 30.0 %
交流自治体との事業実施数 - 10 13 15 86.7 %
マイナンバーカード普及率 - 31.2 85.8 100 85.8 %
行政のデジタル化に対する進捗度 - - 68 100 68.0 %
電子申請サービスの提供件数 - 3 286 100 286 %
コンビニ交付サービス利用率 - 4.2 23.6 40 59.0 %
キャッシュレス決済利用率 - - 16.9 40 42.3 %
市税収納率 - 97.9 98.6 全国平均値以上 101 %
実質公債費比率 - 3.6 5.2 10以内を維持 100 %
企業版ふるさと納税額 - 14,200 36,583 30,000 122 %
包括連携協定締結数 - 16 22 25 88.0 %
公の施設の相互利用者数 48,410 36,227 59,372 50,000 119 %

3　介護保険制度の健全な運営

4　国民年金制度の安定化促進

1　消防・救急体制の整備

2　防災・危機管理体制の強化

3　防犯のまちづくり

4　賢い消費生活の実現

1　自然環境の保全と活用

2　河川・湖等の環境保全

2　交通安全の推進

3　便利な公共交通ネットワークの促進
実車走行キロ当たりの年間輸送人員

1　潤いを提供する公園緑地

2　上水道の安定維持と整備

4　暮らしやすい生活環境の整備・保全

5　廃棄物対策と循環型社会の推進

1　戦略的な土地政策

2　快適な居住と住宅地の形成

3　住みよい市街地の基盤形成

1　協働・共創による新たな
まちづくり

2　山間地域振興 1　山間地域の持続的活性化

1　男女共同参画社会の実現

2　人権尊重社会の形成

3　多文化共生時代の国際交流・都市間交
流

1　持続発展を導く行政経営

2　持続可能な健全財政運営

3　総合力を生かす広域行政・産学官金連携
の推進

3

支え合いによ
る健康で安
心・安全に暮
らすまち

3　豊かな暮らしを支える福
祉制度の拡充

4　安全に暮らせる防災・
防犯の整備

4

快適な生活
環境が整う
まち

1　暮らしが潤う自然の保
全と活用

2　安全便利な交通環境
の整備

3　快適な暮らしを支える
生活環境の整備

4　個性が光る快適居住
基盤の整備

5

新しい時代へ
の自立・協働
とイノベーション

のまち

3　心豊かな共生社会の創
造

4　新たなイノベーション
（刷新）による都市経営

基本目標 基本施策 施策項目 K  P  I 現状値
(R1年度)

現状値
(R2年度)

実績値
(R6年度)

目標値
(R7年度)

達成率
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（3）目標指標の達成状況（後期基本計画・総合戦略） ※網掛けは総合戦略の KPI

基本目標 基本施策 施策項目 K  P  I 現状値
(R1年度)

現状値
(R2年度)

実績値
(R6年度)

目標値
(R7年度)

1　森林文化の活用と展開 森林文化都市交流会の開催 - 3 4 5 80.0 %
ふるさと納税サイト取扱数 - 10 12 12 100 %
返礼品取扱数 - 450 500 600 83.3 %
交流自治体との事業実施数 - 10 13 15 86.7 %
森林文化都市交流会の開催（再掲） - 3 4 5 80.0 %

3　新たな交流と観光のすすめ 入込観光客数 410 286 384.6 480 80.1 %
エコツアー参加者数 3,014 302 3,320 4,800 69.2 %
エコツアー活動主体数 31 21 24 45 53.3 %
エコツアープログラム数 117 89 282 175 161 %
新規就農者数（個人・法人） - 2 4 12 33.3 %
利用権設定面積 - 32.1 32.7 37.1 88.1 %
アライグマ捕獲従事者養成研修受講者数 - 60 36 80 45.0 %
森林整備面積 - 566.9 1,018.67 1,500 67.9 %
素材生産量 - 4,556 8,005 10,000 80.1 %
新規出店件数 - 60 100 100 100 %
商店街加盟店舗数 - 178 159 185 85.9 %
新規雇用者数 - 4,044 6,471 5,000 129 %
起業件数 - 71 146 100 146 %
合計特殊出生率 1.14 - 0.97 埼玉県平均以上 89.0 %
乳児家庭全戸訪問の実施率 - 99.9 99.7 100 99.7 %
地域子育て支援拠点利用者数 35,618 10,604 26,899 39,584 68.0 %
待機児童数（保育所） - 0 0 0 100 %
待機児童数（放課後児童クラブ） - 36 25 0 30.6 %

「自分にはよいところがあると思う」と回答した児童生徒の割合(小
学校) 82.8 - 86.6 90.0 96.2 %
「自分にはよいところがあると思う」と回答した児童生徒の割合(中
学校) 77.2 - 78.7 85.0 92.6 %
「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している」と回答した児童
生徒の割合(小学校) 78.3 - 設問変更によ

り確認不可 85.0 ― %
「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している」と回答した児童
生徒の割合(中学校) 73.3 - 設問変更によ

り確認不可 80.0 ― %
「話し合う活動を通じて自分の考えを深めたり広げたりすることができ
ている」と回答した児童生徒の割合(小学校) 74.8 - 86.4 80.0 108 %
「話し合う活動を通じて自分の考えを深めたり広げたりすることができ
ている」と回答した児童生徒の割合(中学校) 77.2 - 84.3 85.0 99.2 %

不登校児童生徒数 - 127 212 0 0 %
家庭教育学級参加者数 303 17 291 363 80.2 %
放課後子ども教室実施校数 - 1 2 3 66.7 %
出前講座開催件数 110 40 68 120 56.7 %
公開講座参加者数 - 3,430 2,432 3,600 67.6 %
公民館事業参加者数 14,302 2,767 14,444 14,422 100.2 %
市民一人当たりの図書貸出数 - 4.03 4.65 5.80 80.2 %
図書館有効登録者数 - 10,143 10,841 13,000 83.4 %
放課後子ども教室実施校数（再掲） - 1 2 3 66.7 %
青少年を対象とした体験事業参加者数 303 17 1,012 363 278.8 %
郷土意識を育む事業参加者数 - 155 230 200 115.0 %
文化財・地域遺産の把握（調査）件数 - 0 219 200 109.5 %
デジタルアーカイブのコンテンツ数 - 369 469 700 67.0 %
ICTを使った学校との連携事業件数 - 0 4 5 80.0 %
市民会館利用者数 81,591 23,396 59,411 100,000 59.4 %
飯能新緑ツーデーマーチ参加者数 19,537 0 11,803 20,000 59.0 %
市民健康ウオーキング事業参加者数 626 504 1,423 2,000 71.2 %
スポーツ施設利用者数 257,246 168,322 240,318 295,000 81.5 %
65歳健康寿命（男性） 18.13 - 18.51 18.76 98.7 %
65歳健康寿命（女性） 20.78 - 21.24 21.05 101 %
がん検診受診率 6.22 - 5.82 8.10 71.9 %
特定健康診査受診率 43.4 34.7 39.7 60.0 66.2 %
特定保健指導実施率 - 16.2 12.6(R5年度) 60.0 21.0 %

2　安心をつなぐ地域医療体制の整備 初期及び第2次救急医療体制の維持 - 維持 維持 維持 100 %
地域福祉推進組織数 - 7 8 13 61.5 %
市民後見人の人数 - 10 11 14 78.6 %
市民後見人の活動件数 - 17 12 19 63.2 %
認知症初期集中支援 - 14 14 15 93.3 %
ひとり歩きやさしい声かけ訓練の実施 3 - 2 6 33.3 %
住民主体による支え合い活動の実施 - 6 7 10 70.0 %
市民後見人の人数 - 10 11 14 78.6 %
市民後見人の活動件数 - 17 12 19 63.2 %
障害者就労支援センターの支援による就労者数 - 190 229 290 79.0 %
成年後見制度利用支援事業の市長申立件数 - 1 0 5 0 %
障害者週間啓発事業の実施数 - 1 2 3 66.7 %
学習支援事業参加者数 - 11 27 20 135 %
被保護者健康管理支援事業における健診受診率 - 未実施 40 60 66.7 %
生活保護自立世帯数 24 15 18 25 72.0 %
特定健康診査受診率（再掲） 43.4 34.7 39.7 60.0 66.2 %
特定保健指導実施率（再掲） - 16.2 12.6(R5年度) 60.0 21.0 %
国民健康保険税収納率（現年度分） - 95.6 96.1 96.0 100 %
ジェネリック医薬品の使用率 - 79.7 85.7 81.0 106 %

達成率

2　都市間交流とシティセールス・シティプロモー
ションの推進

4　エコツーリズムの推進

2　地域の特色が光る農林
業の振興

1　都市型農業の振興

2　林業の再生と振興

3　活力ある商工業の振興
支援・連携 3　商業の活性化・工業の振興

4　将来を描く雇用就業の
創出 4　企業誘致・起業支援・就業支援の推進

1　多様な子育て希望の支
援

1　切れ目のない子育て支援

2　子育て環境と幼児教育環境の充実

2　学校・地域・家庭の連携と地域の教育力
向上

1　多様な生涯学習の推進

2　青少年の健全育成と定住促進

3　心豊かな文化・芸術の振興

4　健やかなスポーツ・レクリエーションの推進

1　健康長寿社会のまちづ
くり

1　健康のまちづくりの推進

1　みんなで支える地域福祉の推進

2　豊かな高齢社会の創出（高齢者福祉）

3　障害者（児）の自立と社会参加の促進

1　自立に向けた生活支援

2　国民健康保険・後期高齢者医療制度の
健全運営

1
水と緑の交流
を活力に生か
すまち

1　新たな魅力と交流によ
るまちづくりの推進

2
子どもの夢・
未来をつなぎ
市民の豊かな
生涯を支援す

るまち

2　未来を拓く子どもの教育
の推進

1　未来を拓く教育の推進

3　豊かな生涯を築く生涯
学習・スポーツの推進

3
支え合いによ
る健康で安
心・安全に暮
らすまち

2　安心した暮らしを支える
福祉

3　豊かな暮らしを支える福
祉制度の拡充
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65歳健康寿命（男性） 18.13 - 18.51 18.76 98.7 %
65歳健康寿命（女性） 20.78 - 21.24 21.05 101 %
65歳要介護期間（男性） 1.58 - 1.50 期間短縮 105 %
65歳要介護期間（女性） 3.53 - 3.33 期間短縮 106 %
住民主体の通いの場の数 - 36 34 50 68.0 %
介護保険料収納率（現年普通徴収分） - 91.8 94.0 91.8以上 102 %
国民年金制度に関する周知回数（広報紙） - 11 12 12 100 %
国民年金制度に関する周知回数（ホームページ） - 通年 通年 通年 100 %
消防団の新規入団者数 - 21 31 30 103 %
応急手当普及員有資格者数 - 42 55 50 110 %
防災出前講座の実施数 - 15 44 90 48.9 %
自主防災組織の防災訓練実施数 - 16 297 90 330 %
災害時応援協定締結数 - 83 91 100 91.0 %
犯罪認知件数 - 5.2 6.6 減少 78.8 %
特殊詐欺被害件数 - 16 9 減少 178 %
自主防犯団体組織数 - 90 113 維持 126 %
消費生活講座実施回数 3 0 2 5 40.0 %
消費者被害防止サポーター人数 - 23 30 30 100 %
景観緑地指定面積 - 119 106 129 82.2 %
自然環境保全活動に参加するボランティア人数 221 28 289 300 96.3 %
合併処理浄化槽普及率 - 64.9 67.8 100 67.8 %
河川水質調査の環境基準（BOD値）達成箇所の割合 - 100 90 100 90.0 %
浄化槽法定検査受検率 - 70.9 72.1 100 72.1 %
生活排水処理率 - 90.6 91.1 100 91.1 %
農業用ため池の修繕の進捗率 - - 0 100 0 %

1　快適な道路網の整備 道路整備率 - 73.5 78.4 79.6 98.5 %
市内人身事故件数 - 158 167 減少 94.6 %
交通安全啓発活動の実施回数 - 20 10 30 33.3 %
高齢者の運転免許自主返納件数 - 350 323 600 53.8 %
放置自転車撤去件数 - 116 224 減少 51.8 %

- 2.10 1.95 現状維持 92.9 %
- 2.42 2.07 増加 85.5 %
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3　介護保険制度の健全な運営

4　国民年金制度の安定化促進

1　消防・救急体制の整備

2　防災・危機管理体制の強化

3　防犯のまちづくり

4　賢い消費生活の実現

1　自然環境の保全と活用

2　河川・湖等の環境保全

2　交通安全の推進

3　便利な公共交通ネットワークの促進
実車走行キロ当たりの年間輸送人員

1　潤いを提供する公園緑地

2　上水道の安定維持と整備

4　暮らしやすい生活環境の整備・保全

5　廃棄物対策と循環型社会の推進

1　戦略的な土地政策

2　快適な居住と住宅地の形成

3　住みよい市街地の基盤形成

1　協働・共創による新たな
まちづくり

2　山間地域振興 1　山間地域の持続的活性化

1　男女共同参画社会の実現

2　人権尊重社会の形成

3　多文化共生時代の国際交流・都市間交
流

1　持続発展を導く行政経営

2　持続可能な健全財政運営

3　総合力を生かす広域行政・産学官金連携
の推進

3

支え合いによ
る健康で安
心・安全に暮
らすまち

3　豊かな暮らしを支える福
祉制度の拡充

4　安全に暮らせる防災・
防犯の整備

4

快適な生活
環境が整う
まち

1　暮らしが潤う自然の保
全と活用

2　安全便利な交通環境
の整備

3　快適な暮らしを支える
生活環境の整備

4　個性が光る快適居住
基盤の整備

5

新しい時代へ
の自立・協働
とイノベーション

のまち

3　心豊かな共生社会の創
造

4　新たなイノベーション
（刷新）による都市経営

基本目標 基本施策 施策項目 K  P  I 現状値
(R1年度)

現状値
(R2年度)

実績値
(R6年度)

目標値
(R7年度)

達成率
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（4）シンボルプロジェクトの達成状況 

将来都市像と目標人口達成を目指し、また、消滅可能性都市から発展都市へ積極的な転換
を図るため、戦略的な取組を「シンボルプロジェクト」として位置付け、第５次総合振興計
画の基本構想 10 年のスケールで、市民・事業者・行政との協働により、横断的・総合的に
推進しました。期間内に取り組んだ主な事業は次のとおりです。 

 
 

１ オンリーワンの森林文化都市創造プロジェクト 
(1) 新たな森林文化の創造 (「メッツァ」-「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」-「飯
能河原・天覧山周辺」の連携、海外森林文化との共創) 
(2) 自然と共存・共生するライフスタイルの創造と発信(“農のある暮らし”「飯能住まい」制度の
提供、都会人の森林体験・森林資源との触れ合い) 
(3) 林業・木材業の再生に向けた仕組みの構築 (林業再生、西川材の販路拡大、西川材ブランド
の発信) 
 
オンリーワンの森林文化都市創造プロジェクトでは、メッツァ、トーベ・ヤンソンあけぼ

の子どもの森公園、飯能河原・天覧山周辺を結ぶ道路ネットワークの整備や「自然」「北欧」
といった統一的な雰囲気の醸成等、水と緑の都市回廊空間の構築に取り組んだほか、“農のあ
る暮らし”「飯能住まい」制度を開始するなど、本市を訪れた人や生活する人が、自然環境と
の調和の中でゆとりと潤いを体感できる、オンリーワンのライフスタイルの提供に取り組み
ました。 
また、本市の喫緊の課題である市域の 75%を占める森林の適切な維持管理に当たり、都市

部の人々にまずは森林に興味・関心を持ってもらえるよう「ノーラ名栗」を森林文化の発信
拠点として新たに整備しました。併せて、飯能市森林整備計画により間伐や作業道の整備、
境界確認等を実施したほか、本市の森林を公益的機能を発揮すべき森林（公益的機能発揮森
林）と木材生産を進めるべき森林（木材生産機能発揮森林）の２つにゾーニングし、計画的
な森林整備に取り組みました。また、令和元（2019）年度に創設された森林環境譲与税は、
民間事業体が主体となった間伐への補助制度の創設や新生児への西川材おもちゃ贈呈によ
る森林資源との触れ合いの機会の創出、森林サービス産業への支援等に活用しています。 
令和 3（2021）年 2月に、「埼玉県西部地域まちづくり協議会(以下「ダイアプラン」とい

う。)」を構成する所沢市、飯能市、狭山市、入間市及び日高市の 5市で「ゼロカーボンシテ
ィ共同宣言」を行い、森林の活用・整備・保全による二酸化炭素吸収源対策等を通じて令和
32(2050) 年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指して取り組んでいます。 
第６次総合振興計画では、市街地から山間地域への人の流れの創出を強化するとともに、

より多くの人々に森林に関わってもらえるよう森林の抱える現状と課題、そして可能性を発
信し、森林環境譲与税を活用しつつ、更なる森林整備や様々な分野への活用に取り組んでい
く必要があります。 
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２ 交流・賑わいによる経済好循環創造プロジェクト

(1) 魅了する観光の創出 (新たな観光の核づくり、特産品の開発、インバウンド観光の推進)
(2) 中心市街地の賑わいづくり (空き店舗再生、まちなか・まち歩き観光、まちなかWi-Fi)
(3) 山間地域でのビジネスの好循環づくり (地域ビジネス振興による課題解決と活性化の好循
環)

交流・賑わいによる経済好循環創造プロジェクトでは、交流人口の増加と市内の賑わい創
出を目指し、都市回廊空間の各拠点の魅力向上に取り組みました。トーベ・ヤンソンあけぼ
の子どもの森公園ではギャラリーカフェ「カフェプイスト」を設置したほか、ライトアップ
の実施やわんぱく池の水質浄化など、訪れる人が公園の新たな魅力を実感できるような取組
を進めました。飯能河原・天覧山周辺では、割岩橋のライトアップや流れ橋の改修、大河原
観光公衆トイレの新設及び割岩橋観光公衆トイレの改修、郷土館を新たにこの周辺の自然の
ビジターセンター的機能を有する博物館としてリニューアルするなど、魅力と利便性の向上
に取り組みました。さらに、都市回廊空間を訪れる観光客を山間地域へも誘導できるよう、
「ノーラ名栗」にはアウトドアサウナ、グランピング、イベント用のステージを設置する
など、魅力的なコンテンツを整備し新たな人の流れと賑わいの創出に取り組みました。
こうした取組が功を奏し、飯能河原・天覧山周辺には、民間資本による発酵のテーマパー

ク「OH!!!」や飲食店等が開業したほか、飯能河原の商業利用が始まるなど新たな賑わいも生
まれつつあります。
一方、そうした人の流れと賑わいを市内経済へも還流できるよう、起業・創業や新規出店

の促進や商店街をはじめとするまちなかの活性化イベントに対する補助制度の創出のほか、
恒常的な集客を図るための魅力的な店舗の創出に向けたインキュベーション施設整備に係
る補助を実施しています。また、令和 5（2023）年度に策定した飯能まちなか未来ビジョン
に基づき、安全に、快適に、楽しく過ごせるまちなかを目指し、公民連携のもと、ウォーカ
ブルなまちづくりに取り組んでいます。
こうした本市の取組や勢いをふるさと納税によって全国の方々に応援していただくため、

返礼品にムーミン関連品や魅力的な地場産品を充実させるなど、ふるさと納税制度の最大限
の活用にも取り組んでいます。
第６次総合振興計画では、引き続き中心市街地を中心に創業や新規出店、恒常的に人が集

まるまちなかの創出の支援、まちなかと山間地域の人の流れを相互に波及させる仕組みの構
築などに取り組むとともに、まちなかを人中心の空間に転換し、居心地が良く歩きたくなる
まちなかの整備に取り組む必要があります。
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３ 子ども、若者の夢・未来創造プロジェクト

(1) 子ども・子育て未来チャレンジ (子育て支援、質の高い学校教育・グローバル教育・国際理
解教育の推進)
(2) 若者・女性の未来応援 (若者の結婚に向けた環境づくり、雇用・しごと支援、企業誘致)
(3) 未来に向けた支え合いの社会づくり (高齢者の生きがい応援、生涯現役スタイルチャレンジ、
健康長寿社会づくり)
(4) 各世代が共に支え合う地域社会づくり (地域ぐるみの子育て、世代間の支え合いの好循環)

子ども、若者の夢・未来創造プロジェクトでは、「女性と子どもにやさしいまち」の実現を
目指し、妊娠前から出産、子育て期にわたる継続的な支援体制を構築し、コウノトリ事業（不
妊治療等への経済的支援）、0歳児おむつの無償化、18歳までの子ども医療費の無償化、中
学３年生までのインフルエンザ予防接種の無償化等の子育て世帯に寄り添った支援を進め
ました。また、認定こども園の開設や民間保育園の新設支援による保育所(園)の定員増によ
る待機児童ゼロの実現、こどもまんなか施策を推進していくための組織体制の構築、放課後
児童クラブの増設、地域子育て支援拠点の整備など、こどもの育ちに関わる総合的な支援策
を拡充し、安心して子育てができる環境の整備に取り組みました。
こどもの教育については、旧西川小学校及び旧吾野中学校の施設を活用し「施設隣接型小

中一貫校」である奥武蔵創造学園を開校し、フィンランドの教育の特徴である「協同的な学
び」を実践しながら 21世紀型の学校への転換に先行的に取り組んでいるほか、市内 2校で
放課後子ども教室を開設し、㈱ソニー・ミュージックエンタテインメントによるミュージカ
ルプログラムをはじめ、学習、スポーツ、文化芸術活動、地域住民との交流活動等を通じて、
こどもが心豊かに育まれる環境づくりに取り組みました。令和 2(2020)年には、全小・中学
校の児童生徒に、LTE対応学習用タブレットを 1人 1台導入し、創造的、探究的、協同的な
学びによって問題解決能力やコミュニケーション能力を育む「学びの改革(GIGAスクール)」
に取り組んでいます。
そのほか若者世代に出会いの場を提供することを目的としたライフデザインセミナー等

の結婚支援事業に取り組んだほか、本庁舎窓口等への聴覚障害者向けタブレット端末の設置
や、成年後見制度の利用促進、ひきこもり状態にある人に対する支援強化等、はんのうふく
しの森プランに基づき市民との協働で支える体制づくりを行いました。
第６次総合振興計画では、ますます進行する人口減少や少子高齢化を見据え、子育て支援

やこどもの教育においては、市民等との対話を通じた多様な主体との協働をより強化した取
組が必要となります。また、教育分野では、多様な価値観を尊重できる人材の育成や、持続
可能な開発目標(SDGs)の理念を体現できるような教育に積極的に取り組んでいく必要があ
ります。
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３ 子ども、若者の夢・未来創造プロジェクト
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放課後子ども教室を開設し、㈱ソニー・ミュージックエンタテインメントによるミュージカ
ルプログラムをはじめ、学習、スポーツ、文化芸術活動、地域住民との交流活動等を通じて、
こどもが心豊かに育まれる環境づくりに取り組みました。令和 2(2020)年には、全小・中学
校の児童生徒に、LTE対応学習用タブレットを 1人 1台導入し、創造的、探究的、協同的な
学びによって問題解決能力やコミュニケーション能力を育む「学びの改革(GIGAスクール)」
に取り組んでいます。
そのほか若者世代に出会いの場を提供することを目的としたライフデザインセミナー等

の結婚支援事業に取り組んだほか、本庁舎窓口等への聴覚障害者向けタブレット端末の設置
や、成年後見制度の利用促進、ひきこもり状態にある人に対する支援強化等、はんのうふく
しの森プランに基づき市民との協働で支える体制づくりを行いました。
第６次総合振興計画では、ますます進行する人口減少や少子高齢化を見据え、子育て支援

やこどもの教育においては、市民等との対話を通じた多様な主体との協働をより強化した取
組が必要となります。また、教育分野では、多様な価値観を尊重できる人材の育成や、持続
可能な開発目標(SDGs)の理念を体現できるような教育に積極的に取り組んでいく必要があ
ります。
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４ グローバルなシティプロモーション推進プロジェクト

(1)飯能のブランド化の推進 (地域資源の活用、地域のブランド化、シビックプライドの醸成)
(2)都市間交流の推進・企業との連携 (相互交流、情報ネットワーク拠点づくりの推進)
(3) ICT 活用による多様な情報発信 (自治体アプリの充実、Wi-Fi環境の促進)

グローバルなシティプロモーション推進プロジェクトでは、前述した 3つのプロジェクト
等を含めた本市の魅力を効果的に発信し、「飯能市」の持つブランド力の強化に取り組みまし
た。特に、ムーミンライセンスの活用及び本市の魅力を全面に出したふるさと納税やメッツ
ァやノーラ名栗と連携したプロモーションにおいては、各種メディアや SNS 等への露出回
数が大幅に増え大きな成果を上げています。
そのほかにも、本市への移住定住促進に関する施策については、電車内広告や雑誌への掲

載、Web 広告など、ターゲットを絞った効果的なプロモーションに取り組んだほか、こども
や子育て世代への支援策については「Meets! ×子育てスマイルプロジェクト」としてパッケ
ージ化したプロモーションを行いました。
また、訪日外国人をターゲットにしたプロモーションでは、国内のホテルや東アジアを中

心とした海外の現地旅行代理店等への働きかけを行い、本市を訪れるきっかけづくりに取り
組んだほか、トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園があることやメッツァが開業したこ
とを機に、飯能市フィンランド協会の設立をはじめとするフィンランドとの交流を深めるな
ど、グローバルな情報発信にも取り組みました。
令和6（2024）年1月1日に本市が市制施行70周年を迎え、計20の記念事業（特別事業）

を開催し、市民にとっては新しい地域や仲間とのつながりの形成による本市への愛着の醸成、
市外の方に対しては、本市の魅力をＰＲする契機となりました。
第６次総合振興計画では、「飯能市」のイメージを更に高めるため、森林の新たな利活用や

歴史・文化などから育まれた魅力や価値など、飯能市発のオリジナルな取組に重点を置き、
効果的なプロモーションに取り組んでいく必要があります。

上記の４つのシンボルプロジェクトは、第 6次総合振興計画においては重点施策として位
置付け、第 5次総合振興計画の方向性を概ね継承する形で、分野横断的・総合的に取り組ん
でいきます。
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